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序　言

A .  委任された権限

１．締約国会議（COP）は第５回会合で、決議第 14/CP.5 号に基づき両補助機関に対して

COP 第６回会合において京都議定書第６、12、17 条に基づくすべてのメカニズムについ

て決議を行えるように、COP 第６回会合に先だって開催される両機関の会合でクリーン開

発メカニズム（CDM）に優先順位をおいて、京都議定書第６、12、17 条に従うメカニズ

ムに関する原則、方法、規則及び指針について追加交渉のための基盤となる総合的案文を

作成し、また適宜、議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議（COP/MOP）

第１回会合に対する勧告も含めて、提出するよう要請した。

２．COP は同決議により、両補助機関の議長に対して、第６回締約国会議のための準備作

業について専門的観点から支援するためのインターセッショナルミーティングとワークシ

ョップを、適宜透明性と参加者の地域的バランスの必要性及び締約国が専門家の作業を検

討する必要性を考慮に入れ、召集することも要請した。

３．両議長による注釈には、追加交渉の基盤となる総合的な案文が含まれている。これは

文書 FCCC/SB2000/4 に含まれる注釈に基づいており、また文書 FCCC/SB2000/MISC.4、

Add.1-2、ADD2/Corr.1 及び Add.3 に含まれる締約国による提案並びに締約国が表明した

その他の意見を考慮に入れている。

B.  注釈の範囲

４．本注釈は、両補助機関の第 13 回会合第２部へこれを提出するという締約国の合意を反

映したものである。両補助機関の議長は第 13 回会合第２部に備えて、締約国と協議の上

本注釈を更に整理統合する予定である。

C.  取組方法

５．本注釈は、それぞれ第６条の事業、CDM、排出量取引及び登録簿に関する４巻によっ

て構成される。各巻は、決議案、適宜方法・手続き・規則・指針を含む附属書、及び附則

からなる。この仕組みは文書 FCCC/SB2000/4 のものと変わらないが、部分的に新しい項

が挿入され、また以前の項が削除されている。個々の決議案は、締約国会議第６回会合で

検討する場合、単一の共通決議案とすることができる。

６．本注釈には、文書 FCCC/SB2000/4 に含まれていた案文全体並びに締約国による追加

の提案が含まれている。本案文のなかで、締約国による新しい提案には網掛けしてあり、
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両議長が含めた新しい案文は斜体文字のゴシックで表示する。

７．両議長が締約国に対して注意を喚起する部分はゴシックで表示する。現段階では文書

の仕組みに関する大幅な変更は組み込んでいないが、もっと整理統合する際には変更を組

み込む可能性がある。

８．この総合的案文を検討するに当たり、締約国におかれては、京都議定書第６、12、17

条に基づくメカニズムについて「その他」文書に含まれるすべての締約国提案が考慮に入

れられていることに留意願いたい。
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第一部 ：京都議定書第６条

【Ⅰ．〔決議案 [ 第 A/CP.6 号] ： [ 京都議定書第６条実施のための指針]

締約国会議は、

　京都議定書第６条を想起し、

　その決議第 1 / C P . 3 号、特にその 5 項( c ) を想起し、

　また、主として京都議定書第６条の諸規定に関する指針について適宜「この議定書の締

約国の会合としての役割を果たす締約国会議」第１回会合に対する勧告も含めて、その第

６回会合において京都議定書第６、1 2 、1 7 条に基づくすべてのメカニズムについて決議を

行えるように、クリーン開発メカニズム（C D M ）を中心とするこれらメカニズムに関して

実施される作業計画を定めたその決議第 7/CP.4 号も想起し、

　また、その決議第 8/CP.4 号も想起し、

　更に、その決議第 14/CP.5 号も想起して、

　関係締約国に対して、附属書Ⅰに含まれる 1 〔移行期経済の〕2 締約国の第６条事業活動

への参加を容易にするように要請する。

　議定書発効後 の議定書 の締約国 の 会 合 と し て の 役 割 を 果 た す 締 約 国 会 議 第 １ 回 会 合 が

下記の決議を採択するように勧告する。

決議‐／〔CMP.1 〕：〔京都議定書第６条実施のための指針〕

京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は 、

　[ 条約第４条と第 1 2 条、]  及び京都議定書 〔第３条と第６条〕〔第２、３、４、５、６、

７、1 1 、1 8 条〕に含まれる [ すべての関連する]  諸規定を考慮に入れ、

　第６条に従って、〔附属書Ⅰに含まれるいかなる締約国 3 も第３条に基づくその約束を

満たす目的で第６条 4 の事業活動に参加できること、及び〕いかなる排出削減単位の取得

も第３条に基づく排出の抑制と削減に関する数量化された約束を満たす〔また本決議附属

書の附則 X に含まれる規定を反映させる〕ことを目的とする国内的な行動を補足するもの

であることを念頭に置き 、

　また、【〔第３条 10 項及び 11 項〕〔京都議定書第３条 10 項 [及び 11 項] に従って、一

の締約国が他の締約国から第６条 [又は第17条]  の規定に基づき取得するいかなる排出削

減単位 [又はいかなる割当量の一部] も、取得する締約国の割当量に追加され  [ること、

                                                
1 「附属書Ⅰに含まれる締約国」とは、今後改訂される可能性もある条約附属書Ⅰに含まれる締約国、

又は条約第４条 2 項(g)に基づき通知をした締約国を意味する。
2  記号“〔”と“〕”は、両補助機関の第 12 回会合で、これら記号に挟まれる案文について一又は複数

の締約国が意見を留保していることを示す。
3 「締約国」とは、別途指定しない限り京都議定書の締約国を意味する。
4 「条」とは、別途指定しない限り京都議定書の条項を意味する。
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及び 京都議定書第３条 11 項に従って、一の締約国が他の締約国に対して第６条又は第 17

条の規定に基づき移転するいかなる排出削減単位又はいかなる割当量の一部も] 移転する

締約国の割当量から差し引かれること〕】〔京都議定書第３条と第６条は、それに従って一

の 締 約 国 が 他 の 締 約 国 へ 移 転 す る い か な る 排 出 削 減 単 位 も 移 転 す る 締 約 国 の 割 当 量 か ら

差し引かれ、一の締約国が他の締約国から取得するいかなる排出削減単位も取得する締約

国の割当量に追加されるが、これらいかなる移転或いは取得も締約国が附属書 B に登録さ

れ た 排 出 の 抑 制 と 削 減 に 関 す る 数 量 化 さ れ た 約 束 に 従 っ て そ の 割 当 量 を 変 更 す る こ と な

く、第３条による排出の抑制と削減に関する数量化された約束の遵守に寄与させる目的で

のみ行われると規定していること〕を念頭に置き、

　〔第６条の目的を達成するための行動において、締約国は条約第３条、特に下記の事項

を指針とする〕〔第６条に基づく行動が条約の下記の最終的目標の達成に貢献する〕こと

を確認し、即ち、

〔[ [先進国と発展途上国の間の]衡平性： [これは発展途上の締約国の人口一人当たり

排出量に関する公正な権利に関する衡平性で、発展途上国の人口一人当たり排出量が依然

として相対的に少ないこと、及び世界の排出量に占める発展途上国のシェアがその社会的

及び開発的ニーズを満たすために増大するであろうことを考慮し、また発展途上の締約国

の 最 大 か つ 最 重 要 の 優 先 課 題 は 経 済 的 及 び 社 会 的 開 発 と 貧 困 の 根 絶 で あ る こ と を 十 分 勘

案し、一方先進締約国は発展途上の締約国との間の人口一人当たり排出量の不衡平性を軽

減する観点から、引き続きその排出量を抑制し削減する必要があることを確認するもので

ある。]   [ 附属書Ⅰに含まれる締約国とそれに含まれない締約国との間に永続的に存在す

る不衡平性を回避できるように、先進国は人口一人あたりの排出量が先進国と発展途上国

との間で収束経路（converging path）に到達する水準まで温室効果ガス排出量を圧縮する

ものとする]。]

[ この議定書は附属書Ⅰ及び附属書 B に含まれる締約国に対していかなる権利、所有

権、又は資格も作り出す或いは付与するものではなく、また国際的な市場システム又は市

場体制を作り出すものではないという認識。]

〔包括性：第６条に基づく事業はすべての関連する温室効果ガスの発生源、吸収源、

貯蔵庫、適応化対策を包括的に対象とし、すべての経済分野を包含する。〕

[ 透明性。]

[ 気候変動への有効性：第６条によるいかなる事業活動も、第６条 1(b)項に従って、

他の場合でも発生するであろうものに追加する人為的発生源による排出削減、或いは吸収

源による人為的除去の強化をもたらすものでなければならない。]

ファンジビリティ／ノンファンジビリティ：締約国は排出削減単位  [、認証排出削減

量] 及び  [ 割当量単位 ]  [割当量の一部 ] を[ 同等な環境的有効性を確保する目的で

COP/MOP が設定する規則と手続に従って]  取引すること  [ができる] [はできない]。〕
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　決議第 A/CP.6 号を勘案して、

１．本決議の附属書に含まれる [ 第６条の実施に関する指針]  を採択することを決議する。

２．第 12 条８項に従って使われる「収益の一部」を第６条の事業 5 に適用するものとし、

「収益の一部」は [y の x％] とし、そのうち運営経費に割り当てられるのは〔z％未満〕、

適応化基金に割り当てられるのは [100‐z％以上] とすることを決議する。気候変動の有

害な影響を特に受けやすい発展途上の締約国の適応化努力に資金援助を行うための「収益

の一部」は、条約及び議定書の他の規定に基づく適応化活動に対する附属書Ⅰに含まれる

締約国による資金供与に追加されるものでなければならず、[本決議附属書に含まれる第６

条に関する [ 指針]  に従って管理されるものとする。]〕

３．関係締約国に対して、市場経済への移行期にある附属書Ⅰに含まれる締約国の第６条

[ 事業活動]  への参加を容易にするように要請する。

４．第６条の事業に起因する排出削減単位の [配分（distribution）] [ 分配（s h a r i n g ）]  [ 分

割（divis ion ）]  は、参加する締約国  [及び関与する法人] が決めることを決議する。

　　選択肢１：附属書に含まれる指針及びそれに基づき設定される他の指針を見直し、適

宜改訂することを決議する。附属書の見直しは、特に締約国による関連する経験を考慮に

入れて、 [ 最初の]  調整期間 6 の完了から１年以内に行われるものとする。初回は〔2012

年〕以前に行い、その後は定期的に行うものとする。改訂は、〔第一約束期間及び〕既に

〔承認されている〕〔登録されている〕事業活動に影響を与えないものとする。

　　選択肢２：科学上及び技術上の助言に関する補助機関 7 は、締約国による関連する経

験を考慮に入れてこれら指針の改訂の可能性を検討できることを決議する。改訂は第１約

束期間及び実行中の事業活動に影響を与えてはならない。

５．将来におけるこの附属書のいかなる改訂も、全締約国のコンセンサスによって採択す

べきことを決議する。

６．〔条約事務局に対して〕本決議附属書で [に含まれる] 同事務局に割り当てられた職務

を遂行するように要請する 8。】

                                                
5 〔気候 変 動 の 有 害 な 影 響 及 び ／ 又 は 第 ６ 条 に 基 づ く 対 応 対 策 の 実 施 の 影 響 を 特 に 受 け や す い 発 展 途 上
の 締 約 国 を 支 援 す る た め に 、 適 応 基 金 を 設 置 す る も の と す る 。〕（注釈：この提案は、最終編集版で関連

するすべての項目に反映させる予定である。）
6 「調整期間」は遵守に関する決議での定義による。
7 京都議定書第 15 条に含まれる諸規定による。
8 運用に関するこの項目の資源関係への影響を明確にする必要がある。
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Ⅱ．附属書：〔京都議定書第６条の実施に関する指針〕

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

〔O．定義

選択肢 A（１項）：

１．本附属書において、

　(a) 「締約国」とは、別途指定しない限り京都議定書の締約国を意味する。

  (b) 「議定書」とは、国連気候変動枠組条約の京都議定書を意味する。

  (c) 「条」とは、別途指定しない限り議定書の条項を意味する。

　(d) “E R U ”とは、排出削減単位を意味し、決議第 2/CP.3 号で定義された又はその後第

５条によって改訂される地球温暖化ポテンシャルを使って計算される、二酸化炭素相当の

１メートルトンに等しい。

　(e)「利害関係者」とは、事業の影響を受ける又は受ける可能性がある、或いは利害関係

を持っている公衆を意味する。

選択肢 B：

（注釈 ：定義をする必要はない。）〕

A . 京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の役割

選択肢 A ：

（注釈 ：本項は必要がない。）

選択肢 B （２項）：

２．C O P / M O P は独立した組織を指定することにより第６条の実施に対する権限を行使し、

またそれに対する指導を行うものとし、この目的のために附則…の規定に基づき認定機関

を指名するものとする。

選択肢 C （３～６項）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手
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続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

３．京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議（COP/MOP）は、下記

により第６条の実施についてその権限を行使し、また指導を行うものとする。

  (a) 〔理事会 1〕会合の暫定議題の作成と配布、及び締約国と認可されたオブザーバーが

〔理事会〕で行う発表に関する規則と手続を承認する。

　(b) 本附属書の諸規定に従って提出される〔理事会〕の勧告を検討し、適宜決議を行う。

　(c) 〔理事会〕の年次報告書を検討し、適宜〔理事会〕に対してベースライン決定方法、

モニタリング、検証、認証、認定、報告に関する指針及び報告フォーマットなど〔の問題

について指針を設定する C O P / M O P の決議の理事会による管理〕について指導を行う。

４．〔COP/MOP は、[理事会] による決議に対する異議申し立てを検討する [ことができ

る]  [ものとする]。COP/MOP は、[ｘか国]  の締約国の要請により或いは独自の判断によ

り、SBSTA 及び SBI の [技術上及び手続上の] 助言に基づき [理事会] の決議又はその他

の行動を見直し、変更し、或いは無効とすることができる。COP/MOP は [ｘか国] の締

約国の要請を受けてから [ｘ] [か月] [回の会合] 以内に最終決定を行うものとする。〕

５．〔COP/MOP は、附属書Ⅰに含まれる締約国、第６条の事業活動の提案者或いはそれ

ら事業活動によって影響を受ける公的な又は民間の組織からの異議申し立てを調停するも

のとする。〕

６．〔締約国間の紛争の調停は、条約第 14 条に従って行われるものとする。[但し、かかる

調停は本指針で言及する C O P / M O P 、理事会、或いは決議…2 で言及する遵守機関の権限

又は決議を制限したり、或いは他の何らかの方法で排除したり阻害するものであってはな

らない。]  〕

B.  〔[ クリーン開発メカニズムの] 理事会〕

選択肢 A ：

（注釈 ：この規定は必要がない。）

選択肢 B （７～12 項）：

（一部の締約国は、第６ 条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

                                                
1 「理事会」という用語を使用する場合は、常に「（CDM の）理事会」を意味する。
2 「 決 議 … 」 は 、 第 1 8 条 に 基 づ い て 遵 守 制 度 を 設 定 す る 決 議 を 意 味 す る 。
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いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

７．〔理事会〕は、第６条の事業が条約、議定書及び COP/MOP によるすべての関連決議

に準拠するように、監督者としての職務を果たすものとする。〔理事会〕は本決議、その附

属書及び COP/MOP による関連決議で言及される職務と権限を行使する責任を負うもの

とする。〔理事会〕は〔COP/MOP とは別の常設機関として〕COP/MOP に対して全面的

に説明責任を負うものとする。

８．〔理事会〕は、特に

　(a) 〔第６条の事業活動が可能な限りすべての関連する温室効果ガスの発生源、吸収源、

貯蔵庫 [、適応化対策] を包括的に対象とし、すべての経済分野を包含するようにする。〕

　(b) 【〔第６条の事業を行える分野及び含められる事業の種類を [改訂及び修正し、] [ そ

れらについて C O P / M O P に勧告を行い]、また〕以下の第６条の事業に対する適格性の確

認に関する G 項の諸規定に従って新しいベースラインとモニタリング方法を  [決定し][て、

COP/MOP に対してその採択を勧告する] 。】

　(c)  COP/MOP の決議に [基づいて] [従って] 法人参加者 3 へ指導を行う。

　(d) 〔特に移行期経済諸国を中心とする附属書Ⅰに含まれる締約国 4 が第６条の事業活

動へ参加するのに必要な能力向上を支援するために COP/MOP が適宜設定するメカニズ

ムを推進し〕、COP/MOP が設定する枠内で第６条に基づく他の諸機関へ適宜職務を〔委

託し〕〔割り当て〕、〔また特に移行期経済諸国を中心として附属書Ⅰに含まれるすべての

締約国による幅広い参加を推進するのに必要な制度的能力の育成に関する多国間機関の役

割を定める〕。

　(e)  主として〔理事会〕会合の暫定議題の作成と配布に関する〔理事会〕の効率的な運

営のため、及び締約国 5 と認可されたオブザーバーが〔理事会〕で行う発表のための規則

と手続について、COP/MOP に対して決議を行うように勧告する。

　(f)〔登録済み事業設計文書、公衆から受け取ったコメント、適格性検証報告書、理事会

の決議及び発行済みのすべての ERUs6 を含めて、事業活動に関する守秘義務のないすべて

の情報〕〔識別番号を含めて第６条の事業活動に関する守秘義務のない情報〕を公表する。

　(g) COP/MOP の各会合で、その活動、登録された新規事業、発行された ERUs につい

                                                
3 「法人参加者」とは、第６条３項で言及する「法人」を意味する。
4 「附属書Ⅰに含まれる締約国」は、改訂される可能性のある条約附属書Ⅰに含まれる締約国〔、又は
条約第４条 2 項(g)に基づいて通知をした締約国〕を意味する。
5 「締約国」とは、別途指定がない限り議定書の締約国を意味する。
6 「排出削減単位」（ERU）は、決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
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て報告し、適宜 COP/MOP で検討する勧告書を作成する。

（注釈：理事会の構成については CDM に基づく諸規定が適用されると想定して、ここに

はそれに関するいかなる規定も含めない。）

（注釈：以下の各項は〔理事会〕と下記 D 項で職務を説明する「独立した組織」との関係

に関するものである、締約国は、CDM では「運営組織」という用語が使われていること

に留意願いたい。）

９．〔「理事会」は独立した組織の認定機関となる。〕〔理事会〕はすべての独立した組織に

関する公表可能なリストを維持するものとする。

10．〔理事会〕は、ある独立した組織がもはや COP/MOP の決議に含まれる認定基準又は

必要条件を満たしていないと判断した場合、その認定を停止又は撤回することができる。

〔理事会〕はかかる決定を当該独立した組織と COP/MOP へ直ちに通知するものとする。

〔登録されている事業活動は、それに関する適格性確認報告書、適格性検証報告書又は認

証書の中で見いだされた欠陥が認定の停止又は撤回の理由にならない限り、認定の停止又

は撤回の影響を受けないものとする〕。〔理事会〕が行う認定の撤回に関するいかなる決議

も、当該独立した組織が聴聞の機会を持った後でのみ行われるものとする。理事会はこの

種の事例に関する決議を公表するものとする。

11．〔理事会〕は認定基準を適宜見直し、COP/MOP に対して改訂及び修正を採択するよ

うに勧告することができる。

（次の項は「収益の一部」に関するものである。）

12．〔理事会〕〔移転する締約国〕は ERUs の発行要請を受け取り次第、〔第 12 条８項で述

べた〕「収益の一部」を評価するものとする。〔理事会〕〔移転する締約国〕は事業の結果と

して発行される ERUs の数量から、事業参加者 7 へ配分（distribution）する前に、適切な

〔収益の一部〕〔件数の ERUs〕を差し引くものとする。運営経費に充当するために使われ

る収益の一部の金額は、〔理事会〕がその目的のために保有するものとする。気候変動の有

害な影響を特に受けやすい発展途上の締約国の適応化努力に資金援助を行うために使われ

る〔残る〕収益の

一部の金額は、〔COP〕〔COP/MOP〕によって設置される適応基金へ移管されるものとす

る。〕

                                                
7 「参加者」は、第６条の事業活動〔について〕〔を実施するための〕契約取決めに入っている締約国、
締約国の居住者である法人、或いはその双方を意味する。
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C.  認定機関

選択肢 A ：

（注釈 ：本項は必要がない。）

選択肢 B （13～16 項）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

13．認定機関は附則 A に含まれる基準と手続及び〔理事会〕〔COP/MOP〕による関連決

議に従って独立した組織を認定するものとする。

14．〔認定基準に関連して独立した組織の提出する情報が認定に関する決議を行うのに不

十分な場合、認定機関は独立した組織と協力して適格性分析を行うことができる。これは

(a) 評価されるニーズに対応する技能の査定からなり、

(b) 関連する各技術分野の必要条件を対象とし、

(c) 当該独立した組織が第６条の事業活動の代表的な技術分野、環境的状況及び関連す

る影響を明確にできることを立証するためのものである。〕

15．認定機関は、〔ｘ〕年を越えない定期的間隔で、またどの段階であれ抜き打ち検査を

通じて、独立した組織が引き続き認定基準に準拠しているか見直すものとする。それには

適宜下記が含まれる。

(a) 独立した組織の関連する職務及び活動の検査、

(b) 下請けに出す作業を含めて適格性の確認、検証及び／又は認証作業の質の監視。

16．独立した組織を見直すに当たり、認定機関は必要に応じて独立した組織及び／又は事

業参加者に追加の情報を要求することができる。

D.  認定された独立した組織

選択肢 A ：

（注釈 ：本項は必要がない。）

選択肢 B （17～18）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の
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方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

17．認定された独立した組織は、本附属書の〔D 項、G～K 項〕〔J 項〕並びに COP/MOP

〔及び理事会〕のその他関連決議で述べる職務を遂行する責任を負うものとする。

18．認定された独立した組織は、

(a) 認定機関を通じて COP/MOP によって認定される。

(b) 〔理事会〕〔及び第６条の事業について指定された受入締約国の国内当局〕の監督を

受け、〔理事会〕を通じて COP/MOP に対して全面的な説明責任を負うものとする。

(c) 〔第６条の事業について指定された受入締約国の国内当局によって、そこで運営す

ることを認可される〕〔適格性を確認、検証及び／又は認証しようとする第６条の事業活動

を受け入れる締約国の適用法を遵守する〕ものとする。

(d) COP/MOP〔及び理事会〕の該当する決議で指定された方法及び手続に準拠するもの

とする。

(e) 認定基準に関連する状況に変化が生じた場合に、直ちに認定機関へ報告する。状況

の変化が認定基準に違反するものではないと認定機関が判断した場合、認定機関は当該独

立した組織の認定を追認するものとする。

(f) 自らが適格性を確認した事業活動における発生源による人為的排出の削減〔及び／又

は吸収源による人為的除去の強化〕を〔検証〕及び／又は認証してはならない。

(g) 自らが確認した又は発生源による人為的排出の削減〔及び／又は吸収源による人為

的除去の強化〕を自らが検証及び／又は認証したすべての事業のリストを維持し公表する

ものとする。これには、該当する場合にそれらの職務に使用した下請け業者の明細も含ま

れる。

(h) 附則 A に従って〔理事会〕へ年次活動報告書を提出する。附則 A で義務づけられる

文書化と記録のシステムを当該年次報告書の根拠とするものとする。

E.  参加

選択肢 A （1 9 ～2 5 項）：

19．排出削減単位を取得するためには、附属書Ⅰの締約国は、

　( a )  2 0 項(a ) に基づき報告書を提出する時点まで及びそれ以降に、第５条１項及びそれに

基づく指針に含まれる必要条件に従って、モントリオール議定書によって規制されている

も の を 除 く す べ て の 温 室 効 果 ガ ス の 発 生 源 に よ る 人 為 的 排 出 及 び 吸 収 源 に よ る強 化 さ れ

た人為的除去の数量を推定する国内制度を設定していなければならない。
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　( b )  2 0 項(a ) に基づき報告書を提出する時点まで及びそれ以降に、第７条４項及びそれに

基づき決定される指針に含まれる必要条件に従って、割当量のすべての変化を説明し追跡

するためのコンピューター化された国内登録簿を備えていなければならない 9 。

　( c )  20 項( a ) に基づき報告書を提出する時点まで及びそれ以降に、第７条４項及びそれに

基づき決定される指針に含まれる必要条件に従って、その最初の割当量を設定していなけ

ればならない。

　(d )  20 項(a ) で説明する報告書とともに、〔モントリオール議定書によって規制されてい

るものを除く温室効果ガスの発生源による人為的排出及び [ 吸収源による]  強化された人

為的 [ 除去] 〕について 1 0 最新年次の年間目録を、第５条２項と第７条１項及びそれに基づ

き決定される指針（第一回の提出期限に関する条件を除く）に含まれる必要条件に従って、

提出していなければならない。

　( e )  その後も 2 0 項( a ) で説明する報告書に続いて、第７条１項及びそれに基づき決定さ

れる指針に含まれる必要条件による各年次の割当量に関する年次報告書〔と割当量に関す

る年次情報〕及び年間目録を、第５条２項と第７条１項及びそれに基づき決定される指針

に含まれる必要条件に従ってそれぞれ提出していなければならない〔1 0 〕。

　( f )  選択肢１：〔義務づけられた最新の定期的国別報告書を、決議第 4/CP.5 号で指定され

た或いはその後 [ C O P ] [ 及び／又は] [ C O P / M O P ]  の決議によって変更される指針に従って

提出していなければならない。〕

　　 選択肢２ ：〔義務づけられた最新の定期的国別報告書を提出しており、C O P / M O P が

採択する遵守制度を履行していなければならない。〕

20．締約国は下記により第６条に基づく E R U s を取得することができる。

　(a )  第 1 9 項 a ) ～d ) 、[ f ) ] 及び[g ) ]  [ 及び 2 2 項]  の必要条件を満たしていることを立証した

報告書を事務局へ提出してから [ X X ]  か月経過しており、これら必要条件の一又は複数を

満たしていないと遵守〔委員会〕が判定しない場合。

　(b )  締約国は、遵守委員会の執行部門が事務局に対して、当該締約国が 1 9 項 a ) ～d ) 、

 [f)] 及び[ g ) ]  [ 及び 2 2 項]  の必要条件について実施に関する問題で処分を受けていないと

通知すれば、もっと早い時期に第６条に基づく E R U s を取得することができる。

　( c )  〔かかる締約国は、それが 1 9 項 [a ) ～e) ]  [a) ～g ) ]  [ 及び 2 2 項]  の必要条件の一又は

複数を満たしていないと遵守 [ 委員会]  が判断しない限り或いは判断するまで、E R U s を

                                                
9 本項は、国内登録簿に関する指針が第 7 条４項に基づいて決定されると想定している。京都議定書の
別の条項によって指針が合意された場合は、これを訂正する必要がある。
10 本 項 は 、 国 内 登 録 簿 に 関 す る 指 針 が 第 7 条 ４ 項 に 基 づ い て 決 定 さ れ る と 想 定 し て い る 。 京 都 議 定 書 の
別 の 条 項 に よ っ て 指 針 が 合 意 さ れ た 場 合 は 、 こ れ を 訂 正 す る 必 要 が あ る 。
10 これは LULUCF に関する目録の作成と報告義務とは無関係である。
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取得することができる。遵守 [ 委員会]  から上記の必要条件の一又は複数を満たしていな

いと判断された締約国は、これら必要条件を満たしたと遵守 [ 委員会]  が判断した時のみ、

再び参加資格を持つものとする。〕

21．第６条４項に基づき、締約国による 1 9 項 a ) ～e ) 、[ f] ] 、[ g ]]  [ 及び 2 2 項]  の必要条件

の実施について第８条の専門家による検討チームが見いだした実施関連の問題を遵守 [ 委

員会]  が追跡する場合、遵守 [ 委員会]  が当該実施関連の問題を見いだしてからその問題が

解決するまでの間、当該締約国は E R U s の取得を続けることができるが、その実施関連の

問 題 が 解 決 さ れ る ま で 第 ３ 条 １ 項 に 基 づ く そ の 約 束 を 満 た す た め に こ れ ら 単 位 を 使 用 す

ることはできない。

22．〔E R U s を移転又は取得する附属書Ⅰの締約国は、C O P / M O P が採択するいかなる遵

守制度も履行しなければならない。〕

23．第６条３項に従って、E R U s の生成、移転又は取得に至る第６条の事業活動に、その

責任において法人の参加を認める締約国は、議定書に基づくその義務の履行に引き続き責

任を負い、かかる参加が本附属書と整合性を持つようにするものとする。

24．第６条に基づく一又は複数の事業に関与する締約国は、第６条 1 項( a ) に従って事業目

的について当該締約国の連絡先を明らかにした報告書を事務局へ提出するものとする。

25．当該締約国は、その連絡先或いは国内の指針と手続に大きな変化がないかどうか明確

にするのに適した報告書をその後も提出するものとする。

選択肢 B （26～34 項）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

26．第６条の事業への参加は自主的なものである。

選択肢１（27 項）：

27．附属書Ⅰに含まれる締約国は、下記の場合に第３条に基づく排出の抑制と削減に関す

る数量化された約束を履行する一助として〔補足性に関する規定を条件として、第３条に
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基づくその排出に関する約束を達成するための不足分に充当するために〕ERUs を使用す

ることができる。

(a) 当該締約国が議定書を批准している。

(b) 〔[排出目録と割当量の計算に関する] 条約第５条と第７条 [及び第 12 条] に基づく

その約束、第６条の事業について設定された規則と指針、及び議定書の関連諸規定に  [準

拠している] [対する不履行を立証されていない]  。〕

(c) 選択肢１：〔[COP/MOP によって採択される遵守制度に拘束されており、] 第６条の

事業への参加から、その手続とメカニズム [特に第２条１項及び３項、第３条２項及び 14

項、第６、11、12、17 条に関する諸規定] に従って、除外されていない。〕

　選択肢２：条約第４条３、５、８、９項の諸規定とそれに基づく C O P の決議、第２

条１項及び３項、第３条２項及び 1 4 項、並びに議定書第４、５、６、７、1 1 条とそれに

基づく C O P / M O P の決議を履行している。

(d) 〔決議第 D/CP.6 号に含まれる登録簿に関する諸規定 [を履行している] [に準拠して

いる]。〕

(e) 〔[附則 X に従って] 国内の[行動] [政策と措置] を通じて十分な排出削減を達成して

いる。〕

(f) 条約第 1 2 条又は議定書第７条によって義務づけられるすべての情報及び補足的情報、

並びに第６条の事業を対象とする指針に関する本附属書附則 C によって義務づけられるす

べての情報を含めて、条約第 1 2 条及び議定書第７条によって締約国に義務づけられるす

べての国別報告書（これらの義務は C O P 又は C O P / M O P がそれぞれ適宜作成することが

できる）を提出しており、当該締約国が E R U s を取得しようとする年次の直前年次に関す

る国別報告書の提出が、それに適用される提出期限を厳密に遵守していた場合 1 1 。

28．決議第‐/CP.6 号に従って、附属書Ⅰに含まれる締約国による 2 7 項の遵守について問

題が提起された場合、

(a) 当該問題は決議第‐/CP .6 号に従って解決されるものとする。

　(b) 締約国は、不遵守問題の可能性が提起された後でも E R U s を取得することができる

が、問題が提起された後で取得したいかなる E R U s も、上記 2 7 項のいずれかの規定に対

する遵守の問題が最終的に解決されるまで、当該締約国は議定書第３条１項に基づくその

約束を満たすために使用することはできない。

　(c) 附属書Ⅰに含まれる締約国が第６条に基づき E R U s を取得した時点で、上記 2 7 項の

                                                
11 この( f ) 項は、C O P が 第 ６ 条 を 対 象 と す る こ れ ら 指 針 に 関 す る 決 議 を 採 択 す る と 同 時 に 、 附 属 書 Ⅰ の
締 約 国 に 対 し て 、 条 約 第 ４ 条 ３ 、 ５ 、 ８ 、 ９ 項 の 諸 規 定 と そ れ に 基 づ く C O P の決議、及び議定書第２条
１ 項 と ３ 項 、 第 ３ 条 ２ 項 と 1 4 項 、 第 ４ 、 ５ 、 ６ 、 ７ 、1 1 条の諸規定とそれに基づく C O P / M O P の決議
（ 議 定 書 の こ れ ら 条 項 に つ い て C O P がC O P / M O P に 勧 告 し た 決 議 を 含 む ） を 遵 守 し て い る こ と を 立 証
す る た め の 詳 細 な 情 報 を 国 別 報 告 書 に 含 め る よ う に 義 務 づ け る 適 切 な 決 議 も 採 択 す る こ と を 想 定 し た も
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いずれかの規定を遵守していないと判定された場合、この取得を理由とする議定書第３条

10 項に基づく当該締約国の割当量へのかかる E R U s の追加は、決議第‐/CP .6 号により不

遵守の最終判定が行われた時点でキャンセルされるものとし、それ以降当該締約国の割当

量の一部とは見なされないものとする。

選択肢２（29～33 項）：

29．第一約束期間の開始に先立って、第８条に基づき設置される専門家による検討チーム

は、第３条の諸規定に基づく移転と取得に関する下記の適格規準の、附属書Ⅰに含まれる

締約国による遵守状況を検討するものとする。

(a) 議定書の批准。

　(b) 選択肢１：〔COP/MOP によって採択された [遵守制度を履行しており、] 第６条の

事業への参加から、その手続とメカニズム [、特に第２条１項及び３項、第３条２項及び

14 項、第６、11、12、17 条に関する諸規定] に従って、除外されていない。〕

　　 選択肢２：当該締約国は、条約第４条３、５、８、９項の諸規定とそれに基づく C O P

の決議、及び議定書第２条１項と３項、第３条２項と 1 4 項、第４、５、６、７、1 1 条の

諸規定とそれに基づく C O P / M O P の決議を履行している。

　(c) 決議第‐/CP.6 号で設定される指針に従って、発生源による人為的排出と吸収源によ

る除去を推定するための国内制度の実施。

　(d) 決議第 D/CP.6 号で設定される指針に従って、第３条 10、11、12 項の諸規定に基づ

き移転又は取得される割当量の一部、認証排出削減量、排出削減単位を追跡する国内登録

制度の設定。

　(e) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する基準年温室効果ガス排

出目録と温室効果ガス目録報告書の完全性と正確性。

　(f) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する入手可能な最新の年間

温室効果ガス排出目録と温室効果ガス目録報告書の期限までの提出、完全性及び正確性。

　(g) 選択肢１：〔決議第 4/CP.5 号で指定された、又はその後の [COP] [及び／又は ]

[COP/MOP] の決議によって改訂される指針に従って義務づけられる最新の定期的国別報

告書の提出。〕

　　 選択肢２ ：締約国は、条約第 1 2 条又は議定書第７条によって義務づけられるすべて

の情報及び補足的情報、並びに第６条の事業を対象とする指針に関する本附属書附則 C に

よって義務づけられるすべての情報を含めて、条約第 1 2 条及び議定書第７条によって締

約国に義務づけられるすべての国別報告書 （これらの義務は C O P 又は C O P / M O P がそれ

ぞれ適宜作成することができる）を提出しており、当該締約国が E R U s を取得しようとす

                                                                                                                                                    
の で あ る 。
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る年次の直前年次に関する国別報告書の提出が、それに適用される提出期限を厳密に遵守

している 1 2 。

30．第一約束期間の開始後、遵守機関は〔決議…で設定される手続規則に従い、また〕専

門家による検討チーム〔又はいずれかの締約国が決議…で設定される手続に従って〕提出

する情報に基づいて、締約国による下記の適格規準の継続的な遵守状況を検討し、それに

関する決議を行うものとする。

　(a) COP/MOP が定める期日までに年間温室効果ガス目録と温室効果ガス目録報告書の

提出。

　(b) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する年間温室効果ガス目

録と温室効果ガス目録報告書の完全性と正確性。

　(c) 決議第 D/CP.6 号に含まれる指針に従って国内登録制度の維持。

　(d) 選択肢１：〔決議第 4/CP.5 号で指定された、又はその後の [COP] [及び／又は]

[COP/MOP] の決議によって改訂される指針に従って定期的国別報告書の提出。〕

　　　選択肢２ ：条約第 1 2 条又は議定書第７条によって義務づけられるすべての情報及

び補足的情報、並びに第６条の事業を対象とする指針に関する本附属書附則 C によって義

務づけられるすべての情報を含めて、条約第 1 2 条及び議定書第７条によって締約国に義

務づけられるすべての国別報告書 （これらの義務は C O P 又は C O P / M O P がそれぞれ適宜

作成することができる）を提出しており、当該締約国が E R U s を取得しようとする年次の

直前年次に関する国別報告書の提出が、それに適用される提出期限を厳密に遵守している

こと。

　(e) 条約第４条３、５、８、９項の諸規定とそれに基づく C O P の決議、及び議定書第２

条１項と３項、第３条２項と 1 4 項、第４、５、６、７、1 1 条の諸規定とそれに基づく

C O P / M O P の決議の遵守。

31．〔第４条に基づき事業を運営している締約国は、同じ第４条の取決めに基づき運営し

ている他の締約国又は当該締約国が所属しそれ自体が議定書の締約国となっている地域的

な経済統合のための機関が、第５条及び第７条に基づくその義務を履行していない場合、

第６条の事業から発生する ERUs を [取得]  [移転]  [使用]  し、また [第３条によるその約

束を履行する一助として]  それらを使用することが [できる] [できない]。〕

32．附属書Ⅰに含まれる締約国の居住者である法人は、当該締約国の承認を得て第６条の

事業活動に参加することができ〔る。〕〔、それは下記の場合とする。

                                                
12 脚注 11 を参照のこと。
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　(a) 当該締約国が、〔第３条に基づく排出の抑制と削減に関する数量化された約束を履

行する一助として ERUs を使用することができる〕〔第６条の事業活動への参加から除外

されていない〕。

　(b) 〔当該法人が、第６条について設定された規則と指針を履行している。〕

　(c) 〔当該法人が、 [理事会] [その国の政府]  による指導を履行している。〕〕

33．締約国は、当該締約国及びその居住者である或いはその管轄区域で操業する法人によ

る第６条の事業活動への参加について、ここに設定する指針と整合した国内指針を立案す

ることができる。締約国はその国内指針を〔公表〕〔誰でも入手できるように〕するもの

とする。

34．第６条の事業へ参加する締約国は、

　(a) 〔第６条の事業を承認する国内当局を指定するものとする〕〔事業提案を提出するた

めの連絡先を指定するものとする〕。

　(b) 〔事業の  [構想文書] [提案] の検討と承認に関する手続を含めた法律的及び制度的枠

組みを立案し発表する〕〔事業の提案、承認手続、登録、監視、検証及び E R U s の発行を

含めた事業サイクルに関する国内指針を立案〕するものとする。〕

　(c)〔事業の  [構想文書] [提案] に基づいて、第６条の各事業活動を承認する〕〔第６条に

基づく事業を実施している法人に対して附則 B に基づく事業に関する情報の提出を義務づ

ける。提出された情報を検証し、当該事業が議定書第６条 1 項( b ) に従って他の場合でも起

こるであろうものに追加するものであるかどうか判断するものとする。第６条に基づく事

業の提案を事業ごとに検討するものとする。〕

　(d) 〔指定された国内当局から事業の参加者へ、各事業の〔構想文書〕〔提案〕が承認さ

れたことを立証する正式承認文書を交付する。〕

　(e) ベースラインの設定に必要なデータへのアクセス及び／又はその作成について適宜

事業の参加者と協力する。

　(f) 第６条の活動への参加を承認した締約国〔の居住者である〕〔の〕法人に関する最新

のリストを維持する。このリストは当事務局と公衆に対して公表されるものとする。

　(g) 第６条の活動への参加を承認する締約国〔の居住者である〕〔の〕法人に、適用され

る規則と手続を履行させるものとする。

　(h) 附則 C に従って報告を行う。事務局に対して、事業の名称、参加する締約国、参加

す る 法 人 、 活 動 の 種 類 、 予 想 さ れ る 寿 命 期 間 、 排 出 削 減 予 想 量 、 排 出 削 減 量 の 配 分

（distr ibut ion ）案、並びにプロジェクトの追加性に関する情報を含めて、承認された事

業に関する情報を提供するものとする。事務局に対しては、事業の完成予定及び E R U s の

生成終了時期に関する情報も提供するものとする。
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　(i) 参加する締約国は事業の達成度の検証について支援する独立した組織を指定するこ

とができる。更に、参加締約国間の取決めには、事業が実施されない、寿命期間が予定よ

り短すぎる、排出削減量が予定より低すぎる又は高すぎる場合、或いは紛争の解決方法に

関する規定を含めることができる。

F ．事業の範囲

選択肢 A：

（注釈：本項は必要がない。）

選択肢 B（35～37 項）：

（注釈：この F 項は、G、H、I、K 項に対する一つの選択肢と見なすことができる。）

35．第６条に基づく事業は、議定書の附属書 A に記載された一又は複数のガスを対象とす

るものとする。

36．第６条に基づく事業は、議定書の附属書 A に記載された発生源による温室効果ガスの

人為的 排出削減 〔又は吸収源による除去の人為的強化〕において、他の場合にも発生する

であろうものに追加する削減又は除去をもたらすものでなければならない。吸収源による

人為的 除去の強化は、第３条３項に含まれる活動、及び第３条４項に基づくその他の追加

的活動を対象とする。

37．パイロットフェーズの共同実施活動に基づく事業は、それがこれら指針で設定される

基準に合致する場合、及び事業に関与する締約国がそれを第６条の事業活動と見なすこと

に同意した場合、第６条に基づく事業として遂行する適格性を持つものとする。

G ．適格性確認

選択肢 A ：

（注釈：本項は必要がない。）

選択肢 B （38～39 項）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

38．適格性確認は、ある認定された独立した組織が、ある事業を、その事業〔設計文書〕
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〔提案〕に基づいて第６条の事業の必要条件と対比して第三者的に評価するプロセスであ

る。

39．〔締約国は、事業提案の適格性確認について独自の手続と基準を立案することができ

る。〕

選択肢 C：（39～76 項）

40．適格性確認は、ある認定された独立した組織が、ある事業を、その事業〔設計文書〕

〔提案〕に基づいて第６条の事業の必要条件と対比して第三者的に評価するプロセスであ

る。

41．事業レベルでの気候変動軽減に関連する実質的、測定可能、かつ長期的な便益を確保

するために CDM 事業活動に求められるすべての厳格さと条件を、第６条の事業に適用し

なければならない。

42．事業設計文書は、附則 B に含まれる〔UNFCCC 第６条参照マニュアル〕による必要

条件を履行するものでなければならない。事業活動の適格性確認はそれを第６条の事業活

動として登録するための前提条件である。

43．事業の参加者は契約上の取決めに基づき、適格性確認のために事業設計文書を認定さ

れた独立した組織へ提出するものとする。事業設計文書には、〔主として提案される事業固

有の又は [標準化された]  [複数事業の] ベースラインとモニタリング計画を含めて、

[UNFCCC 第６条参照マニュアル] [附則 B で設定される必要条件]  に従って当該事業活動

を第６条の事業活動として適格性の確認をするのに必要な〕〔本決議で指定される事業の

登録に必要な〕すべての情報を含めるものとする。

44．認定された独立した組織は、事業設計文書の中で提出される特許権を持つ情報につい

て〔[UNFCCC 第６条参照マニュアル]  [ 附則 B ]  に含まれる諸規定に従って機密が保持さ

れる〕ようにするものとする。排出の追加性を判定するのに必要な情報は、守秘義務のあ

るものとは見なされないものとする。

45．事業の参加者が事業活動の適格性確認を受けるために選定する認定された独立した組

織は、下記の必要条件が満たされているか確認するために事業設計文書及び裏付け文書を

検討するものとする。

　(a) 事業設計文書が正式な承認文書の形で〔受入締約国〕〔関与する各締約国〕によって
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承認されている。

（注釈：この(a)項は後述の第 51 項と併せて読む必要がある。）

（訳注 ：5 1 項ではなく、5 0 項が正しい）

(b) 事業の参加者が第６条の事業活動に参加する適格性を持っている。

(c) 事業の種類が第６条に基づき適格性を持っている。

(d) 利害関係者による〔反対意見〕〔コメント〕を考慮に入れている。

  (e) ベースラインが、本文書〔及び [UNFCCC 第６条参照マニュアル] [ 附則 B ] 〕で指定

する方法及び手続に準拠している。

  (f) 当該事業は、それがなくても発生するであろうものに追加する発生源による人為的

排出削減〔又は吸収源による除去の人為的強化〕をもたらし、気候変動の軽減に関連する

実質的、測定可能、及び長期的な便益〔に貢献する〕〔をもたらす〕であろう。

  (g) 〔関連する〕事業達成度〔指標〕のモニタリング、検証及び報告に関する規定が適

切であり、本文書の諸規定〔及び [UNFCCC 第６条参照マニュアル] [ 附則 B ] 〕に準拠し

ている。

　(h) 第６条の事業に対する〔公的〕資金供与が、地球環境ファシリティ（GEF）〔[及び]

[又は] 附属書Ⅰに含まれる締約国のその他資金供与の約束〕、政府開発援助（ODA）〔[及

び] [又は] 他の協力体制からの資金供与〕の流用にはならない。

　(i) 事業活動が、〔本文書及び [UNFCCC 第６条参照マニュアル] [ 附則 B ]  に含まれる〕

第６条の事業に関する他の〔いかなる〕必要条件とも適合している。

46．認定された独立した組織は、〔公衆〕〔締約国及び認定された非政府組織〕〔受入締約

国の居住者〕に対して、環境的追加性に関する問題について XX 日以内にコメントする機

会を提供するものとする。

47．【認定された独立した組織は、文書化された事業構想が〔適格性確認のための必要条

件〕〔ベースライン設定方法、モニタリング方法、その他 [UNFCCC 第６条参照マニュア

ル]  [附則 B] に含まれる基準〕に適合すると判断した場合、当該事業を第６条の事業とし

て登録するように〔事業の参加者へ推奨する〕〔[理事会へ] 勧告する〕ものとする。】

48．〔認定された独立した組織が、事業設計文書には新しいベースライン設定方法又はモ

ニタリング方法が含まれていると判断し、かつ事業の参加者がこれらの方法の適格性が確

認されることを望んでいる場合、当該の独立した組織は [UNFCCC 第６条参照マニュア

ル] [ 附則 B ]  に含まれる必要条件に照らしてこれら新しい方法を評価し、該当する場合は

事業の参加者に対してこれら新しい方法を [UNFCCC 第６条参照マニュアル ] [ 附則 B ]  に

含めるように推奨するものとする。〕
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49．認定された独立した組織は、文書化された事業構想が適格性確認の必要条件を満たし

ていないと判断した場合、それを事業の参加者へ通知して不受理の理由を説明し、該当す

る場合は使用する方法の変更を推奨するものとする。適格性を確認されなかった事業は、

事業設計文書に適切な改訂が加えられれば、確認を再検討することができる。

50．事業の参加者は、第６条に対する適格性を確認された事業活動を自国政府へ提出して

承認を求めるものとする。参加する締約国の政府は、第６条について指定された国内の当

局からの承認文書を通じて、適格性を確認された事業を正式に受理するように指示するも

のとする。

（注釈：上述の 46 項(a)では、政府が適格性確認に先立って承認すると規定している。こ

の 51 項を維持する場合、適格性確認後の政府の承認も必要と言うことになる。）

（訳注 ：4 6 項( a ) は、4 5 項( a ) が正しい。また、5 1 項は、5 0 項が正しい）

（以下の各項では第６条の事業活動の種類を説明する。）

51．【第６条の事業は、

　(a) 地域及び立地国のニーズと優先課題を考慮に入れて、使用可能な最善の、長期的な、

環境的な選択肢に基づくものとする。

　(b) 条約及び議定書の他の規定で義務づけられているものに加えて、最新の、環境上安

全かつ適正な技術の移転をもたらすものとする。

　(c) 再生可能エネルギー、どこであれ効率上の最先端にあるエネルギー効率化技術、及

び運輸部門からの排出削減を優先するものとする。

(d) 原子力の利用を支援しないものとする。

  (e) 〔第３条３項及び４項に関する方法論上の作業の結果が出て、COP/MOP が CDM

の事業活動としての適格性について結論を出すまで〕、温室効果ガス吸収源による人為的又

はそれ以外の除去を強化する活動は含めないものとする。

　(f) 〔砂漠化防止のための炭素隔離を優先するものとする。〕

　(g) 〔当該事業の追加性、全体的な環境上の完全性、GHG 排出水準の推定方法、或いは

他の多国間環境取決めの対象となっている分野との関連でマイナスの影響を与える可能性

などに関する懸念のため、COP/MOP の決議で除外されている種類の事業活動は含めない

ものとする。〕】

52．【COP/MOP 第一回会合以前に開始された事業活動は、当該事業活動が〔[日付]以後に

開始され〕〔パイロットフェーズの共同実施活動として報告され〕ており、かつ本文書及び

[UNFCCC 第６条参照マニュアル] [ 附則 B ]  に含まれる第６条に関する基準と規定に合致
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している場合のみ、第６条の事業として確認及び登録される適格性を持つことができる。

事業活動が確認され登録された後、〔YYYY 年 MM 月 DD 日以降〕〔受入締約国が議定書を

批准した日付又は YYYY 年 MM 月 DD 日のいずれか遅い方から〕の発生源による人為的

排出の削減〔及び／又は吸収源による人為的除去の強化〕は、ERUs の〔遡及的〕認証及

び発行の適格性を持つ。】

53．〔第６条の事業の実施は AIJ パイロットフェーズが終了した後、COP/MOP の第１回

会合以前に、CDM 事業活動と同時に開始する必要がある。〕

54．〔第６条の事業活動は、事業をベースとして事業ごとに行われるものとし、気候変動

以外の理由で行われるもっと広義の事業に組み込むこともできる。同じ種類の複数の小規

模な事業活動は、適格性の確認、検証及び認証に関する必要条件について個々の事業の独

自性を失うことなく、一括して単一取引の対象とすることができる。〕

55．第６条の事業活動におけるベースラインは、当該事業活動について適格性確認がなさ

れたベースライン設定方法を使って計算された、当該事業活動がない場合に GHG の人為

的排出〔又は吸収源による人為的除去〕がどうなるかという将来のシナリオである。ベー

スラインは議定書の附属書 A に記載された発生源からの人為的排出と吸収源による人為的

除去を対象とし、議定書の附属書 A に記載されたすべての温室効果ガスを含めるものとす

る。

（以下の各項は追加性の判定に関するものである。）

56．第６条の事業は、下記が達成された場合に追加性を認められる。

　(a) 排出の追加性：適格性を確認された事業がない場合に発生するであろうものにくら

べて、人為的発生源からの排出量が下回り、或いは吸収源による人為的除去量が上回る場

合。ここで、適格性を確認されたベースラインとは、当該事業活動がないとした場合の人

為的 GHG 排出量〔又は吸収源による人為的除去量〕と定義される。

　(b) 〔資金的追加性：事業活動への資金供与が、GEF、附属書Ⅰに含まれる締約国によ

る他の資金的約束、ODA、及びその他の協力体制からの資金を流用する結果となってはな

らない。〕

　(c) 〔投資の追加性：ERU の価値は、事業活動の資金的及び／又は商業的な実行可能性

が大幅に改善する水準でなければならない。〕

　(d) 〔技術的追加性：事業活動に使われる技術は [受入締約国の状況に照らして入手可

能な] [国際的に実行可能な] 最善のものとする。〕
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57．第６条の事業の追加性を判定する最終的な責任は〔理事会〕が持つものとする。〔理

事会〕は独立した組織の決定を見直し或いは検査して、第６条がなくても事業が実施され

たであろうと判断する程度に応じて却下する権限を持つものとする。

（以下の各項は、気候変動軽減に関連する実質的で、測定可能な、長期的便益の基準に対

処する。）

58．〔ベースラインが下記を適切に考慮に入れていれば、発生源からの人為的排出の削減

又は吸収源による人為的除去の強化は実質的なものと見なされる〕〔ベースラインは下記

を適切に考慮に入れる必要がある〕。即ち、

　(a) 適格性を確認された事業の境界：事業が実施されて発生源からの人為的排出〔又は

吸収源による人為的除去〕が発生する空間的領域と定義される。

　(b) 適格性を確認された事業活動による漏出：当該事業の境界の外部における人為的排

出量の増大〔又は吸収源による人為的除去の減少〕と定義される。適格性を確認された事

業の境界の外部における当該事業活動による人為的排出の削減〔又は吸収源による人為的

除去の増大〕は、当該事業に対してクレジットできない。漏出は国内レベル又は国内地域

レベルでのみ考慮に入れるものとする。

　(c) 〔当該年次における実際の活動水準の変動。〕

59．〔隔離事業に関する規定を除いて〕、ある年次における第６条の事業活動による排出削

減量は、ベースライン排出量から当該年次における第６条の事業活動による実際の排出量

と漏出量を差し引いたもの、〔又は吸収源による実際の人為的除去量から吸収源によるベ

ースラインの人 為 的除去量と漏出量 [及び／又は炭素貯蔵量] を差し引いたもの〕で事後

的に計算される。

60．排出削減は下記の場合に測定可能である。

　(a) 事業活動が実施された後の実際の発生源による人為的 GHG 排出量〔又は吸収源に

よる実際の人為的除去量〕を、本文書及び [UNFCCC 第６条参照マニュアル] [ 附則 B ] の

諸規定に従って測定し監視することができる。

　(b) 発生源による人為的 GHG 排出の〔又は吸収源による人為的除去の強化〕のベース

ラインが、登録された方法を使って計算されている。

61．〔気候変動軽減に関する事業の便益は、第６条の各種事業の寿命を勘案し、条約第２

条を念頭に置いて、排出削減が適切な期間にわたって持続すれば、長期的と見なすものと

する。〕
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（下記の項は第６条の事業活動のクレジット期間に関するものである。）

62．事業のクレジット期間とは、(a) 事業活動の運営寿命、(b)（ｘ）年、(c) 事業への参

加者が提案する期間のうち最も短いものと定義される、適格性を確認されたベースライン

の有効期間を意味する。事業のクレジット期間は確認されたベースラインの改訂によって

延長することができる。〔クレジット期間終了時に改訂の対象となるベースラインの判定

の諸要素は、当初から明確にしておく必要がある。〕

（以下の各項はベースラインの設定と改訂の方法に関するものである。）

63．〔ベースラインの設定では、信頼性、透明性、完全性の原則を指針とする。〕

64．ベースラインは本文書〔及び [UNFCCC 第６条参照マニュアル] 〕の諸規定に従って

設定されるものとする。第６条の事業活動で対象となるベースラインの種類には下記が含

まれる。（訳注：「U N F C C C 第６条参照マニュアル」の後に [ 附則 B ]  が入るのではない

か？）

　(a) 事業固有のベースライン：当該事業がない場合に起こるであろうものを表す個々の

基準ケースにおける発生源による人為的排出量〔及び／又は吸収源による人為的除去量〕

を設定する〔当該事業に固有の〕ベースライン。但し、このベースラインを計算する方法

は、適切であれば他の事業へも適用することができる。

　(b) 〔複数事業の〕〔標準化された〕ベースライン：これは特定の地理的地域で特定の種

類の事業を対象とし、〔UNFCCC 第６条参照マニュアル〕〔附則 B 〕に含まれ〔理事会〕

が承認する達成度基準を使用する。

65．事業活動の適格性確認と類似事業の反復を容易にするために、事業の参加者は事業設

計文書の中で事業のベースラインと追加性を判定するための取組、想定、方法、パラメー

ター、データ源及び主要な要素の選択について透明度の高い方法で説明するものとする。

66．既存の発生源によって人為的排出を削減する事業のベースラインは、その発生源の傾

向を考慮に入れて、下記のうち最も低いものとする。

(a) 事業を開始する以前に存在した実際の排出量、

(b) 当該事業活動にとって最小費用の技術、

(c) 受入国又は該当する地域における現在の産業慣行、

(d) 〔附属書〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕の締約国に存在する発生源の平均値。〕

67．新規の発生源によって人為的排出を削減する事業のベースラインは、その発生源の傾

向を考慮に入れて、下記のうち最も低いものとする。
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(a) この新規発生源にとって最小費用の技術、

(b) この新規発生源について受入国又は該当する地域における現在の産業慣行、

(c) 附属書〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕の締約国における新規発生源の平均値。

68．発生源による人為的排出を削減する〔及び／又は吸収源による人為的除去を強化する〕

ための土地利用、土地利用の変更、及び林業の事業における事業設計とベースラインの計

算では、下記に対処する必要がある。

(a) 事業の継続期間、

(b) ベースラインの種類（即ち、事業ごとか複数事業ベースか）、

(c) 永続性と漏出の問題、

(d) 環境的追加性。

69．土地利用、土地利用の変更及び林業の事業における事業設計とベースライン設定に対

処する方法と取組は、〔理事会〕によって承認されるものとする。

70．〔 [標準化された ]  [複数事業の]  ベースラインは下記に従って設定されなければなら

ない。

　選択肢１：附属書〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕の締約国における、当該種類の事業の平均値。

（訳注 ：原文“the  average  o f  Annex  [ Ⅰ] [ Ⅱ]  emissions for  such types ”を 6 6 ( d ) ／6 7(c)

に合わせて、“The average for  such pro ject  types  in  Annex [ Ⅰ] [ Ⅱ]  Part ies ”とすべき）。

　選択肢２：適宜既存の又は新規の発生源に対する妥当な、平均を上回る現在の産業慣行

〔及び傾向〕。

　選択肢３： [同等な、適格性を確認された事業固有のベースラインより[ｘ]％下の水準]。〕

71．〔 [理事会] は、所定の規模を下回る事業活動で、推定排出削減量が年間 AAA トン又

はクレジット期間中に BBB トンを下回るものについては、 [標準化された]  [複数事業の]

ベースラインの設定を優先するものとする。〕

72．〔推定排出削減量が年間 CCC トン又はクレジット期間中に DDD トンを越えるいかな

る事業活動も、事業固有のベースラインを使用するものとする。〕

73．〔事業活動のベースラインの設定では、主として産業部門ごとの改革活動、現地での

燃料の入手性、電力部門の拡張計画、当該事業分野の経済情勢など関連する国内政策や国

内状況を考慮に入れるものとする。〕
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74．ベースラインは、事業が国内の〔条約の最終目標の達成に貢献しない政策〕〔他の場

合よりモントリオール議定書によって規制されているものを除く温室効果ガスの人為的排

出水準を大きくする活動を奨励する政策及び慣行〕から恩恵を受けないようにしなければ

ならない。

（注釈：締約国では、ベースラインの判定に既存の国内法制及び規則を反映させるべきか、

またどのように反映させるかについて検討願いたい。）

75．選択肢１：〔適格性が確認されたベースライン設定方法は、排出削減を検証する認定

された独立した組織が勧告した場合を除いて、クレジット期間中に改訂の対象としてはな

らない。〕

　　選択肢２：ベースラインは、一旦登録されれば事業のクレジット期間中有効とする。

事業の運転寿命がクレジット期間を越える場合は、各クレジット期間の終了時に事業の参

加者の要請により新しいベースラインの適格性を確認するものとする。

76．〔[理事会] は、[UNFCCC 第６条参照マニュアル]  [附則 B ] に含まれる事業固有の又

は [標準化された]  [複数事業の] ベースライン設定方法を、いつの時点でも改訂すること

ができる。この改訂は改訂の時点以後に適格性を確認されるベースラインだけに関するも

のであり、従ってクレジット期間中、既存の登録された事業活動に影響を与えるものでは

ない。〕

H ．登録

（注釈：一部の締約国は、登録の職務と適格性確認の職務を合体させるように提案してい

る。）

選択肢 A ：

（注釈：本項は必要がない。）

選択肢 B （77～78 項）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

77．登録は、〔理事会〕〔締約国〕が〔適格性の確認された〕事業提案を第６条の事業とし

て正式に〔承認する〕〔認知する〕ことである。
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78．選択肢１：〔締約国は事業の登録について独自の手続と基準を立案できる。〕

　　選択肢２：参加する締約国は、進行中の第６条の事業並びに完了済み事業の登録簿を、

当該事業が完了した次の約束期間の終了まで維持するものとする。

選択肢 A（79～80 項）：（訳注：選択肢 C では？）

79．登録は、〔理事会〕が適格性の確認された事業提案を第６条の事業として正式に〔承

認する〕〔認知する〕ことである。

80．事業の登録は、当該事業に関する検証、認証、及び ERUs の発行の前提条件である。

選択肢 B（81～82 項）：（訳注：選択肢 D では？）

81．〔事業の参加者は〔理事会〕に対して、適格性の確認された事業設計文書及び認定さ

れた独立した組織の推薦状を含めて、登録のための申請書を提出するものとする。〕

82．〔[理事会] は、（訳注： 以 下 の ロ ー マ 数 字 に よ る 項 目 構 成 は 、F C C C / S B / 2 0 0 0 /４のも

のの方が適切と思われるが、一応今回の案文通り配列する。）

　(a) 事業の参加者による要請に基づき、登録の申請書を公表し、当該事業に一意の識別

番号を付して、第６条の事業として適格性の確認された事業を登録するものとする。但し、

下記の規定に従って反対意見が提起された場合を除く。

　　　(ⅰ) 反対意見は、〔理事会〕が登録申請書と確認された事業設計文書を公表してか

ら YY 日以内に提出することができる。

　　　(ⅱ) 〔理事会〕は反対意見提出期限から ZZ 日以内に当該事業の登録について結論

を出すものとする。

　　　(ⅲ) 〔理事会〕は事業の参加者に対してその決定を通知し、登録申請を却下する場

合はその理由も通知するものとする。

　　　(ⅳ) 反対意見は締約国〔、UNFCCC によって認定されたオブザーバー〕〔及び法人〕

だけが提出できる。

　　　(ⅴ) （注釈：これは事業設計文書及び確認手続の中で検討されている利害関係者の

反対意見に追加するものである。）

　　　(ⅵ) 事業の参加者が認定された独立した組織の推薦状をつけて、新しいベースライ

ン設定又はモニタリング方法を提出する場合は、

(ⅶ) 申請書を認定された独立した組織の推薦状とともに公表し、YY 日間の公衆に

よるコメントを認めるものとする。

　　　(ⅷ) 受け取った情報及び適切と判断する第三者の調査に基づいて、公衆によるコメ

ントの締切日から XX 日以内に、提案された新しい方法を承認、変更して承認、
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又は却下するものとする。

　　　(ⅸ) 事業の参加者に対してその決定を通知し、登録申請を却下又は変更する場合は

その理由も通知するものとする。

　　　(ⅹ) 当該事業活動を登録し、決議第 D/CP.6 号で規定する事業識別番号を付与する

ものとする。

　(b) [その決議を反映させて UNFCCC 第６条参照マニュアルを改訂するものとする。]〕

選択肢 B（83～84 項）：（訳注：選択肢 E では？）

83．独立した組織は〔理事会〕に対して第６条の事業に関する登録の決定通知書を、事業

設計文書及び受け取ったコメントとともに提出し、また公表可能にするものとする。

84．この登録の決定は、事業に関与している一つの締約国又は〔理事会〕〔の〕〔を構成す

る〕少なくとも〔ｘか国の〕〔締約国〕が理事会による登録決定の見直しを要求しない限り、

申請書を受け取ってから〔60〕日後に最終決定と見なすものとする。見直しの要求は下記

の規定に従って行われるものとする。

　(a) 見直しの要求は、ベースライン設定方法又は複数事業のベースラインを当該事業に

適用すること、モニタリング計画に関連する問題、或いは環境的追加性に関するその他の

問題に限定するものとする。

　(b) 本項に基づく見直しの要求を受け取り次第、〔理事会〕は本項に従って見直しを行い、

提案された登録を承認すべきか否かを決定するものとする。

　(c) 〔理事会〕はこの見直しを迅速に、いずれにしても見直しの要求を受け取った後〔二

回目〕の会合までに、完了するものとする。

　(d) 〔理事会〕は事業の参加者に対してその決定を通知し、この決定とその理由を公表

できるようにするものとする。

85．〔承認されなかった事業活動は、事業設計文書に適切な改訂を加えた後、適格性確認

とその後の登録のために再検討することができる。〕

Ⅰ．モニタリング

選択肢 A ：

（注釈：本項は必要がない。）

選択肢 B （86 項）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて
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いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

86．〔締約国はモニタリングについて独自の手続と基準を立案することができる。事業の

参加者は、事業サイクルに関する国内の指針に従って事業活動のモニタリングについて合

意するものとする。〕

選択肢 C（87～92 項）：

87．事業の参加者は、事業〔設計文書〕〔提案〕に含まれる承認されたモニタリング計画

を実施するものとする。事業の参加者は、収集されたすべてのデータを、〔該当する場合は〕

検証を目的として、〔関与する締約国〕〔独立した組織〕へ報告するものとする。当該事業

の実施と達成度に関連する監視と測定は、発生源による人為的排出削減及び／又は吸収源

による人為的除去の強化を測定し計算するために十分なものでなければならない。モニタ

リングの方法は標準化するものとする。

88．事業の参加者が承認されたモニタリング計画を実施するに当たり、第三者がこれを支

援することができる。この第三者は事業参加者の責任において作業を行い、〔事業の適格性

確認、検証又は認証に関与する独立した組織とは別の組織とする〕。

89．モニタリングには下記が含まれる。

(a) 第６条の事業に関連する温室効果ガスの発生源による人為的排出〔及び／又は吸収

源による人為的除去〕。

　(b) ベースラインの発生源による人為的排出量〔及び／又は吸収源による人為的除去量〕

の決定に関するパラメーター。〔これには〔国内又は国内地域レベルにおける〕漏出効果を

捕捉するための事業活動境界の外部におけるモニタリング・パラメーターを含めることが

できる。〕

　(c) 〔その他第６条の事業に関連する影響（環境的、経済的、社会的、文化的な影響）。〕

90．モニタリング計画の改訂は、事業の参加者による正当化が義務づけられ、〔[理事会]  に

よる何らかの指導を条件として〕、〔関与する締約国〕〔独立した組織〕によって確認される

ものとする。モニタリング方法の変更に関する提案は、〔[理事会]  による指導を条件とし

て〕、独立した組織によって承認されるものとする。

（以下の各項はモニタリング方法の質的基準に関するものである。）

91．第６条の事業活動に関するモニタリングは正確な、整合した、比較可能な、完全な、
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透明性の高い、的確なもので、グッドプラクティスに基づくものとする。これに関連して、

　正確性とは、達成度指標の正しい数値を監視し又は決定できる精密さの相対的尺度であ

る。推定値と監視される達成度指標は、判断の可能な範囲内で常に真の数値を上回ったり

下回ったりせず、また不確実性が可能な限り回避されているという意味で、正確なもので

なければならない。

　整合性とは、モニタリング計画がそのすべての要素及びその達成度指標の点で長期間に

わたって内部的に整合していることを意味する。モニタリングは、長期間にわたって同じ

達成度指標が使われ、これら指標の監視に同じ前提条件と同じ方法が適用される場合に整

合していると言える。整合性を理由として、正確度及び／又は完全性を向上させるように

モニタリング方法を変更することを怠ってはならない。

　比較可能性とは、発生源による人為的排出量〔及び吸収源による人為的除去量〕の推定

値がベースラインと事業活動の間及び各事業の間で比較できることを意味する。〔この目

的のために、事業の参加者は [UNFCCC 第６条参照マニュアル] [附則 B ] に記載されてい

る方法とフォーマットを使用する必要がある。〕

　完全性とは、事業のベースラインと実際の発生源による人為的排出量〔及び／又は吸収

源による人為的除去量〕に関するモニタリングが、議定書の附属書 A に記載されているす

べての GHG、部門、発生源分類をカバーしていることを意味する。また、完全性は事業

境界の内外におけるすべての達成度指標を対象とすることも意味する。〔更にモニタリン

グ作業は、当該活動の持続可能な開発に対する貢献度を評価する適正な基準とならなけれ

ばならない。〕

　透明性とは、整合した反復可能なモニタリング活動並びに報告された情報の評価を容易

にするために、前提条件、算定式、方法、データ源が明確に説明され文書化されているこ

とを意味する。達成された結果について信頼性の高い検証とその後の認証を行い、また

ERUs を発行するためには、モニタリング・データとその方法の透明性が不可欠である。

　的確性とは、達成度指標が達成された結果の実際の尺度となることを意味する。従って、

モニタリングは、事業活動の達成度に関する測定可能な実際の構図を描き出す指標に基づ

くものとする。

グッドプラクティスとは、最も費用効果の高い実用化されたモニタリング方法と少なくと

も同等の達成度を意味する。これらモニタリング方法は〔UNFCCC 第６条参照マニュア

ル〕〔附則 B 〕に記載され、技術と〔ベストプラクティス〕の変化を考慮に入れて〔C O P / M O P

によって〕〔継続的に〕〔定期的に〕更新されるものとする。

92．承認されたモニタリング計画の実施、及び該当する場合にその確認された改訂は、〔検

証、認証及び ERUs の発行〕〔第６条の事業活動に起因する ERUs へのシリアル番号の付

与〕の条件となるものとする。
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J ．検証

選択肢 A （9 3 ～1 2 8 項）：

93．第６条の一又は複数の事業に関与する締約国は、第６条 1 項( a ) に基づき事業の承認に

ついて当該締約国の 中心的な連 絡 先 を 明 確 に し た 報 告 書 を 事 務 局 に 対 し て 提 出 し な け れ

ばならない。〕

94．第６条の事業を受け入れる締約国は、事業の承認の取得、発生源による人為的排出量

の削減 [ 又は吸収源による人為的除去の強化]  の監視及び検証、利害関係者によるコメン

ト、及び E R U s の移転 [ 又は取得]  に関する国内の指針と手続を含む報告書を事務局に対

して提出しなければならない。[ また、かかる 締約国は附則 C に基づく情報を定期的に提

出しなければならない。] 〕

95．〔締約国は、その中心的な連絡先又は国内の指針と手続における相当な変動を明確に

するのに適した報告書を、その後も事務局へ提出しなければならない。〕

96 ．法人の [ 第６条の事業への ]  参加をその責任において [ 認可する]  [ 認可できる]  [ 附属

書Ⅰに含まれる]  締約国は、第６条 [ ３項]  に基づき排出削減単位の生成、移転又は取得に

至る過程で、[ 引き続き議定書に基づくその義務の履行に責任を負い、かかる参加が本附属

書と整合性を持つようにするものとする]  。〕

97．〔受入〕締約国は、〔発生源による人為的排出の削減 [ 又は吸収源による人為的除去の

強化]  に関連する〕E R U s について、それが第６条 1 項( b ) の規定に従い、? ? 項で規定され

た手続の一つを通じて〔他の場合に発生するであろうものに〕追加されるものとして検証

〔されている場合〕〔される場合〕に移転することができる。

（訳注 ：「? ? 項」は原文が途中で切れているため）

98．〔事業で移転される各 E R U に関する情報は、附則 C で規定される統一報告書式に基

づいて、受入締約国が事務局を通じて公開できるようにするものとする。〕

99．第６条の事業における発生源による人為的排出の削減〔又は吸収源による人為的除去

の強化〕は、下記のいずれかによって検証されるものとする。

　(a) 1 0 0 項により検証の時点で受入締約国に適格性がない場合は、関与する締約国による。

　(b) 1 0 6 ～114 項で規定する検証手続による。
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100．第６条の事業を受け入れる締約国は、〔当該締約国が 1 9 項の a 〕～d 〕  [ 及び f ] と

22 項]  にある [ 必要条件]  [ 条件]  を満たしていることを立証する文書を事務局へ提出して

おり、かつ下記の条件を満たしている場合に、9 7 項及び 9 9 項( a ) に従って E R U s を移転す

ることができる。〕即ち、

（訳注 ：原文はカッコの位置取りに混乱あり）

　(a) 1 9 項の a ) ～d )  [ 及び f ] と 2 2 項]  にある必要条件を満たしていることを立証する文書

を事務局へ提出してから 〔X X 〕ヶ月 1 3 が経過し、かつ遵守〔委員会〕が一又は 複 数 の 必

要条件を満たしていないという判定をしなかった場合、又は

　(b)必要条件について当該締約国が実施上の問題で処分 1 4 を受けていないことを、遵守

〔委員会〕〔執行部門〕が事務局へ事前に通知している場合。

101．かかる締約国は、実施〔委員会〕が 1 9 項の a ) ～d )  [ 及び f ) と 2 2 項]  にある一又は複

数の〔必要条件〕〔条件〕を満たしていないと判定しない限り或いは判定するまで、〔引き

続き資格を持つ〕〔[ 9 7 項]  [ 上記( a ) 項]  に従って E R U s を移転できる〕。遵守〔委員会〕か

らこれら一又は複数の〔 必 要 条件〕〔条件〕を満たしていないと判定された締約国は、遵

守〔委員会〕が 〔当該締約国はそれら条件を満たしており、従ってその資格を復活させる

と判定する〕〔それら必要条件を満たしたと判断した〕場合のみ、再び資格を持てるもの

とする。

選択肢１（1 0 2 ～1 1 6 項）：

102．検証が 9 9 項( a ) の規定によって行われた場合、E R U s の取得に対しては第 1 7 条に基

づいて取得される割当量の一部に対する責任に関する規定が、必要な変更を加えて適用さ

れるものとする 1 5 。

103．第 1 7 条に基づく法人の参加について附則…で規定される国内制度は、第６条の事業

にも適用されるものとする。

104．9 9 項( a ) に従って事業を受け入れる締約国は、事業の承認取得に関する国内の指針と

手続を含む報告書を事務局へ提出するものとする。

1 0 5 ．9 9 項( b ) に従って事業を受け入れる締約国は、事業の承認取得、発生源による人為的

排出の削減〔又は吸収源による人為的除去の強化〕のモニタリング及び検証、利害関係者

                                                
13 第 8 条の専門家レビューチームと遵守〔…〕がこれら問題に関する規則を妥当に定めるのに十分な期
間。
14 これは助長的な手続ではなく執行手続であることを明確にする必要があろう。
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によるコメント、及び E R U s の移転に関する国内の指針と手続を含む報告書を事務局へ提

出するものとする。

106．検証は、第６条の事業の必要条件について認定された独立した組織が当該事業活動

を評価する二段階の手続であり、下記に基づいている。

(a) 1 0 7 ～1 1 2 項で規定される事業設計文書、及び

  (b) 1 1 3 ～115 項で規定される、達成された発生源による人為的排出の削減 〔又は吸収源

による人為的除去の強化〕に関する文書。

1 0 7 ．事業の参加者は認定された独立した組織に対して、附則 C に従って検証を受けるた

めに事業設計文書を提出するものとする。

1 0 8 ．事業設計文書には、当該事業が関与する締約国によって承認されているかどうか、

附則 B で規定するベースラインとモニタリングの基準に従って適切なベースラインと適切

な モ ニ タ リ ン グ 計 画 が あ る か ど う か を 判 断 す る た め に 必 要 な す べ て の 情 報 を 含 め る も の

とする。

109．独立した組織は、1 1 6 項に規定する守秘義務の規定を条件として、事務局を通じて

事業設計文書を公表できるようにするものとする。

110 ．独立した組織は、事業設計文書を公表してから 〔6 0 〕日の間、事業設計文書に関す

る締約国と利害関係者からのコメントと裏付け情報を受け取るものとする。

111 ．独立した組織はその判断を、事務局を通じて公表できるようにするものとする。こ

れには判断の理由の説明、利害関係者のコメントの要約及びそれらをしかるべく考慮に入

れた程度に関する評価を含めるものとする。

112 ．事業設計文書の検証は、その判断が公表されてから〔3 0 〕日後に、事業 〔 を 受 け 入

れている〕〔に関与している〕締約国又は〔x ヶ国の〕他の締約国が〔適切な機関〕による

見直しを要求しない限り、最終的なものと見なされるものとする。この見直しが要求され

た場合、〔適切な機関〕は可及的速やかに、かつ……以内に、この判断を見直すものとす

る。〔適切な機関〕はその決定を公表できるようにするものとし、その決定が最終 的 判 断

となる。

                                                                                                                                                    
15 第 17 条の責任規定でどの選択肢が採用されるかによる。



- 34 -

113．受入締約国は、附則 C で規定される統一報告書式に基づいて、報告される発生源に

よる人為的排出の削減〔又は吸収源による人為的除去の強化〕が適切なベースラインとモ

ニ タ リ ン グ 計 画 に 従 っ て 監 視 さ れ 計 算 さ れ た も の か ど う か に 関 す る 情 報 を 含 む 文 書 を 独

立した組織へ提出するものとする。

114 ．独立した組織は、

　(a )  108 項で定義され／規定された提出文書に含まれる事業データと情報に基づいて、排

出量の削減を検討し判定するものとする。

　(b )  実際の事業活動とその操業が〔最終的な〕事業設計文書に準 拠 し て い る か ど う か 疑

念があれば、それを明らかにするものとする。独立した組織はかかる疑念を事業の参加者

へ伝達するものとする。事業の参加者はこの疑念に対処して、追加の情報を提供すること

ができる。及び、

　( c )  事業の参加者と関与する締約国に対して、その判断を含めた検証報告書を提供する

ものとする。

115 ．独立した組織は、判断とその理由の説明を含めた検証報告書を、事務局を通じて公

表できるようにするものとする。

（訳注 ：網掛けのない部分は原文にないが補っている）

116．独立した組織はその報告書を作成する際に、事務局を通じてその報告書と事業設計

文書を公表できるようにするものとする。国内法で義務づけられている場合を除いて、独

立した組織は情報提供者の書面による同意なしに、他の場合であれば公表できない、特許

或いは極秘と記された事業関連の情報を開示してはならない。排出データ或いは削減〔又

は除去〕が追加のものであるかどうかに関するその他のデータは守秘義務のあるものとは

見なさないものとする。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

選択肢２（1 1 7 ～1 2 8 ）：

117．附 則 … に 従 っ て 検 証 チ ー ム は 、 事 業 に 関 与 す る 締 約 国 の 要 請〔a  request 〕〔t h e

request 〕に基づき任命されるものとする。

118 ．事業の参加者は検証チームに対して、当該事業が関与する締約国によって承認され

ているかどうか、〔及び〕附則…で規定する適切なベースライン、モニタリング計画、ク

レ ジ ッ ト 寿 命 が 設 定 さ れ て い る か ど う か の 判 断 に 必 要 な す べ て の 情 報 を 含 む 事 業 設 計 文

書を提出するものとする。
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119 ．検証チームは、1 2 6 項に規定する守秘義務の規定を条件として、事務局を通じて事

業設計文書を公表できるようにするものとする。

（訳注 ：1 2 6 項ではなく、1 2 7 項が正しい）

120．検証チームは事業設計文書が公表されてから 〔6 0 〕日の間、事業設計文書に関する

締約国及び〔U N F C C C が認定した非政府組織／利害関係者〕からのコメントと関連する

立証情報を受け取るものとする。

121．検証チームは、当該事業が附則…で規定する 〔ベースライン、モニタリング計画、

クレジット発生期間〕に関する基準に従って、適切なベースライン、モニタリング計画及

びクレジット発生期間を持っているかどうかについて判断するものとする。検証チームは、

提起された重要な問題に対処しつつその判断と理由の説明を、事務局を通じて公表できる

ようにするものとする。本項に基づく適切なベースラインに関する判断は、事業のクレジ

ット寿命を通じて有効とする。

122．達成されている発生源による排出の人為的削減 〔又は吸収源による人為的除去の強

化〕を 9 9 項( b ) に従って検証するために、〔事業に関与している締約国〕〔事業の参加者〕

はこれら人為的な排出削減又は人為的除去の強化が適切なベースライン、モニタリング計

画及びクレジット寿命に従って監視され計算されたことを立証するために、附則…で規定

する報告書式に従って情報を提出するものとする。

123．検証チームは事業を検討し、報告された発生源による人為的排出の削減（訳注：原

文は「人為的」が重複している）〔又は吸収源による人為的除去の強化〕が適切なベース

ラインとモニタリング計画〔及びクレジット寿命〕に従って監視され計算されているかど

うかについて、またもしそうであれば、二酸化炭素相当トンで表示される、達成された人

為的排出削減又は人為的除去の強化の数量について判断を行うものとする。〔検証チーム

はその判断を理由の説明とともに、事務局を通じて公表できるようにするものとする。〕

124．【〔事業設計文書に関する、或いは報告された発生源による人為的排出の削減 [ 又は

吸収源による人為的除去の強化]  に関する〕検証結果の判断は、その判断が公表されてか

ら〔3 0 〕日後に、事業〔を受け入れている〕〔に関与している〕締約国又は〔x 〕その他の

締約国が〔適切な機関〕による見直しを要求しない限り、最終的なものと見なされるもの

とする。この見直しが要求された場合、〔適切な機関〕は可及的速やかに、かつ……以内

に、この判断を見直すものとする。〔適切な機関〕はその決定を公表するものとし、その
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決定が最終的判断となる。】

125．事業活動を受け入れていて、1 1 7 ～〔1 2 3 〕〔1 2 4 〕項で指定される手続の対象となる

締約国は、〔1 2 3 〕〔1 2 4 〕項に従って判断が行われた場合のみ E R U s を移転することがで

き、〔1 2 3 〕で指定される二酸化炭素相当トン数を越える E R U s は移転できない。

126．各 E R U に関連する事業の情報は、1 2 7 項で説明する事業識別子付きの電子的な接続

を通じて公表するものとする。

（訳注 ：1 2 7 項には該当しないと思われる）

127．国内法で義務づけられている場合を除いて、検証チーム〔又は適切な機関〕は情報

提供者の書面による同意なしに、他の場合であれば公表できない、特許或いは極秘と記さ

れた事業関連の情報を開示してはならない。排出データ或いは削減〔又は除去〕が追加の

も の で あ る か ど う か に 関 す る そ の 他 の デ ー タ は 守 秘 義 務 の あ る も の と は 見 な さ な い も の

とする。

128．事業に関与している締約国は、いつの時点でも 1 1 7 ～〔1 2 3 〕〔1 2 4 〕項で規定する手

続を使用することができる。

選択肢 B （1 2 9 ～1 3 1 項）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

129．第６条の事業に関与している各締約国は、当該活動に関する情報を報告するものと

する。

報告フォーマット（注釈：追って作成する）。

130．第６条の事業に関する締約国の報告には、事業ごとに下記を含めるものとする。

(a) 関与する締約国の間で合意されたベースライン。

　(b) 当該年次の温室効果ガスの発生源による人為的排出削減量〔又は吸収源による人為

的除去の強化〕の計算方法。

　(c) 当該年次中の排出削減単位の移転と取得。これには各単位についてシリアル番号及

びそれが取得により書き込まれた又は移転により削除された締約国の登録簿を含めるもの
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とする。

　(d) 当該年次に償却された排出削減単位（シリアル番号による）。

　(e) 締約国の割当量から差し引かれた〔A A U s 〕〔P A A s 〕。

131．第６条の事業に参加している締約国は、発生源による人為的排出の削減〔又は吸収

源による人為的除去の強化〕を検証するための独自の国内メカニズムを立案することがで

きる。

検討作業（注釈：追って作成する）。

選択肢 C（132～133 項）：

132．検証は、承認された事業活動の結果として検証期間中に発生しモニターされた発生

源による排出削減及び／又は吸収源による除去の強化に関する〔、参加している締約国に

よって合意された指針に従って行われる〕定期的な独立した検討と事後の判定である。

133．〔事業の人為的排出削減又は吸収源による人為的除去の強化は、受入締約国が立案す

るメカニズムに従って検証することができる。〕

選択肢 D（134～135 項）：

134．検証は、承認された事業の結果として検証期間中に発生しモニターされた発生源に

よる人為的排出削減及び／又は吸収源による人為的除去の強化に関する定期的な独立した

検討と事後的判定である。

135．〔事業の参加者によって選定された〕〔理事会によって任命された〕検証を行う独立

した組織は、

　(a) 提出された事業文書が、承認された事業設計文書の必要条件に従っているかどうか

を判定するものとする。

　(b) 達成度記録の検討、事業の参加者及び利害関係者との面談、測定値の収集、設定さ

れた慣行の観察、モニタリング機器の精度の試験などからなる現場検査を適宜行うものと

する。

　(c) 適切な場合、他の出所からの追加データを使用するものとする。

　(d) 登録された事業設計文書に含まれるものと整合した計算手順を使い、適宜上記(a)で

使われた或いは上記(b)及び／又は(c)で得られたデータと情報に基づいて、発生源による人

為的排出の削減〔及び／又は吸収源による人為的除去の強化〕を検討し判定するものとす

る。
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　(e) 実際の事業活動とその操業が、登録された事業設計文書に準拠しているかどうかに

ついて懸念がある場合は、それを明確にする。独立した組織は、懸念があればそれを事業

の参加者へ通知するものとする。事業の参加者はそれら懸念に対処して、追加の情報を提

出することができる。

　(f) 事業の参加者に対してモニタリング方法の適切な変更を勧告する。

  (g) 検証報告書を、事業の参加者、関与する締約国〔、事業活動の適格性の確認を担当

する独立した組織〕及び〔理事会〕へ提出する。〔理事会〕はこの報告書を公表するものと

する。

K ．認証

（注釈：一部の締約国は認証の職務を検証の職務と合体させるように提案している。）

選択肢 A ：

（注釈：本項は必要がない。）

選択肢 B （136～137 項）：

（一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業活動の

方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案されて

いる方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方法と手

続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加えることが

できる。）

136．認証は、検証に基づき一定期間に事業がその発生源による人為的排出削減及び／又

は吸収源による人為的除去〔並びにその他の達成度指標〕を達成したという独立した組織

の書面による保証である。

137．〔締約国は認証について独自の手続と基準を立案することができる。〕

選択肢 C：（138～141 項）

138．認証は、検証に基づき一定期間に事業がその発生源による人為的排出の削減及び／

又は吸収源による人為的除去並びにその他の達成度指標を達成したという独立した組織の

書面による保証である。

139．〔事業の参加者は独立した組織に対して、主として適格性を確認された事業設計文書

及び一定期間に対する検証報告書を添付して、当該期間に対する認証申請書を提出するも

のとする。〕
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140．独立した組織は、検証に基づき一定期間に当該事業活動が人為的排出の削減及び／

又は吸収源による人為的除去を達成したことを書面によって認証するものとする。独立し

た組織は事業の参加者〔及び理事会〕に対して認証手続きが終了次第書面によってその決

定を通知し、決議第 D/CP.6 号に従ってその決定を公表するものとする。

141．承認された事業に起因する、確認されたベースラインを下回る水準への排出削減は、

下記の場合のみ発生した後で認証されるものとする。

　(a) 〔事業活動に起因する一定期間の排出削減の認証を [事業の複数の参加者が申請] [事

業の一つの参加者が申請]  している場合。〕

　(b) 〔排出削減 [及びその他の達成度指標] が検証されており、検証報告書が提出されて

いる場合。〕

　(c) 〔関与するすべての締約国及び法人が検証期間中に第６条の活動に参加する適格性

を持っていた場合。〕

L ．排出削減単位の発行

（注釈 ：一部の締約国は、この段階で明らかになる独立した組織の不正行為、背任行為或

いは不適格の問題に対処する必要があるかも知れないと示唆している。）

選択肢 A ：

142．E R U s の移転と取得は、受入締約国の登録簿にある割当量の単位のシリアル番号に

事業識別子を追加し、次に受入締約国の国内登録簿から当該単位を除去し、それを取得す

るする締約国の国内登録簿へ追加することによって行われる。

選択肢 B ：

（注釈 ：一部の締約国は、第６条の事業の実施に関する指針を可能な限り第 1 2 条の事業

活動の方法と手続に調和させるように提案している。現在の案文は第 1 2 条について提案

されている方法と手続に対する変更を反映させたものではない。第 1 2 条の事業活動の方

法と手続に関する項目と規定について合意が得られた時点で、現在の案文に変更を加える

ことができる。）

143．〔ERUs と割当量とは異なる概念である。ERUs と割当量の間にはファンジビリティ

がない。〕

選択肢 A（144 項）
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144．事業活動の現場が立地する締約国は、〔AAUs〕〔PAAs〕16 を ERUs へ転換し、それ

を決議第 D/CP.6 号〔及び第３条 1 1 項〕に含まれる登録簿に関する規定に従って当該事業

活動へ参加している締約国及び／又は法人へ移転〔する〕〔 し 、 同 じ 量 を そ の 割 当 量 か ら

差し引く〕ことにより ERUs を発行するものとする。〔この発行は、[当該締約国の手続と

基準]  [ 関与している締約国によって合意された検証手続] に従って検証され認証された当

該事業の発生源による人為的排出の削減又は吸収源による人為的除去の強化に基づくもの

とする〕。ERUs は事業参加者の取決めに従ってこれら参加者の間で分配（sharing）され

るものとする。

選択肢 B（145～146 項）：

145．事業の参加者は〔理事会〕に対して、独立した組織による認証通知を添付して ERUs

発行の申請を提出するものとする。

146．〔理事会〕は、〔第６条の事業活動に関与している締約国 [、UNFCCC によって認定

されたオブザーバー]  [及び法人] によって異議申し立てが提起されていないことを条件と

して〕、

　(a) 登録された事業活動に起因する一定期間の人為的排出削減及び／又は吸収源による

人為的除去について、決議第 D/CP.6 号に従って AAUs を ERUs へ転換するものとする。

　(b) 〔運営経費への充当のため並びに気候変動の有害な影響を特に受けやすい発展途上

の締約国の適応化努力に資金援助を行うための収益の一部を差し引いた〕ERUs を、〔事業

の参加者〕〔関与する締約国〕の指定する〔事業の参加者〕〔事業活動に参加している締約

国〕の登録簿口座へ配分（distribution）するものとする。

                                                
16 〔割当量単位（AAU）〕〔割当量の一部（PAA）〕は決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
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附則 X （第６条に関する決議第 A/CP.6 号の附属書に対する）

【補足性

（注釈 ：案文を更に統合するために、以前の選択肢３＜現在の選択肢２＞を元の形のまま

以下に提示する。）

取得に対する制限

１．選択肢１：「補足性」という用語は使わない。

　　選択肢２1 ：附属書Ⅰに含まれる締約国は、第３条に基づくその義務を主として領土

外の手段によって履行してはならない。第２条に基づく政策と措置及び第３条２項に基づ

く立証可能な進展という枠組みの中で、議定書における報告、詳細見直し、不遵守の手続

の対象となり、排出の抑制と削減に関する数量化された約束を履行する主要な手段が国内

での努力であることを立証できなかった締約国には第６、1 2 、1 7 条に基づくメカニズムへ

ア ク セ ス す る 権 利 を 停 止 で き る 権 限 を 付 与 す る 数 量 的 又 は 質 的 な 規 則 と 指 針 を 立 案 す る

ものとする。

　　 選択肢３2 ( ⅰ) ：附属書Ⅰに含まれる締約国の純取得量は、第６、1 2 、1 7 条に基づく

三つのメカニズムを合わせて下記のいずれか高い方を越えてはならない。即ち、

　　　　　　  基準年の排出量×５＋割当量
( a )  ５％ × ―――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　２

　　（ここで、「基準年の排出量」は「 第 ３ 条 ５ 項 で 規 定 す る 基 準 期 間 に お け る 年 間 平 均

排出量」と置き換えることができる。）

( b )  1994 年から 2 0 0 2 年までのいずれかの年次における実際の年間排出量の５倍と割当

量の差の 5 0 ％。

　但し、附属書Ⅰに含まれる締約国が 1 9 9 3 年以降に行われた国内での対策を通じて約束

期間の上限より大きな排出削減を達成し、それが当該締約国により検証可能な方法で、ま

た第８条に基づく専門家の見直しを経て立証されれば、その範囲内で純取得量の上限を引

き上げることができる。

　　 選択肢２(ⅰ)：第６、1 2 、1 7 条に基づく三つのメカニズムのすべてを使用する場合

の附属書Ⅰに含まれる締約国の純移転量は下記を越えてはならない。即ち、

　　　　　　  基準年の排出量×５＋割当量
　　５％ × ―――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　２

　　（ここで、「基準年の排出量」は「 第 ３ 条 ５ 項 で 規 定 す る 基 準 期 間 に お け る 年 間 平 均

排出量」と置き換えることができる。）
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　但し、附属書Ⅰに含まれる締約国が 1 9 9 3 年以降に行われた国内での対策を通じて約束

期間の上限より大きな排出削減を達成し、それが当該締約国により検証可能な方法で、ま

た第８条に基づく専門家の見直しを経て立証されれば、その範囲内で純取得量の上限を引

き上げることができる。

　　 選択肢３(ⅱ)：第６、12、17 条に基づく三つのメカニズムを使用する場合の全体的

な「上限」は、25～30％を越えてはならない。

　　 選択肢４3 ：附属書Ⅰに含まれる締約国の第６条へのアクセスは、第３条に基づき〔約

束の履行のために指定された国内努力を達成すること〕〔排出の抑制と削減に関する数量

化された約束を履行する主要な手段が国内の政策と措置であること〕を条件とする。第６

条の事業から取得される合計 E R U s の具体的条件は、公正な基準に基づき数量的及び質的

に定義されるものとする。〔第６、12、17 条に基づくメカニズムを通じて抑制及び削減さ

れる排出量の上限を定めるものとする。同一基準による不遵守処理規程を定める必要があ

る〕。

　　 選択肢５：第一約束期間の排出目標を満たすための第６、12、17 条に基づくメカニ

ズムの使用には、制限を設ける必要がある。但し、ホットエアを防止するための客観的な

基準が設定されれば、第二及び第三約束期間には制限を撤廃するのが妥当であろう。

【移転に対する制限

２．選択肢１：（注釈：議定書には移転の制限に関する根拠がない。）

　　選択肢２：附属書Ⅰに含まれる締約国は、第３条に基づくその義務を主として領土外

の手段によって履行してはならない。第２条に基づく政策と措置及び第３条２項に基づく

立証可能な進展という枠組みの中で、議定書における報告、詳細見直し、不遵守の手続の

対象となり、排出の抑制と削減に関する数量化された約束を履行する主要な手段が国内で

の努力であることを立証できなかった締約国には第６、12、17 条に基づくメカニズムへア

クセスする権利を停止できる権限を付与する数量的又は質的な規則と指針を立案するもの

とする。

　  選択肢３ (ⅰ)：附属書Ⅰに含まれる締約国の純移転量は、第６、12、17 条に基づく三

つのメカニズムを合わせて下記を越えてはならない。即ち、

　　　　　　   基準年の排出量×５＋割当量
　　５％ × ―――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　２

　　（ここで、「基準年の排出量」は「第３条５項で規定する基準期間における年間平均排

出量」と置き換えることができる。）

　但し、附属書Ⅰに含まれる締約国が 1993 年以降に行われた国内での対策を通じて約束
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期間の上限より大きな排出削減を達成し、それが当該締約国により検証可能な方法で、ま

た第８条に基づく専門家の見直しを経て立証されれば、その範囲内で純移転量の上限を引

き上げることができる。

　　 選択肢３(ⅱ)：第６、12、17 条に基づく三つのメカニズムを使用する場合の全体的

な「上限」は、25～30％を越えてはならない。

　　 選択肢４：附属書Ⅰに含まれる締約国の第６条へのアクセスは、第３条に基づき〔約

束の達成のために指定された国内努力を履行すること〕〔排出の抑制と削減の数量化され

た約束を達成する主要な手段が国内の政策と措置であること〕を条件とする。第６、12、

17 条に基づくメカニズムを通じて抑制及び削減される排出量の上限を定めるものとする。

同一基準による不履行処理規程を定める必要がある。

　　 選択肢５：第一約束期間の排出目標を満たすための第６、12、17 条に基づくメカニ

ズムの使用には、制限を設ける必要がある。但し、ホットエアを防止するための客観的な

基準が設定されれば、第二及び第三約束期間には制限を撤廃するのが妥当であろう。】

〔第４条に関連する問題点〕

３．〔第６条に基づく ERUs の移転又は取得に対するいかなる制限も、第４条に基づく排

出水準の割当に適用されるものとする。〕

４．〔第６条に基づく E R U s の正味の移転又は取得に対するいかなる制限も、第４条に基

づき運営するそれぞれの締約国に適用されるものとする。〕

５．〔第４条に基づく割当のし直しは、上記…項 で 述 べ た 制 限 を 考 慮 し て 行 わ れ る も の と

する。〕】
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附則 A （第６条に関する決議第 A/CP.6 号附属書に対する）

独立した組織認定の基準と手続

選択肢 A：

（注釈：第６条には独立した組織に関する規定がない。）

選択肢 B（１～３項）：

（注釈：この選択肢以外の基準を更に検討する必要があるかも知れない。）

１．認定基準は主として下記の問題に対処するものとする。

(a) 認証手続、

(b) 認証手続の適用を立証するシステム、

(c) 適格性の確認、検証、認証に関連するすべての文書の管理システム、

(d) 専門的行動規範、異議申し立て手続、訴訟手続、

(e) 独立した組織の専門知識と適格性、

(f) 独立した組織の独立性、

(g) 独立した組織の保険付保。

２．独立した組織の候補者は、下記の組織上の必要条件を満たすものとする。

(a) 〔法人〕（国内法人でも国際法人でもよい）であり、その身分を立証する文書を認

定機関へ提出できる。

　　(b) 責任能力を持つ上級管理者のもとで、適格性の確認、検証、認証に関連する作業

の種類、範囲、量について必要とされる能力を持つ人員を十分に雇用している。

　　(c) その活動に必要とされる資金的安定性と資源を確保している。

　　(d) その活動に起因する法的及び資金的責任をカバーするに十分な用意がある。

　　(e) 主として組織内における責任分担の手続及び訴訟に対処する手続など、その機能

を遂行するための社内手続を文書化しており、それら手続を公表できる。

　　(f) 本決議及び関連する〔COP〕〔COP/MOP〕の決議で規定される職務を遂行するの

に必要な専門知識を持っており、特に下記に関する知識と理解が十分である。

　　　(ⅰ) 〔第６条〕、COP 及び COP/MOP の関連決議、及び〔理事会〕が発表する関連

手引き〔の運用に関する〕規則、方法、手続及び〔指針〕。

　　　(ⅱ) 第６条事業活動としての適格性の確認、検証、認証に関連する環境問題。

　　　(ⅲ) ベースラインの設定、排出のモニタリング、その他の環境影響に関する専門知

識を含む環境問題に関連する第６条事業活動の技術的状況。

　　　(ⅳ) 関連する環境検査の必要条件と方法論。

　　　(ⅴ) …
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　　(g) 適格性の確認、検証、認証に関する経営の見直しと判断を含めて、組織の機能の

達成度と実施について全体的な責任を負う経営構造がある。独立した組織の候補者は認定

機関へ下記を提出するものとする。

　　　(ⅰ) 上級管理者、重役、上級役員、その他人員の氏名、資格、経験、権限。

　　　(ⅱ) 権限、責任、職務の割当について上級管理者からのラインを示す組織図。

　　　(ⅲ) 経営の見直しに関する方針と手続。

　　　(ⅳ) 文書管理を含む管理手続。

　　　(ⅴ) 適格性の確認、検証、認証の職務に関する能力を確保し、その達成度を監視す

るための、独立した組織の人員の訓練と育成に関する方針と手続。

　　　(ⅵ) 訴訟、異議申し立て、紛争に対処するための手続。

３．独立した組織の候補者は、下記の作業上の必要条件を満たすものとする。

　　(a) 下記を含めて信憑性が高く、偏らず、非差別的で、透明性の高い方法で作業する。

　　　(ⅰ) 作業の不偏性を確保する規定を含めて、不偏性を保護するための文書化された

仕組み。この仕組みは、第６条の事業活動の立案に大きな関心を持つすべての

利害関係者が有意義に参加できるものでなければならない。

　　　(ⅱ) もっと大きな組織の一部となっており、当該組織の別の部分が第６条の事業活

動の発掘、立案又は資金供与に関与している又は関与する可能性がある場合、

独立した組織の候補者は、

　　　　　‐　認定機関に対して当該組織が実施している或いは実施する可能性のあるす

べての第６条事業活動について報告し、当該組織のどの部分がどの第６条

事業活動に関与しているかを示すものとする。

　　　　　‐　認定機関に対して当該組織の他の部分との関連性を明確に示し、利害の対

立がないことを立証するものとする。

‐　認定機関に対して、独立した組織としてのその職務と他の職務との間に現

在も将来も利害の対立がないことを立証し、また不偏性を犯す危険性を最

小限にするためにどのように事業を管理しているかを立証するものとする。

この立証は、独立した組織の内部に起因するものであれ、関連組織の活動

に起因するものであれ、考えられるあらゆる利害対立の発生源を対象とす

るものとする。

‐　認定機関に対して、独立した組織もその上級管理者とスタッフも、その判

断に影響を与える或いはその活動に関連する判断の不偏性と完全性に対す

る信頼感を損なうような取引関連、資金関連、その他の訴訟と無関係であ

り、またこの点について適用されるいかなる規則も遵守していることを立

証するものとする。
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‐　認定機関に対して、その活動の運営について組織体又は他の当事者による

訴訟、異議申し立て、紛争を解決する方針と手続を持っていることを立証

するものとする。

　　(b) 第６条の事業への参加者から入手する情報の機密性を保護し、この点について

COP/MOP が設定する手続に準拠するための適切な取組をしている。COP/MOP の決議に

含まれる手続又は法律によって義務づけられるものを除いて、第６条の事業への参加者か

ら入手し、特許又は機密と記されている、他の場合であれば公表されない情報を、情報提

供者の書面による同意なしに開示しないものとする。排出の追加性を判定するために使わ

れる排出データ或いはその他のデータは、機密とは見なされないものとする。

　　(c) 適格性の確認、検証又は認証の作業を外部の組織又は人物へ下請けに出す場合、

独立した組織は、

　　　(ⅰ) これら下請け作業について全面的に責任を負い、確認／認証の付与又は撤回に

対するその責任を維持するものとする。

　　　(ⅱ) 下請け作業について適正に文書化された取決めを作成するものとする。

　　　(ⅲ) 下請けの組織又は人物に対して、特に守秘義務と利害の対立について十分な能

力を持たせ、本決議の該当する諸規定を遵守させるようにするものとする。

　　　(ⅳ) 下請け業者を使用することを〔理事会〕へ報告するものとする。
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【附則 B （第６条に関する決議第 A/CP.6 号附属書に対する）

〔事業の提案〕〔U N F C C C 第６条参照マニュアル〕

（注釈：下記の各項は第６条の事業活動、特にベースラインの決定について必要とされる

情報に関するものである。）

選択肢 A（１～５項）：

１．第６条の事業活動のベースラインは、事業ごとのものでも複数事業のものでもよい。

　　(a) 事業ごとのベースラインは、他の場合であれば何が起こるかを表す特定の基準事

例における発生源による人為的排出量〔及び／又は吸収源による人為的除去量〕を設定す

る。事業に起因する排出量及び／又は除去量をこの事業ごとのベースラインと比較して、

当該事業に起因する純削減量又は純除去量を計算する。

　　(b) 複数事業のベースラインは、他の場合であれば何が起こるかを表す特定の地理的

地域の特定の部門又は発生源分類における（発生源による人為的排出量〔及び／又は吸収

源による人為的除去量に基づく）達成基準を設定する。同じ部門又は発生源分類で同じ地

理的地域における事業に起因する排出量及び／又は除去量をこの複数事業のベースライン

と比較して、当該事業に起因する純削減量又は純除去量を計算する。

２．事業活動のベースラインは、議定書が対象とするすべてのガスを包含し、個々の事業

について決議第 2/CP.3 号によって定義された地球温暖化ポテンシャル（GWPs）又は適宜

その後第５条に従って改訂されるものを使って CO2 相当の数量で表すものとする。

３．第６条の事業活動に関与する締約国は、事業の状況に合わせて事業ごとのベースライ

ンと複数事業のベースラインのどちらか適切な方を選ぶことができる。

４．事業ごとのベースラインは下記の要素からなるものとする。

　　(a) 歴史的データセット及び／又は将来の趨勢の予測、

　　(b) 基準事例として使われる特定の地理的地域（例えば、国内地域、国、域内諸国、

世界）、

　　(c) 事業の寿命（即ち、ERUs を生成できる期間）、

　　(d) ベースラインは静的なものか動的なものか（即ち、ベースラインが趨勢を反映で

きるように組み立てられているかどうか、或いは時期を見て調整されるかどうか）、

　　(e) 必要に応じて、ベースラインの更新と改訂の間隔、

　　(f) ベースラインは起こり得る事業境界の問題にどのように対処するか、

　　(g) ベースラインに影響を与える可能性のあるすべての想定を明確にし、完全に透明
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にするのに十分な情報。

５．複数事業のベースラインには下記の要素を含めるものとする。

　　(a) 集合のレベル（例えば、部門ごとか、小部門ごとか、技術ごとか）、

(b) 歴史的データセット及び／又は将来の趨勢の予測、

(c) ベースラインの対象となる特定の地理的地域（例えば、国内地域、国、域内諸国、

世界）、

(d) ベースラインは静的なものか動的なものか（即ち、ベースラインが趨勢を反映で

きるように組み立てられているかどうか、或いは時期を見て調整されるかどうか）、

(e) 必要に応じて、ベースラインの更新と改訂の間隔、

(f) ベースラインは起こり得る事業境界の問題にどのように対処するか、

(g) ベースラインに影響を与える可能性のあるすべての想定を明確にし、完全に透明に

するのに十分な情報。

選択肢 B（６項）：

６．事業の提案には、事業ごとの又は〔複数事業の〕〔標準化された〕ベースラインの設定

方法を含めるものとする。即ち、

　　(a) 事業の目標と状況、

(b) 事業の説明、

(ⅰ) 事業の目的、

(ⅱ) 事業の境界、

(ⅲ) 事業の技術的説明、

(ⅳ) 事業の立地場所とその地域に関する情報、

(ⅴ) ベースラインの将来の推移に影響を与える主要な指針要因。

(c) 提案されるベースライン設定方法、

(ⅰ) ベースライン計算方法の説明、

(ⅱ) 提案されるベースライン設定方法の適切性の正当化、

(ⅲ) クレジット期間案の正当化、

(ⅳ) 事業の推定寿命、

(ⅴ) 承認された〔標準化された〕〔複数事業の〕ベースラインの特定事業への適用

を完全に透明にするのに必要な他のあらゆる情報、

(ⅵ) ベースラインの推定で使われた主要なパラメーターと想定値の説明、

(ⅶ) 排出に関する歴史的データ、変数、使用したパラメーターなどベースライン

排出量を計算するのに使用したデータソース、

(ⅷ) 当該活動の過去の排出量、
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(ⅸ) 事業の寿命期間中における年間ベースライン排出量と排出削減量の予測、

(ⅹ) 感度分析、

(xi) 数量的な不確実性、

　　‐　データ、

　　‐　想定値、

　　‐　主要な要素、

　　‐　その他

(xii) 提案されるベースライン設定方法の強みと弱点。

　　(d) 提案されるベースライン設定方法に関する結論、

(e) モニタリング計画、

(ⅰ) 事業境界の内と外における事業達成度指標、

(ⅱ) 事業達成度指標とデータの質の評価に必要なデータ、

(ⅲ) データの収集とモニタリングで使われる方法、

(ⅳ) 提案されたモニタリング方法の精度、比較可能性、完全性、有効性の評価、

(ⅴ) モニタリング方法、記録、報告に関する品質保証と品質管理の規定、

(ⅵ) 削減された〔又は除去された〕排出量を計算するためのモニタリング・デー

タの使用方法に関する説明。

　　(f) 参考事項。

選択肢 C（７～12 項）：

７．UNFCCC 第６条参照マニュアルは、本文書に含まれる規定と指針を反映させ、また

COP/MOP〔及び理事会〕による決議を〔考慮して〕〔理事会〕が〔継続的〕〔定期的〕に

更新するものとする。このマニュアルは下記を考慮に入れるものとする。

　　(a) 事業の提出物と独立した組織の勧告に対応して、新規の及び改訂されたベースラ

インとモニタリング方法の承認。

　　(b) 〔適宜専門知識を持つ組織を利用する [理事会]  による研究開発。〕

　　(c) 他の情報源からのインプット。

８．〔理事会〕〔C O P / M O P〕は下記を含む UNFCCC 第６条参照マニュアルを発表するも

のとする。

　　(a) 事業固有のベースライン計算方法を裏付けるのに提出を義務づけられる情報、

　　(b) 下記を含めて、それぞれの承認された〔標準化された〕〔複数事業の〕ベースライ

ンに関する情報、

　　　(ⅰ) 事業が〔標準化された〕〔複数事業の〕ベースラインを使用する適格性を満た

すための基準（例えば、技術、所属分野、地理的地域）、
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(ⅱ) クレジット期間、

(ⅲ) 承認されたベースライン計算方法、

(ⅳ) ベースライン設定方法が事業の境界線について起こり得る問題に対処する方

法。これには可能であれば標準漏出補正係数とその適用ルールを含める。

　　(c) 事業計画文書のフォーマット（本附則の附属書参照）、

　　(d) 承認されたベースライン設定方法を適用するのに必要な他の情報、

　　(e) 〔各種事業に関するモニタリングの指針、及び各モニタリング方法に関するグッ

ドプラクティス事例の基準、〕

　　(f) 〔事業の種類ごとの統一報告フォーマット。必要に応じてデータと報告方法に関

する個々の必要条件を加える。〕

　　(g) 〔感度分析の使い方に関する手引き、〕

(h) 事業の種類ごとにベースライン決定のための〔グッドプラクティス〕の例、

(i) 〔…〕

（注釈：以下の９～12 項は上記選択肢 C で義務づけられる事業設計文書に関するもので

ある。）

９．適格性の確認を受ける事業活動は、〔関与する各締約国〕〔受入締約国〕によって承認

され、独立した組織へ提出される事業設計文書の中で詳細に説明されるものとする。事業

設計文書の中でベースラインに関する部分には、選定したベースラインを完全に理解した

上で事業確認子をつけるものとする。

10．〔事業設計文書〕〔事業参加者が事業承認を求めて提出する情報〕の内容と仕組みには

下記を含めるものとする。

　　(a) 〔[関与する各締約国]  [受入締約国] の指定された連絡先からの、提案された事業

が正式に承認されたことを示す書状〕、

　　(b) 事業の目的と状況に関する簡単な要約、

　　(c) 事業の説明、

　　　　(ⅰ) 事業の目的（事業の設計と実行に関与する行為者を含む）、

　　　　(ⅱ) 〔政策的及び制度的枠組み、

　　　　　　‐　関連部門に関する受入国の政策基準、

　　　　　　‐　受入国の法的枠組み、

　　　　　　‐　事業の組立と実施に関与する社会的行為者、〕

(ⅲ) 事業の技術的説明、及び技術選択の実行可能性を含めた〔技術移転の説明〕、

(ⅳ) 事業の立地場所とその地域に関する情報、

(ⅴ) 事業の境界、
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(ⅵ) ベースライン並びに第６条事業活動の将来の推移に影響を与える主要なパ

ラメーター、

(ⅶ) 〔社会経済的観点、

　　‐　事業が受入締約国の社会経済的状況に与える影響、

　　‐　事業がその境界線の外へ与える影響、

　　‐　事業の実施と運転が与える追加の（間接的な）影響〕。

　　(d) ベースライン設定方式案、

(ⅰ) 選定されたベースライン計算方法の説明。（〔標準化された〕〔複数事業の〕ベ

ースラインの場合は UNFCCC 第６条参照マニュアルの該当する部分を示

す）、

   (ⅱ) ベースライン設定方式案が適切であるという正当化、

(ⅲ) クレジット期間案の正当化、

(ⅳ) 事業の推定寿命、

(ⅴ) 〔承認された [標準化された] [複数事業の] ベースラインの特定事業への適用

を完全に透明にするのに必要な他のあらゆる情報〕、

(ⅵ) ベースラインの推定で使われた主要なパラメーターと想定値の説明、

(ⅶ) 排出に関する歴史的データ、変数、使用したパラメーターなどベースライン

排出量を計算するのに使用したデータ源、

(ⅷ) 当該活動の過去の排出量、

(ⅸ) 事業の寿命期間中におけるベースラインの年間排出量と排出削減量の予測、

(ⅹ) 〔感度分析〕、

(xi)　不確実性（数量的な）：、

　　‐　データ、

　　‐　想定値、

　　‐　主要な要素、

　　‐　その他

(xii) 〔ベースライン設定方式案の強みと弱点〕。

(e) 〔ベースライン設定方式案に関する結論〕、

(f) 〔経済的及び資金的情報、

(ⅰ) 資金源と、資金供与が追加的なものであるという証拠、

(ⅱ) 財務分析と経済分析（内部収益率、準備積立金、資金の流れ）、

(ⅲ) 事業の実施と寿命期間中の運営に関するコストの推定。〕

(g) 〔必要な場合に、資金確保への支援の要請〕、

(h) その他の情報、

(ⅰ) 現地の利害関係者によるコメント、及びそれら利害関係者の関与に関する説
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明、

(ⅱ) 該当する場合は、他の環境協定への貢献（例えば、生物多様性や砂漠化に関

するものなど）

(i) モニタリング計画、

(ⅰ) 事業境界の内と外における〔適切な〕事業達成度指標〔に関連する技術的、

環境的、経済的パラメーター〕、

(ⅱ) 事業達成度〔指標〕〔パラメーター〕とデータの質の評価に必要なデータ、

(ⅲ) データの収集とモニタリングで使われる方法、

(ⅳ) 提案されたモニタリング方法の精度、比較可能性、完全性、有効性の評価、

(ⅴ) モニタリング方法、記録、報告に関する品質保証と品質管理の規定、

(ⅵ) 削減された〔又は除去された〕排出量を計算するためのモニタリング・デー

タの使用方法に関する説明。

(j) 参考事項。

11．事業参加者が提供すべき年間情報：

　　(a) 実際の排出量、

    (b) ベースラインの推移、及び

    (c) 排出量に影響を与えるが、承認された事業活動には含まれていない要素。

（注釈：〔標準化された〕〔複数事業の〕ベースラインを使用する事業に特有の要素を明ら

かにするためには、さらに検討する必要があるかも知れない。）

12．事業設計文書の情報を完全なものとするための指針には、下記の規定を含めるものと

する。

(a) ベースラインの排出量、実際の排出量、ベースラインの吸収源による除去量、実

際の除去量、漏出及び排出削減量は、決議第 2/CP.3 号によって定義された地球温暖化ポテ

ンシャル（GWPs）の数値又はその後第５条に従って改訂されるものを使って計算される

CO2 相当排出量１トンの単位で表すものとする。

(b) ベースラインの排出水準の推定値は、使用される方法に従って個別の活動に仕分

けられるものとする。事業設計文書は、ベースラインの推定で使われた集合化の水準に従

って事業のベースライン推定値に含まれる個々の削減活動について、分解された活動デー

タと排出係数を提示するものとする。

(c) 事業の参加者は、国内政策（特に、エネルギー補助金、森林伐採の奨励策など歪

曲的な政策）がどの程度ベースラインの決定に影響を与えているかを論議する必要がある。

ベースラインの決定に使われるデータは、使用可能な最高の品質のものでなければならな

い。】
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附則 C （第６条に関する決議第 A/CP.6 号附属書に対する）

締約国による報告

（注釈 ：この附則はすべてのメカニズムに関するものであり、従って各メカニズムの決議

で反復されるものである。これは第７条に基づいて採択される指針に組み込むこともでき

る。）

選択肢 A：

（注釈：この附則は必要がない。）

選択肢 B（１～３項）：

１．第７条〔及び第５条２項〕に基づく指針に従って、附属書Ⅰに含まれる各締約国は発

生源による人為的排出量及び吸収源による除去量の年間目録に下記の情報を組み込むもの

とする。

　　(a) 当該年次の〔開始時〕〔終了時〕のその登録簿における ERUs、CERs10、及び〔AAUs〕

〔PAAs〕の保有状況（シリアル番号で示す）、

　　(b) 当該年次の登録簿における最初の ERUs の移転及び CERs と〔AAUs〕〔PAAs〕

の発行（シリアル番号と取引番号によって示す）、

　　(c) 当該年次の登録簿における ERUs〔、CERs〕及び〔AAUs〕〔PAAs〕の移転と取

得（シリアル番号と取引番号によって示す）、

　　(d) 当該年次における登録簿からの ERUs、CERs 及び〔AAUs〕〔PAAs〕の償却（シ

リアル番号と取引番号によって示す）、

　　(e) 以後の約束期間のためにバンキングされる ERUs、CERs、及び〔AAUs〕〔PAAs〕

（シリアル番号で示す）、

　　(f) 第６、12、17 条に基づくメカニズムへの参加を認可又は承認されている、当該締

約国の管轄地域内の居住者である法人、民間の及び公的な組織の名称と連絡先について最

新の情報をダウンロードできるインターネットの URL。

２．第７条の指針に従って、附属書Ⅰに含まれる各締約国は下記に関する情報をその国別

報告書に組み込むものとする。

(a) 第６条と第 12 条に基づく事業活動、

　　(b) その CDM 事業活動が、附属書Ⅰに含まれない締約国が持続可能な開発を達成し、

条約の最終的目標に貢献するのをどの程度支援しているか、

                                                
10「認証排出削減量」（CER）は決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
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　　(c) 選択肢１：〔取得した CERs が第３条に基づく排出の抑制と削減の数量化された約

束の履行に対して予想される貢献度及び国内対策の予想される貢献度に関する推定。〕

　　　選択肢２ ：下記に関する当該締約国の現在における最善の推定：

( ⅰ)  当 該 締 約 国 が 議 定 書 第 ３ 条 に 基 づ く 排 出 の 抑 制 と 削 減 の 数 量 化 さ れ た 約 束 を

履行するために、E R U s 、C E R s 、又は [ A A U s ]  [PAAs]  の純取得を考慮に入れない

で第一約束期間に削減、回避、又は隔離を必要とする温室効果ガス排出の合計数量

（二酸化炭素相当のトン数で示す）、及び

( ⅱ)  当該締約国が第一約束期間の各年次に取得（移転分を差し引いたもの）を予定

している E R U s 、C E R s 、及び [ A A U s ]  [PAAs]  それぞれの及び合計の数量。

　　( d )  締約国が 1 1 7 項( c ) （訳注：この条項番号は修正されていないのでは？）で義務づ

けられる推定値を立案するために使用する主要な想定値と方法。これは推定の根拠を明確

に理解するのに十分な詳細度のものとする。

　　( e )  条約第４条３、５、８、９項に関連して C O P が設置する各基金、及び議定書第２

条３項、第３条 1 4 項、第 1 2 条に関連して C O P / M O P が設置する各基金に対する締約国の

年間拠出額。各基金の設置以降の各拠出の日付も示す。

　　( f )  第２条１項及び２項に基づき実施される政策と措置及び第３条１項に基づき排出

の抑制と削減の数量化された約束を履行するために実施されるその他の政策と措置が、条

約 第 ４ 条 ８ 項 と ９ 項 で 言 及 さ れ る も の を 中 心 と す る 発 展 途 上 国 に 与 え る 影 響 に 関 す る 締

約国の現在の最善の質的及び数量的推定値。これには、これら政策と措置が下記に関連し

て こ れ ら 発 展 途 上 国 に 与 え る 影 響 に 関 す る 締 約 国 の 最 善 の 数 量 的 推 定 値 を 含 め る も の と

する。即ち、

　　　( ⅰ)  2000 ～2 0 1 2 年の間の各年次に発展途上国が当該締約国へ輸出する原料、燃料

及び最終製品の単位数量と金額、

( ⅱ)  2000 ～2012 年の間の各年次に発展途上国が当該締約国から輸入する最終製品

の金額、

( ⅲ)  2000 ～2012 年の間に発展途上国が対外債務について当該締約国及びその法人

へ支払う金利合計額とその金利率、並びに 1 1 7 項( f ) （訳注：この条項番号は修正さ

れていないのでは？）で義務づけられるすべての推定値の立案で締約国が使用した

主要な想定値と推定方法。これは推定の根拠を明確に理解するのに十分な詳細度の

ものとする。

(g) 締約国が議定書第２条３項及び第３条 1 4 項に含まれるその約束を履行するため

に講ずるすべての対策。これら対策がそれら条項及び 1 1 7 項( f ) （訳注：この条項番号は修

正されていないのでは？）に従って提出される情報の中で言及される有害な影響を最小限

に抑えるのにどのようにまたどの程度寄与するかに関する詳細な情報、並びに本項( g ) で義

務づけられる情報を立案するのに締約国が使用した主要な想定値と推定方法。これは推定
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の根拠を理解するのに十分な詳細度のものとする。及び

(h) 議定書第３条２項に含まれるその約束を履行するために締約国が取っている及び

取ろうとしているすべての対策。これには、それら対策が議定書に含まれるそれぞれの約

束について、「達成に向けて立証可能な前進」となる又はならないと当該締約国が判断す

る理由の詳細な説明を含めるものとする。

３．附属書Ⅰに含まれない締約国は、受け入れている CDM 事業活動について、条約第 12

条に基づく報告の約束の枠内で報告するものとする。〔この報告には、附属書Ⅰに含まれる

締約国が第３条に基づく約束を達成するのを、どのように支援したかを含めるものとす

る。〕
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附則 D （第６条に関する決議第 A/CP.6 号附属書に対する）

【「収益の一部」の決定と配分 （distr ibut ion ）

１．「収益の一部」は下記の諸規定又は COP/MOP によって採択されるそれらの後継規定

に従って定義されるものとする。即ち、

( a )  「収益の一部」は下記のように定義される。

選択肢１：ある事業活動に対して発行される ERUs の〔件数〕〔金額〕の一定比率。

選択肢２1：ある事業活動に参加している附属書Ⅰに含まれる締約国へ発行される

E R U s の〔件数〕〔金額〕の〔一定比率〕〔ｘ％〕。

選択肢３：当該第６条事業〔活動〕の価値の〔一定比率〕〔　％〕。

選択肢４：附属書Ⅰに含まれる締約国が附属書Ⅰに含まれない締約国における事

業活動を通じて温室効果ガスの排出を削減する際に発生するコストと、当該事業活動へ資

金供与を行う附属書Ⅰに含まれる締約国自体で温室効果ガス排出削減活動を行うとした場

合に発生するであろうコストとの差。

(b) 「収益の一部」の水準は　％とする。

２．選択肢１：〔運営経費に充当するために使われる「収益の一部」は、その金額の [ 1 0 ]

[ ｙ]  ％を上回らないものとし、この目的のために理事会事務局が管理している勘定へ移転

されるものとする。〕収益の一部の〔残る金額〕〔2 0 ％〕は、気候変動の有害な影響を特に

受けやすい発展途上の締約国の適応化努力に資金援助を行うために使われ、C O P / M O P の

設置する適応基金がこの目的のために維持している勘定へ移転されるものとする。

　　　 選択肢２：「収益の一部」の金額の 10％は運営経費に、20％は適応基金に、30％

は当該事業活動の受入締約国がその持続可能な開発の目標を達成するのを支援するために、

それぞれ使われるものとする。

（注釈：この選択肢２の規定は第６条の事業活動には当てはまらない可能性がある。）

３．選択肢１：収益の一部は、〔移転する〕〔取得する〕締約国によって該当する勘定へ移

転されるものとする。

　　〔選択肢２：収益の一部は、理事会が査定し、徴収して、該当する勘定へ移転するも

のとする。〕】
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第二部 ：京都議定書第 1 2 条

Ⅰ．【決議案〔第 B/CP.6 号〕：京都議定書第 1 2 条で規定された

クリーン開発メカニズムに関する方法と手続

締約国会議は、

　京都議定書第 1 2 条において、附属書Ⅰに含まれない締約国が持続可能な開発を達成し

て、条約の最終的な目標に貢献するのを支援し、また附属書Ⅰに含まれる締約国が第３条

に 基 づ く 排 出 の 抑 制 と 削 減 の 数 量 化 さ れ た 約 束 の 一 部 を 履 行 す る の を 支 援 す る こ と を 目

的とするクリーン開発メカニズム （C D M ）が定義されていることを想起し、〔また、本決

議附属書に対する附則 X に含まれる諸規定を考慮に入れ、〕

　その決議第１/CP.3 号、特にその第５項( e ) を想起し、

　また、主として京都議定書第 12 条で定義されるクリーン開発メカニズムの方法と手続

について、事業活動の第三者による検査と検証を通じて透明性、効率性及び説明責任を確

保し、また京都議定書第 12 条 10 項の意図も含める目的で、適宜「この議定書の締約国の

会合としての役割を果たす締約国会議」第１回会合に対する勧告も含めて、その第６回会

合において京都議定書第６、1 2 、1 7 条に基づくすべてのメカニズムについて決議を行える

ように、クリーン開発メカニズムを中心とするこれらメカニズムに関して実施される作業

計画を定めたその決議第 7/CP.4 号も想起し、

　また、その決議第 8/CP.4 号も想起し、

　更に、その決議第 14/CP.5 号も想起し 、

　京都議定書第 1 2 条に基づく事業の追加性を評価するための信頼できる透明性の高いベ

ースラインが必要であることを重視し、

　事業の開発者、適格性確認機関と認証機関を対象とする方法に関する手引きが必要であ

ることを認識して、

１．関係締約国に対して、条約の附属書Ⅰに含まれない締約国がクリーン開発メカニズム

への参加を容易にするための能力向上を支援する措置を実施し始めるように要請する。

（選択肢 A（２項）：

２．〔クリーン開発メカニズムを [ 京都議定書第 1 2 条 1 0 項に基づいて暫定的に、また]  本

決議附属書に含まれる方法 と手続に従って 設置することを決議する。締約国会議は、「京

都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議」の第１回会合まで、クリーン

開発メカニズムに関する後者の責任を引き受けるものとする。〔暫定的〕理事会は〔Y Y Y Y

年 M M 月 D D 日〕までに最初の会議を開き、主として下記を行うものとする。

　(a) 〔[暫定的] UNFCCC クリーン開発メカニズム参照マニュアルを  [YYYY 年 MM 月

DD 日]までに発表する〕。
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　(b) 〔その運営の手続案を締約国会議第  [x] 回会合へ提出する〕。

選択肢 B（３～６項）：

３．クリーン開発メカニズムを迅速にスタートさせるために理事会を設置することを決議

する。

４．上記３項で述べた理事会及びその理事会が認定する運営組織が、本決議附属書で規定

す る ク リ ー ン 開 発 メ カ ニ ズ ム の 理 事 会 及 び 指 定 さ れ た 運 営 組 織 と 同 じ 方 法 で 運 営 さ れ る

こと、及び理事会の最初の会合は〔Y Y Y Y 年 M M 月 D D 日〕までに開催されることを決議

する。

５．本決議において、締約国会議は本決議附属書の規定に従い、「京都議定書の締約国の

会合としての役割を果たす締約国会議」の責任を引き受けることを決議する。

６．本決議は採択され次第発効し、本決議 1 3 項で述べる決議が「京都議定書の締約国の

会合としての役割を果たす締約国会議」によって採択されるまで効力を有することを決議

する。

７．〔選択肢１：科学上及び技術上の助言に関する補助機関に対して、その第 [x] 回会合

以前に、埋立地ガスを含む再生可能エネルギーと運輸部門を中心とするエネルギー効率化

技術に関する最終的なポジティブ・リストを作成するように要請する。

　　選択肢２：締約国が環境と社会への有害な影響を最小限に抑えるような方法で技術を

利用すべきことを重視して、下記の分類に基づく安全で環境上適正な、適格性のある事業

のポジティブ・リストを採択することを決議する。

　　( a )  再生可能エネルギー ：太陽エネルギー、風力エネルギー、持続可能なバイオマス、

地熱及び地熱発電、小規模水力発電、波力及び潮汐力、周囲温度、埋立地ガスを含むバイ

オガスからのエネルギー回収。

　　( b )  エネルギー効率化：熱電併給施設及びガス火力発電所向けの先端技術、既存のエ

ネルギー生産施設の大幅な改善、製造工程 ・建物・エネルギーの搬送・輸送・配給のため

の先端技術及び／又は大幅な改善、さらに効率的で汚染の少ない大量公共輸送機関（乗客

用と貨物用）、及び既存の車両の改良又は代替。

　　( c ) 需要側管理：家庭、業務、運輸及び産業における消費の改善。

　　( d )  京都議定書発効後の「京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会

議」第１回会合が上記３項で規定するポジティブ・リストを、当初のポジティブ ・リスト

で得られた経験に基づいて検討するように勧告する。

８．〔気候変動政府間パネル（I P C C ）に対して、理事会の指導によりベースライン設定の

ための指針を作成するように要請する。その際には下記を考慮に入れるものとする。即ち、

　　( a )  ク リ ー ン 開 発 メ カ ニ ズ ム の 方 法 と 手 続 に 関 す る 決 議 案 第[ - /CMP.1] 号附属書のベ

ースラインに関するすべての項、 [ クリーン開発メカニズムの暫定的段階について]  [ 暫定

的]  理事会が承認するすべてのベースライン設定方法、及び本決議附属書１で規定する委
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任事項。〕

９．〔科学上及び技術上の助言に関する補助機関に対して、その第 1 6 回会合でベースライ

ン設定に関する指針を採択するように要請する。〕

10．〔選択肢１：[締約国]  [地域的グループ] に対して、本決議附属書に含まれる方法に従

って〔暫定的〕理事会のメンバーを〔YYYY 年 MM 月 DD 日〕までに指名するように要請

する。

　　選択肢２：本決議附属書に含まれる方法に従って指名された、附属書２に含まれる [ 暫

定的]  理事会のメンバーを 選任する 。〕

11．〔条約事務局〕に対し、本決議附属書に含まれる、割り当てられた〔 暫 定 的 〕 職 務 を

実行するように 要請する 1。

12 ．締約国に対して、〔暫定的〕理事会の運営経費に充当するために設置される信託基金

へ資金を拠出するように 要請する 。この拠出金は、要請があれば、運営経費として徴収さ

れた「収益の一部」から返済されるものとする。

13．議定書発効後の「この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議」第１

回会合が下記の決議を採択するように勧告する。

決議‐／〔CMP.1 〕：京都議定書第 1 2 条で規定された

クリーン開発メカニズムに関する方法と手続

京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は 、

　京都議定書第３条及び第 1 2 条に含まれる諸規定を考慮に入れ、

　第 12 条 2２項及び３項に従って、クリーン開発メカニズム（CDM）は附属書Ⅰに含ま

れない締約国 3 が持続可能な開発を達成し、条約の最終的目標に対して貢献するのを支援

し、また附属書Ⅰに含まれる締約国が第３条に基づく排出の抑制と削減の数量化された約

束の一部を履行するのを支援するものであることを特に念頭に置き、〔また、本決議附属書

に対する附則 X に含まれる諸規定を考慮に入れ、〕

　認証された事業活動には、それぞれ附属書Ⅰに含まれる締約国と附属書Ⅰに含まれない

締約国が、クリーン開発メカニズムの上記二重の目的を達成するために参加しなければな

らないことを認識し、

　 持 続 可 能 な 開 発 を 目 的 と し て 附 属 書 Ⅰ に 含 ま れ な い 締 約 国 が 認 証 さ れ た 事 業 活 動 へ 参

                                                
1 〔暫定的ベースによる〕クリーン開発メカニズムの〔迅速なスタート〕〔設置〕が資源の問題に与える
影響を明確にする必要がある。
2 「条」とは、別途指定しない限り京都議定書の条項を意味する。
3 「締約国」とは、別途指定しない限り京都議定書の締約国を意味する。
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加することは、クリーン開発メカニズムが他のメカニズムとは異質であることを 認識し、

　【また、〔第３条 12 項〕〔京都議定書第３条 12 項に従って、一の締約国が他の締約国か

ら第 12 条の規定に基づき取得するいかなる認証排出削減量も、取得する締約国の割当量

に追加され [ること、及び]  京都議定書第３条と第 1 2 条は、それに従って一の締約国が他

の 附 属 書 Ⅰ に 含 ま れ な い 締 約 国 か ら 取 得 す る い か な る 認 証 排 出 削 減 量 も 取 得 す る 締 約 国

の割当量に追加されるが、これらいかなる取得も締約国が附属書 B に登録された排出の抑

制と削減に関する数量化された約束に従ってその割当量を変更することなく、第３条によ

る 排 出 の 抑 制 と 削 減 に 関 す る 数 量 化 さ れ た 約 束 の 遵 守 に 寄 与 さ せ る 目 的 で の み 行 わ れ る

と規定していること〕を念頭に置き、】

　更に、C D M に基づいて認証された事業活動からの「収益の一部」が〔主として〕〔運営

経費に充当するため、及び〕気候変動の有害な影響を特に受けやすい発展途上の締約国の、

特 に 最 も 影 響 を 受 け や す い 極 貧 層 の 人 口 を 対 象 と し て 食 料 と 農 業 の 持 続 性 に 対 す る 影 響

を考慮して、適応化努力に資金援助を行うために使われることを念頭に置き、

　【C D M の目的を達成するための行動において、締約国は条約第３条、特に下記を 考 慮

することを確認し、即ち、

〔衡平性：条約における衡平性の原則は、公正な開発の権利及び活動の地域的分布の

公平性、並びにすべてのメカニズムに公正な手続と必要条件が適用されること、を根拠と

して、CDM のすべての側面に適用しなければならない。発展途上国の開発の権利は、い

かなる方法でも有害な影響を受けてはならない。CDM は、発展途上国と先進国との間に

存在する不衡平性を存続させるいかなる可能性又は潜在性も持たないようにしなければな

らない。〕

〔衡平性：先進国と発展途上国の間の衡平性は、発展途上の締約国の人口一人当たり

排出量に関する公正な権利に関する衡平性で、発展途上国の人口一人当たり排出量が依然

として相対的に少ないこと、及び世界の排出量に占める発展途上国のシェアがその社会的

及び開発的ニーズを満たすために増大するであろうことを考慮し、また発展途上の締約国

の 最 大 か つ 最 重 要 の 優 先 課 題 は 経 済 的 及 び 社 会 的 開 発 と 貧 困 の 根 絶 で あ る こ と を 十 分 勘

案し、一方先進締約国は発展途上の締約国との間の人口一人当たり排出量の不衡平性を軽

減する観点から、国内の政策と措置を通して、引き続きその排出量を抑制し削減する必要

があることを確認するものである。[先進国は人口一人あたりの排出量が先進国と発展途上

国との間で収束経路（con-verging path）に到達する水準までその温室効果ガス排出量を

圧縮して、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ、いずれかの時点で低下させる傾向

と関連づけるものとする ]。

CDM は先進国と発展途上国との間の過去及び現在の不衡平性を凍結或いは存続させ

るいかなる可能性又は潜在性も固定化してはならない。CDM の実施は、公正な開発の権

利、附属書Ⅰに含まれる締約国と含まれない締約国による CDM 事業の超過軽減コストの
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共同負担、及び地域別にバランスのとれた活動を根拠とする必要がある。〔CDM に基づく

事業は、長期的に受入締約国の排出削減コストを引き上げるものであってはならない〕。〕

〔CDM 事業活動を通ずる排出の抑制と削減は、いかなる権利、所有権又は資格も作

り出す或いは付与するものではない。〕

〔包括性：第 12 条に基づく事業はすべての関連する温室効果ガスの人為的な発生源、

[吸収源、貯蔵庫]、適応化対策を包括的に対象とし、すべての経済分野を包含する。〕

持続可能な開発：CDM 事業活動は、受入締約国の設定する優先順位に従って受入締

約国の持続可能な開発に貢献するものとし、長期的な「生態的負債」を生み出してはなら

ない。〔しかし、これら活動は他の多国間協定又はアジェンダ 21 及び持続可能な開発委員

会で合意されている原則に反するものであってはならない。〕CDM は環境的及び社会的観

点から極貧者の生活の質を改善し、また受入締約国の民間部門における〔事業活動の計画

と実施に関連する〕機会を創出することを指向する必要がある。

〔気候変動への有効性：いかなる CDM 事業活動も、第 12 条 5 項(b)に従って、気候

変動の軽減に関連する実質的で測定可能な長期的便益をもたらすものとする〕。

〔追加性：発生源による人為的排出の削減 [及び吸収源による除去の人為的強化] は、

第 12 条 5 項(c)に従って、当該事業活動がなくても起こるであろうものに追加するもので

なければならない。附属書Ⅰに含まれる締約国から CDM 事業活動への [公的] 資金供与

は、 [条約の資金的メカニズムの枠内並びに現行の政府開発援助（ODA）の流れにおける

附属書Ⅱに含まれる締約国の資金的義務]  [地球環境ファシリティ [[及び]  [又は] その他附

属書Ⅰに含まれる締約国の資金的約束]、政府開発援助、[[及び]  [又は] その他協力体制か

らの資金供与 ] ]  [に明確に追加するもの] [ かつ]  [それらの流用にならないもの] でなけれ

ばならない。[ 通常の商業的に実行可能な事業は、C D M 事業の適格性を持てないものとす

る。]  〕

透明性：CDM に基づく事業活動と制度は、機密情報を保護すると同時に、締約国に

発生するコスト、リスク、債務に関するものを含めて、あらゆる面で透明でなければなら

ない。

非差別、競争の歪曲防止：発展途上のすべての締約国は、自主的に CDM 事業活動へ

参加する或いはそれを開始することができる。一方的な措置によって附属書Ⅰに含まれな

い締約国がいずれかの CDM 事業活動への参加或いはその開始を阻止されるようなことが

あってはならない。C D M の活動は受入国の市場における競争を歪曲してはならない。

後発発展途上国に特有のニーズ：CDM に基づく活動は後発発展途上国に特有のニー

ズ、特にその特殊な技術的ニーズ及び能力向上のニーズを十分に考慮に入れる必要がある。

小規模島嶼発展途上国に特有の脆弱性と特性：CDM に基づく活動は、小規模島嶼発

展途上国に特有の脆弱性と特性、特に適応化活動のための能力向上及び CDM 事業活動の

実施を考慮に入れる必要がある。
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気候変動の有害な影響を特に受けやすい発展途上国に特有の状況（特に最も影響を受

け や す い 極 貧 層 の 人 口 を 対 象 と し て 食 料 と 農 業 の 持 続 性 に 対 す る 影 響 を 考 慮 し て ）、：

CDM に基づく活動は、脆弱な発展途上国に特有の状況、特に適応化活動のための能力向

上及び CDM 事業活動の実施を考慮に入れる必要がある。

附属書Ⅰに含まれない締約国への〔最先端の、費用効果の高い〕技術及び財源の移転：

事業活動は、附属書Ⅰに含まれない締約国が必要とする〔先端的な〕環境上安全かつ適正

な技術へアクセスできるようにしなければならない。CDM 事業活動における技術移転は、

条約に基づく発展途上の締約国への技術移転に関する〔附属書Ⅰ〕〔附属書Ⅱ〕に含まれる

締約国の約束に追加するものでなければならない。発展途上の締約国に特有のニーズにつ

いては、技術的ニーズを明らかにし、技術習得能力の向上を支援する際に対処しなければ

ならない。

譲渡の可能性：一旦発行された CERs は他の締約国又は法人へ譲渡〔できる〕〔でき

ない〕。

ファンジビリティ／ノンファンジビリティ：締約国は排出削減単位〔、認証排出削減

量〕及び〔割当量単位〕〔割当量の一部〕を〔同等な環境的有効性を確保する目的で

COP/MOP が設定する規則と手続に従って〕取引すること〔ができる〕〔はできない〕。】

　決議第 B/CP.6 号を勘案して 、

１．決議第 B/CP.6 号に従って取られるいかなる対策も確認し十分に実施することを決議

する。

２．本決議の附属書に含まれる C D M に関する方法と手続を採択することを決議する。

３．第 12 条８項に従って使われる「収益の一部」は〔y の x％〕とし、そのうち〔z％未

満〕は運営経費に充当するために 附則 D に含まれる規定に従って徴収され、割り当てられ

るものとし、また〔100‐z％以上〕は附属書の附則 E で定義される適応基金 1 に割り当て

られるものとすることを決議する〔。気候変動の有害な影響を特に受けやすい発展途上の

締約国の適応化努力に資金援助を行うための「収益の一部」は、条約及び議定書の他の規

定に基づく適応化活動に対する附属書Ⅰに含まれる締約国による資金供与に追加されるも

のでなければならない〕。

４．選択肢１：更に、附属書に含まれる方法と手続及びそれに基づき設定される指針を見

直し、適宜改訂することを決議する。これは〔CDM の運営開始から〕５年後〔COP/MOP

による採択から３年以内〕とし、その後は定期的に行い、CDM 事業活動の実施とその地

理的分布、適応事業への資金援助の配分（distribution）、及び適応基金に関連する問題な

                                                
1 〔適応基金は、第６条と第 17 条に基づき、気候変動の有害な影響及び／又は第６条と第 17 条に基づ
く対応措置実施の影響を特に受けやすい発展途上締約国の適応化努力に資金援助を行うために設置され

るものとする。
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どを含めるものとする。改訂は、〔第一約束期間及び〕既に登録されている事業活動に影響

を与えないものとする。〔本決議に対するいかなる改訂も、全締約国のコンセンサスによ

って行われるものとする。〕

　　選択肢２：更に、主として CDM 事業活動の実施とその地理的分布並びに「収益の一

部」に関する 締約国による経験を考慮に入れて、これら〔方法と手続〕〔指針〕及び 本 決

議とその附属書 を将来改訂する可能性を検討できることを決議する。改訂は、第一約束期

間及び既に登録されている事業活動に影響を与えないものとする。〔 本 決 議 に 対 す る い か

なる改訂も、全締約国のコンセンサスによって行われるものとする。〕

５．〔条約事務局に対して〕本決議附属書に含まれる同事務局に割り当てられた職務を遂

行するように要請する 4 。】

                                                
4 運用に関するこの項の資源関係への影響を明確にする必要がある。
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Ⅱ．附属書：クリーン開発メカニズムに関する方法と手続

A ．京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の役割

１．【京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議（COP/MOP）は、下記

に関するものを含めて、主として第 12 条 1４項で述べる理事会の監督的役割の内容と範囲

を決定するものとする。

　(a) COP/MOP の決議を作成し実施するための規則、指針、又は手続を設定する理事会

の権能及び権限の範囲。

　(b) 〔それぞれ第 12 条５項と７項で述べた指定された運営組織及び／又は独立検査人の

[決定又は] 結論に対する「異議申し立て」に関する [決議]〕。

　(c) ある事業が主張する CERs 2 を実際に生み出しているか、いないならその後どうなる

かに関する当初の又は最終的な判定について考えられる何らかの役割（あるなら、どのよ

うな役割か）。

　(d) COP/MOP が第 12 条に基づく活動の進捗状況について報告を受けられるように、指

定された運営組織及び／又は独立検査人の活動を総合的に監視することに関する限界。

　(e) これら役割の一部又は全部の組合せ並びにその他の役割に従事すること。】

２．【〔COP/MOP は、下記を含めて主として理事会が COP/MOP に従属することの意義を

判断するものとする。〕〔理事会が C O P / M O P に従属することを認識して、〕

　(a) 理事会の決議に対する「異議申し立て」を COP/MOP へ持ち上げることができる〔か

どうか〕。そのような「異議申し立て」は認められ〔るか否かについて〕、COP/MOP は理

事会の決議又はその他の行為について独自の判断で見直し、変更、或いは破棄することを

妨げられないことを明確にしなければならない。

　(b) 〔COP/MOP が、COP/MOP の判断で或いは「異議申し立て」を理由として、理事

会の決議を見直す或いは検討する場合に、実施に関する補助機関（SBI）及び科学上及び

技術上の助言に関する補助機関（SBSTA）のそれぞれの役割を設定する必要がある。〕

　(c)  〔「異議申し立て」が認められる場合、どの機関、どの理由で又はどの種類の問題に

ついてそれを行うか〕〔理事会の決定に対する異議申し立て及び C O P / M O P の独自の判断

による理事会の決定の見直しに関する規則と手続は、これら手続における S B I 及びS B S T A

のそれぞれの役割に関する指針を含めて、附則 F で規定される。〕。

　(d) 〔「異議申し立て」が認められる場合、それを提起する期限、及び COP/MOP が「異

議申し立て」を検討するための手続。〕

                                                
1 「条」とは、別途指定しない限り京都議定書の条項を意味する。
2 「認証排出削減量」（CER）は、決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
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　(e) 〔それら「異議申し立て」が認められる場合、或いは COP/MOP が独自に理事会の

決議を見直す又は検討する場合、COP/MOP による問題の処理が終わるまで当該決議が停

止されるための条件。〕】

（注釈 ：４項は前記二つの項で取り上げた異議申し立ての問題に対処する。）

３．C O P / M O P は下記により CDM に関するその権限を〔行使し〕〔持ち〕、また CDM に

関する指導を行うものとする。

　(a) 理事会の年次報告書を検討し、〔該当する場合は〕〔事業の適格性、追加性の基準、

ベースラインの決定方法などの問題、モニタリング、検証、認証、認定、報告などの問題、

及び報告フォーマット  [に関する指針を設定する C O P / M O P による決議の 実施の管理状

況] について〕理事会へ必要な 指導を行う。

  (b) 〔理事会会合の暫定議題の作成と配布、及び〔附則…で規定された〕締約国 3 と認

定されたオブザーバーが理事会で行う発表に関する規則と手続を [承認する]  [定期的に見

直し、必要に応じて改訂する]。〕

　(c) クリーン開発メカニズムの理事会の職務を定める。

　(d) C D M の運営のための方法と手続の見直しを採択する 。認証された事業活動がない場

合にも起こるであろうものに追加的な排出削減かどうか判定するための方法論上の問題と

ベースラインに関する判断を含めて、クリーン開発メカニズムとそれに含まれる事業活動

の機能に関する原則、規則、方法、指針を立案する。

　(e) 選択肢１：〔認定機関〕によって指定される運営組織のリストを受け付ける。

　　 選択肢２：〔認定機関〕によって推奨される一連の運営組織を指定する。

　(f) 〔事業の公正な分布を〔確保する〕〔推進する〕ために、CDM 事業の地域別及び小

地域別の分布状況を見直し、それに基づき理事会へ適切な指導を行う。〕

４．選択肢１：〔C O P / M O P は理事会による決議に対する異議申し立てを検討する [ ことが

できる]  [ ものとする] 。C O P / M O P は、[ x か国]  の締約国又は C D M 事業活動の提案者の要

請により、或いは独自の判断により、・・・（訳注：原文は相当乱れており、網掛け部分が

二つ目の文の間に割り込んでいる） [ S B I と S B S T A のそれぞれの役割に関する指針を含

めて、]  理事会の決議に対する異議申し立てに関する規則と手続は、附則 F で規定される。

C O P / M O P は SBSTA 及び SBI の [技術上及び手続上の] 助言に基づき理事会の決議又は

その他の行為を見直し、変更し、或いは無効とすることができる。C O P / M O P は [x か国]

の締約国の要請を受けてから [ x ]  [か月]  [回の会合]  以内に最終決定を行うものとする。〕

（訳注 ：原文は相当乱れており、網掛け部分が二つ目の文の間に割り込んでいる）

                                                
3 「締約国」とは、別途指定しない限り議定書の締約国を意味する。
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　　選択肢２：〔COP/MOP は附属書Ⅰの締約国又は受入国、CDM 事業の提案者、又はそ

れら事業によって [ 受入国で直接]  影響を受ける公的な又は民間の組織 4 からの異議申し

立てを受け入れるものとする。〕

　　選択肢３：〔理事会の決議に関連して締約国が提起できる問題について、その目的の

ために立案される予定の規則に従って、検討し決議を行う。〕

　　選 択 肢 ４：（ 注 釈： 案 文 は 必 要 が な い 。 締 約 国 は C O P / M O P の 手 続 規 則 に 従 っ て

C O P / M O P の議案の中に理事会の決議に対する異議申し立てを含む議案を提案することが

できる。）

５．〔締約国間の紛争の [調停] [ 解決]  は、条約第 14条に従って行われるものとする。〕〔但

しかかる調停は、これら指針で言及される C O P / M O P 及び理事会、或いは決議…2 で言及

される遵守機関の権限又は決議に制限を加えたり、何らかの方法で無効とする或いは阻害

するものであってはならない。〕

６．但し、本項のいかなる規定も、理事会の決議或いはその他の措置の見直し、変更、又

は破棄を含めて、C D M の活動に関連すると自らが判断する問題について C O P / M O P が検

討し決議を行うことを妨げるものではない。

B ．理事会

７．理事会は、

　(a) C D M 事業活動が条約、議定書、及び C O P / M O P の関連するすべての決議と整合性を

持つように、C O P / M O P の権限と指導に従い C D M の〔日常的運営〕〔実施〕を監督するも

のとする。

　(b) 本決議、その附属書、及び C O P / M O P の関連する決議で述べられている職務及び委

任 事 項 を 実 行 す る 責 任 を 負 い 、かつ理事会は〔COP/MOP とは別の常設機関として〕

C O P / M O P に対して全面的に説明責任を負うものとする。（訳注： 原 文 は 網 掛 け し て あ る

が、以前の案文の一部）

　(c) C D M を機能させるために、規則、方法と指針、及び関連手続について C O P / M O P へ

勧告を行うものとする。

　(d) 〔ベースラインの立案と定義、及び認証された事業活動がなくても起こったであろ

うものに追加する排出削減かどうかの判定に関する U N F C C C の C D M 参照マニュアルを

維持し公表する。〕

                                                
4 「民間の又は公的な組織」は、第 12 条９項で述べる組織である。
2  「決議…」は、第 1 8 条 に 基 づ い て 遵 守 制 度 を 設 定 す る 決 議 を 意 味 す る 。
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  (e) 〔CDM 事業活動が、可能な限り温室効果ガス排出に関連するすべての人為的発生源、

[吸収源と貯蔵庫]  及び適応について包括的に対象とし、すべての経済分野を包含するよう

にするものとする。〕

　(f) 〔CDM 事業活動を行える分野及び含められる事業活動の種類 [を改訂或いは修正

し、] [ について C O P / M O P に対して勧告し]、 [COP/MOP に対してその採択勧告を提出す

るものとする ]。〕

　(g) 〔適格性の確認、登録、モニタリングに関する後述の G 、H 、I の諸規定に従って、

新 し い ベ ー ス ラ イ ン と 監 視 方 法 に つ い て [決定]  [承認]  [C O P / M O P に 対 し て 勧 告]  、

[COP/MOP に対してその採択勧告を提出するもの]とする。〕

　(h) 〔COP/MOP の決議 [に従って ] [ に沿って]  民間の及び／又は公的な組織へ指導を行

う。〕

　(i)  認定基準を見直し、C O P / M O P に対してその改正を勧告するものとする。

　(j) 適格性の確認と登録に関する後述の G と H の諸規定に従って、C D M 事業活動の登

録を行う。

　(k) C D M 事業活動の登録簿を作成し維持する。

　(l) C E R s の発行に関する後述の L の諸規定に従って C E R s を発行する。事業活動による

認証排出削減量及び第３条に基づく約束の履行の一助とするための締約国によるその取得

量を登録し説明するものとする。

　(m) C E R s の中央登録簿を維持し、毎年すべての締約国に対して、各締約国及びその居

住者である法人の登録簿口座について報告するものとする。

　(n) 第 1 2 条８項で言及されている収益の一部を、附則 E に従って評価、徴収、移転す

るものとする。

　(o) 選択肢１：〔CDM プロジェクトが公正に分布するための対策を提案する。〕

　　 選択肢２ ： 制 度 的 な 障 壁 を 明 ら か に す る 目 的 で 、 事 業 活動の 地 域 別 分 布 を 検 討 し

C O P / M O P へ報告する。

　(p) 〔主として理事会会合の暫定議題の作成と配布、及び締約国と認定されたオブザー

バーが理事会で行う発表に関連して理事会を効率的に機能させるための理 事 会 の 規 則 と

手続、及び [規則と手続に関する決議]  と [附則 G に基づく C O P / M O P によるその改訂]

について、C O P / M O P へ勧告を行う。〕

　(q) 理事会又は指定された運営組織による決議に基づく C D M の方法と手続の遵守に関

連して、締約国又は U N F C C C によって認定されたオブザーバーの提起する懸念に対処す

るための独立した検討手続を定め、採択するものとする。

　(r)  〔附属書Ⅰに含まれない締約国の C D M 事業への参加に必要な能力の向上を支援す

るために C O P / M O P が設定するメカニズムを適宜推進する。〕〔COP/MOP が設定する枠内

で第 12 条に基づく他の諸機関へ職務を適宜 [割り当て] [勧告し]、[また、特に附属書Ⅰに
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含まれないすべての締約国による幅広い参加の推進に必要な制度的能力の開発に関する多

国間機関の役割を定め ] [、COP/MOP での採択のためにその勧告を提出する]。〕

　(s) 〔事業の情報交換所となること、及び資金を必要としている C D M 事業活動案と 投

資 機 会 を 探 し て い る 投 資 家 に 関 す る要約情 報 を 公 表 す る こ と を含めて、必 要 に 応 じ て

C D M 事業活動の [ 国内、二国間及び]  [多国間]  資金調達を支援する。〕

　(t) 〔「CDM 公正配分基金」を管理する。〕

　(u) 〔登録された事業設計文書、受け取った公衆によるコメント、検証報告書、理事会

の決議、及び発行されたすべての C E R s に記載されているものを含めて、事業活動につい

て守秘義務のないすべての関連情報〕〔識別番号を含めて CDM 事業の登録に関する守秘

義務のない関連情報〕を公表する。

　(v) C O P / M O P の決議に含まれる適用対象の手続又は法律によって義務づけられる場合

を除いて、情報提供者の書面による同意なしに、他の場合であれば公表できない、特許或

いは極秘と記された C D M 事業参加者から入手した情報を開示してはならない。

　(w) C O P / M O P の各会合で、理事会の活動、登録された新規事業、及び発行された CERs

について報告し、適宜 C O P / M O P への勧告を作成して検討を求める。

　(x) 附則 E で定義される適応基金を効果的に管理できるようにする。

　(y) 附則 A の説明に基づき、第５条２項に従って事業ごとにベースライン設定方法を承

認する。

　(z) 理事会は、C O P / M O P の委任により、運営組織の〔認定機関〕〔となる〕〔を設置す

る〕〔を選定する〕。ある運営組織（OE）が事情聴取に基づきもはや基準又は決議を満たし

ていない場合は、当該 OE の指名を停止或いは取り消して、当該 OE へ通知し、決定を公

表する。理事会は附則 A 及び議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の関

連決議に含まれる基準と手続に従って、第 1 2 条５項及び７項の職務を遂行する運営組織

を認定して指名し、十分な根拠があればそれら運営組織の認定又は指名を停止又は取り消

すものとする。

（注釈 ：以前の 2 0 ～2 2 項は〔認定機関〕の項へ移してある。）

８．理事会は下記に基づき〔x 名〕の理事によって構成されるものとする。

　‐〔選択肢１：附属書Ⅰに含まれる締約国と含まれない締約国から同数の代表者。〕

　‐〔選択肢２：附属書 B I に含まれる締約国によりそこから選ばれる [ ８]  [ x ]  名と、附

属書 B I に含まれない締約国によりそこから選ばれる [ ８]  [ x ]  名。〕

　‐  選択肢３：国連が定めた五つの地域の締約国が提案するそ れ ぞ れ [ ３]  [ ７]  名の代

表者を [ 輪番制で] 。

‐　選択肢４：（COP の「ビューロー」など）締約国の慣行によって設定された固有の

バランスを反映した、公正で地理的に公平な構成で、かつ機能的に小規模なもの。
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‐　選択肢５：アジアの代表者２名、米州の代表者２名、欧州の代表者２名、アフリカ

の代表者２名、小規模島嶼国の代表者 [１] [２] 名で、合計 [９] [10] 名の理事。

‐　選択肢６：UNFCCC 手続規則 22 号に基づいて選定される 11 名に、附属書Ⅰに含

まれる締約国によって選定される２名及び附属書Ⅰに含まれない締約国によって選

定される３名を加えて合計 16 名とする。

９．理事会の理事は〔国連が定めた五つの地域のそれぞれの〕附属書Ⅰに含まれる締約国

〔及び含まれない締約国〕によって指名され、〔C O P / M O P 〕〔それぞれ附属書Ⅰに含まれ

る締約国と含まれない締約国〕によって選出され、また〔締約国によって推薦され〕〔国

連が定めた五つの地域の [それぞれで] [適切なる地域で] 指名され〕るものとする。〔空席

も同じ方法で埋めるものとする〕〔空席は、空席となった理事を指名した地域グループに

よって指名される後継者を COP/MOP が選出して埋めるものとする〕。

10．理事は２年〔まで〕の期間について指名され、最大限２期〔連続〕の就任が可能とす

る。任期を互い違いとするために、附属書Ⅰに含まれる締約国と含まれない締約国からそ

れぞれ最初に指名された 委員のうち〔y 名〕〔半数〕は、最初の任期を〔１〕〔３〕年とす

る。委員はその後任者が選出されるまで職にとどまるものとする。

11．理事は適切な技術的専門知識を持ち、〔また個人の資格で行動するものとする〕。

12．理事は、登録その他の目的で理事会へ提出されるいかなる C D M 事業活動とも、金銭

的その他の利害関係を持たないものとする。

13．理事は、理事会による C E R s の発行について、金銭的その他の利害関係を持たないも

のとする。

14．理事会に対する責務として、理事は理事会におけるその職務により知り得た守秘義務

のある情報を開示してはならない。

15．守秘義務のある情報を開示してはならないと言う理事の義務は、当該理事に関する義

務であり、理事会の理事としての任期が終了後も義務として残るものとする。

16．その職務を引き受ける前に、各理事は事務局長、又は自身の認可する代表者を証人と

して下記の宣誓を書面によって行うものとする。
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17．理事会は、下記のいずれかを根拠として理事の解任を決議することができる。即ち、

  (a) 利害の対立に関する規定の違反、

(b) 守秘義務規定の違反、

(c)  [x ]  回続けて理事会の会議へ出席しなかった場合、及び

(d) 理事会が妥当と判断する他の理由。

18．選択肢１：COP/MOP は理事会の議長と副議長を理事の中から選出するものとし、そ

のうち一人は附属書Ⅰに含まれない締約国の理事とする。

　　選択肢２：COP/MOP は理事会の議長と副議長を地域的に公正な順番で選出するもの

とする。

　　選択肢３：理事会は独自にその議長と副議長を選出するものとし、そのうち一人は附

属書 B I に含まれる締約国から、もう一人は附属書 B I に含まれない締約国から選ばれるも

のとする。議長と副議長は、それぞれ附属書 B I に含まれる締約国の理事と含まれない締

約国の理事との間で毎年交代するものとする。

19．理事会は年間３回以上、必要に応じて会合するものとする。

20．理事会の議決に要する定足数は、附属書 B I に含まれる締約国の理事の過半数、及び

附属書 B I に含まれない締約国の理事の過半数を合わせた理事の３分の２以上とする。

21．【理事会の決議は可能な限りコンセンサスによるものとする。議長は〔可能な限り〕

コンセンサスを確保するものとする。〔コンセンサスのためのあらゆる努力が払われても

合意に到達できなかった場合、[実体的な事項に関する] 決議は [ 会合に出席して投票を行

う]  [ 附属書 B I に含まれる締約国によりそこから選出された理事の過半数及び附属書 B I に

含まれない締約国によりそこから選出された理事の過半数を満たす]  理事の３分の２の多

数決によって行われるものとする 。〕手続上の問題に関する決議は、出席して投票する理

事の多数決とすることができる。ある事項を手続上の問題として取り扱うかどうかに関す

る決議は実体的な問題と見なすものとする。】投票を棄権する理事は、投票しなかったと

見なすものとする。

22．〔理事会は、国連の定める五つの地域のそれぞれから少なくとも１名の理事が出席し

ていなければ決議を行わないものとする。理事会は、自らが責任を持ついかなる決議も他

へ委任することは認められない。〕

23．選択肢１：〔理事会の会合には、その規則と手続によって別途禁止される場合を除き、
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それら規則と手続に従って、すべての締約国及びすべての認定されたオブザーバーが、オ

ブザーバーとして自由に出席できるものとする。〕

　　選択肢２：〔理事会の会合は非公開とし、招致されたオブザーバーのみ出席できるも

のとする。〕

24．理事会によるすべての決議の全文は事務局によって保管され、〔各締約国 [及び適宜そ

の他の組織] [及び COP/MOP が受け取る必要があると判断する部類の個人及び組織へ] 通

達され、公開可能にされるものとする。理事会で使用される言語は英語とする。決議は国

連の六つの公用語に翻訳され公開可能とする。〕

25 ．選択肢１：理事会は、適宜 C O P / M O P の指導に基づき、その活動に必要な運営上の支

援を手配することができる。〔UNFCCC の〕事務局は、〔条約第８条 2 項( a ) 及び 2 項( g )

に述べられたその職務の範囲内で〕〔理事会の要請に基づき、COP/MOP の指導のもとに〕

〔必要に応じて理事会を支援する〕〔理事会に対して運営上及び事務上の支援を提供する〕

〔ものとする〕〔ことができる〕。この支援には、第 12 条６項に関するものを含めた CDM

活動に関する情報のとりまとめ、統合、普及、及びその他理事会が要請する事務的職務の

遂行を含めることができる。

　　選択肢２：理事会は技術的及び管理的スタッフで構成される理事会専用の事務局の支

援を受けるものとする。理事会は条約事務局の中に設置され、条約事務局はこの役割を受

け入れられるように拡大されるものとする。

26．理事会は、技術的及び方法論上の問題〔を取り扱う〕〔について助言する〕 た め に 、

適宜地域的バランスを考慮に入れた方法で 〔外部の〕〔専門家〕〔専門的知識〕に依存する

ことができ〔る。〕〔るが、利害対立の回避に関する附則 H の規則を厳格に遵守することを

条件とする。〕

27．理事会は、その職務の遂行を支援するための委員会、パネル、又は作業グループを設

置することができる。

（注釈：以下の各項は理事会と、下記の D 項で職務を説明する運営組織との間の関係に関

するものである。）

28．理事会は、CERs の発行要請を受け取り次第、第 12 条８項で述べた「収益の一部」

を評価するものとする。理事会は事業活動の結果として発行される CERs の数量から、〔事
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業参加者 5 へ配分（distribution）する前に、〕適切な〔収益の一部〕〔CERs の数〕を差し

引くものとする。運営経費に充当される収益の一部の金額は、理事会がその目的のために

保有するものとする。気候変動の有害な影響を特に受けやすい発展途上の締約国の適応努

力に資金援助を行うために使われる〔残る〕収益の一部の金額は、〔[COP] [COP/MOP] に

よって設置される適応基金へ移管される〕（附則 E 参照）〔既存の制度を通じて提供され

る〕ものとする。

29．〔事務局は、登録簿に関する決議第 D/CP.6 号の諸規定に従って CERs の生成、移転、

償却を登録して報告し、中央登録簿を維持し、毎年すべての締約国に対して各締約国及び

その居住者である法人の登録簿口座について報告するものとする。〕

【C ．〔認定機関〕

（注釈 ：上記７項( z ) は一つの選択肢として認定機関の職務を理事会へ割り振っており、従

って本項では理事会と認定機関の双方ともカッコでくくる必要はない）

30．〔 [認定機関] は附則 A に含まれる基準と手続及び〔理事会〕〔COP/MOP〕による関

連決議に従って運営組織を認定するものとする。理事会〔認定機関〕は適宜認定基準を適

宜見直し、COP/MOP に対して認定基準の改訂及び修正の採択を勧告することができる。〕

〔運営組織の認定に関する作業を担当する [ 認定機関]  は、理事会がその補助機関として

設置するものとする。この [ 認定機関]  は理事会の指導のもとに機能する。第 1 2 条５項の

規定により、認定した運営組織のリストを C O P / M O P へ提出して指定の承認を求めるもの

とする。〕〔附則 A に含まれる基準に基づき、理事会は C O P / M O P に対して第 1 2 条５項で

言及する運営組織の指定候補者について勧告するものとする。〕

31．選択肢１：〔認定機関〕によるこの認定は、第 1 2 条５項に規定されている C O P / M O P

による運営組織の指定に対応するものである。理事会〔認定機関〕は毎年 C O P / M O P に対

して指定された運営組織のリストを提出するものとする。理事会〔認定機関〕は指定され

たすべての運営組織について公開可能なリストを維持するものとする。

　　選択肢２：第 1 2 条５項の規定に基づき、理事会〔認定機関〕は第 1 2 条５項に従って

運営組織を指定するため、認定された組織のリストを C O P / M O P へ提出して承認を求める

ものとする。理事会〔認定機関〕は指定されたすべての運営組織について公開可能なリス

トを維持するものとする。

                                                
5 「参加者」とは、CDM 事業活動〔について〕〔を実施するための〕契約を締結している締約国、締約

国〔に居住する〕〔の〕民間の又は公的な組織、又はそれら双方を意味する。
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32．〔認定基準に関連して運営組織の提出する情報が認定に関する決議の実施に不十分な

場合、[認定機関]  は運営組織と協力して能力分析を行うことができる。これは

(a) 評価されるニーズに対応する技能の査定からなり、

(b) 関連する各技術分野の必要条件を対象とし、

(c) 当該運営組織が CDM 活動の代表的な技術分野、環境的状況及び関連する影響を明

確にできることを立証するためのものである。〕

33．〔認定機関 〕〔理事会〕は、〔ｘ〕年を越えない定期的間隔で、またどの段階であれ抜

き打ち検査を通じて、指定されたそれぞれの運営組織が引き続き認定基準に準拠している

か見直すものとする。それには適宜下記が含まれる。

( a )  指定された運営組織の関連する職務及び活動の検査、

( b )  下請けに出す作業を含めて、適格性の確認、検証又は認証作業の質の監視。

34．指定された運営組織を見直すに当たり、〔認定機関〕〔理事会〕は必要に応じて運営組

織及び／又は事業参加者に追加の情報を要求することができる。

35．理事会〔認定機関〕は、ある運営組織がもはや認定の基準又は適用される C O P / M O P

の決議を満たしていないと判断した場合、〔C O P / M O P が最終承認するまで暫定的に、〕当

該組織の指定を 〔C O P / M O P が〕停止又は撤回する〔ように、C O P / M O P へ勧告する〕こ

とができる。理事会〔認定機関〕はかかる決定を指定された 当該運営組織と C O P / M O P へ

直ちに通知するものとする。指定 〔 の 停 止 又 は 撤 回 を 勧 告 す る 〕〔を撤回する〕という理

事会〔認定機関〕のいかなる決議も、指定された当該運営組織が聴聞の機会を持った後で

のみ行われるものとする。理事会〔認定機関〕はこの種の事例に関する決議を公表するも

のとする。

36．〔登録されている事業活動は、それに関する適格性確認報告書、検証報告書又は認証

書の中で見いだされた欠陥が指定の停止又は撤回の理由とならない限り、指定の停止又は

撤回の影響を受けないものとする。〕ある事業活動について、適格性確認報告書、適格性

検 証 報 告 書 又 は 認 証 書 の 中 で 見 い だ さ れ た 欠 陥 が 指 定 さ れ た 運 営 組 織 の 指 定 の 停 止 又 は

撤回の理由となる場合、理事会は当該事業活動の登録の継続或いは発行された C E R s の有

効性などへの影響について決定を行うものとする。〔登録された事業活動に有害な影響を

与える決定は、影響を受ける事業参加者が聴聞の機会を持った後でのみ行われるものとす

る。〕
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D ．指定された運営組織

37．指定された運営組織〔に〕は、D 項、G ～K 項及び本決議の附属書並びに C O P / M O P

〔及び理事会〕のその他関連決議で述べる職務を遂行する責任を〔 負 わ せ る 〕〔 負 う 〕 も

のとする。

38．指定された運営組織は、

(a) 〔[認定機関] を通じて〕〔COP/MOP〕によって〔認定〕〔指定〕されるものとする。

　(b) 理事会の監督を受け、理事会を通じて C O P / M O P に対して説明責任を負うものとす

る。

　(c) CDM 事業活動案の適格性を確認する。

　(d) C O P / M O P の決議する方法と手続に従って、認証された事業活動がない場合でも起

こったであろうものに追加する発生源による人為的な排出の削減及び〔吸収源による人為

的除去の強化〕 を検証し、監視し、認証する。

　(e) 〔理事会 [及び CDM について指定された受入締約国の国内当局]  の監督を受け、理

事会を通じて COP/MOP に対して全面的な説明責任を負うものとする。〕

　(f) C O P / M O P 〔及び理事会〕の該当する決議で指定される方法と手続を 遵守すべき対象

となる。

　(g) 〔CDM について指定された受入締約国の国内当局によって、そこで運営することを

承認される〕〔及び／又は〕〔C D M 事業活動の適格性確認、検証又は認証を行う受入締約

国の適用法を遵守する〕ものとする。

　(h) 当該運営組織及びその下請け組織が 、適格性の確認、監視、検証、又は認証を行う

組織として選定されている C D M 事業活動の参加者との間に[ 実体的又は想定される] 利害

の対立がないようにする。（訳注：原文は文章が乱れており、カッコは付加）

　(i) 認定基準に関連する状況に変化が生じた場合に、直ちに〔認定機関〕〔理事会〕〔 及

び受入国〕へ報告する。状況の変化が認定基準に違反するものではないと〔認定機関〕〔理

事会〕が判断した場合、認定機関は当該運営組織の認定を追認するものとする。

　(j) 〔自らが適格性確認を行った CDM 事業活動を検証及び／又は＿＿してはならない。〕

C D M 事業活動については下記の職務のいずれか一つだけを行う。即ち、適格性確認、モ

ニタリング〔、検証又は認証〕〔又は検証と認証〕。（訳注 ： 下 線 部 が い ま だ に 欠 落 し て い

る）

　(k) 〔発生源による人為的な排出の削減 [及び／又は吸収源による人為的除去の強化] を

自らが適格性確認、検証及び／又は認証したすべての C D M 事業活動のリストを維持し公

表するものとする。これには、該当する場合にそれらの職務に使用した下請け業者の特定

も含まれる。運営組織は認証された各事業活動の記録を、クリーン開発メカニズムを担当

する事業受入締約国の指定された国内当局に提供するものとする。〕
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　(l) 附則 A に従って理事会へ年次活動報告書を提出する。附則 A で義務づけられる文書

化と記録のシステムを当該年次報告書の根拠とするものとする。

E ．参加

39．C D M 事業活動への参加は自主的なものである。

40．附属書Ⅰに含まれない締約国は、下記の場合に C D M 事業活動〔から便益を受ける〕

〔へ参加する〕〔に着手する〕ことができる。

　(a) 議定書を批准している。

　(b) 〔条約第 1 2 条に基づくその約束〕〔を遵守している〕〔に対する不遵守を立証されて

いない〕。

　(c) 〔C D M について設定された規則と指針及び関連する議定書の諸規定 [ を遵守してい

る]  [ に対する不遵守を立証されていない] 〕。

　(d)〔COP/MOP によって採択された遵守制度に拘束されており、その手続とメカニズム

に従って、CDM への参加から除外されていない。〕

　(e) 〔決議第 D/CP.6 号に含まれる登録簿に関する諸規定  [に準拠している] [ を履行して

いる]。〕

41．〔附属書Ⅰに含まれない締約国は、特に決議第 1/CP.3 号 5 項(e)に関連して、CDM に

基づく事業を  [附 属 書 Ⅰ の 締 約 国 が 開 始 す る 事 業 に 適 用 さ れ る 方 法 と 手 続 に 基 づ い て ]

[C D M に基づく方法と手続及びそれに基づく指針を遵守することにより]、個別に又は共同

で提案、開発、資金供与、実施することができる。[第 1 2 条８項で述べる目的のために留

保される C E R s を除いて]  かかる事業が生成する CERs は、 [当該事業活動に参加してい

る]  附属書Ⅰに含まれる締約国又は附属書Ⅰに含まれる締約国 [の居住者である]  [の]  法

人が第３条に基づく [その] [参加している締約国の]  約束を履行するために[受入締約国の

国内政策に従って、移転することができる] [移転されるものとする]。〕

選択肢 A：（42 項）

42．附属書Ⅰに含まれる締約国 6 は、第３条に基づく排出の抑制と削減に関する数量化さ

れた約束の一部 を履行するため〔補足性の規定を条件として、第３条に基づくその排出の

約束の達成に対する不足分を補うため〕下記の場合に C E R s を使うことができる。

　(a) 議定書を批准している。

                                                
6「附属書Ⅰに含まれる締約国」とは、今後改訂される可能性もある条約附属書Ⅰに含まれる締約国、又

は条約第４条 2 項(g)に基づき通知をした締約国を意味する。
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　(b) 【〔排出目録と割当量の計算に関する〕〔京都議定書〕〔第５条と第７条 〕〔及び条約

[ 第 1 2 条] 〕に基づくその約束〔を遵守している〕〔に対する不遵守を立証されていない〕。】

　(c) 〔C O P / M O P によって採択される[ いかなる 遵守制度に拘束されており] 、C D M への

参加から、その手続とメカニズム [ 特に第２条１項及び３項、第３条２項及び 1 4 項、第６、

11 、1 2 、1 7 条に関する諸規定]  に従って、除外されていない。〕

　(d) C D M について設定された規則と指針〔及び議定書の関連する諸規定〕〔を遵守して

いる〕〔に対する不遵守を立証されていない〕。

　(e)〔決議第 D/CP.6 号に含まれる登録簿に関する諸規定〔に準拠している〕〔を履行して

いる〕〔に対する不遵守を立証されていない〕。

　(f) 〔[ 附則 X に従って]  国内の [ 行動]  [ 政策と措置]  を通じて十分な排出削減を達成して

いる。〕

選択肢 B（43～44 項）

43．附属書Ⅰに含まれる締約国は、下記の場合に第３条に基づくその排出の抑制と削減に

関する数量化された約束を履行する一助として C E R s を使うことができる。

　(a) 4 4 項( a ) に基づく報告書を提出する時点まで及びそれ以降に、第５条１項及びそれに

基づき決定される指針の必要条件に従って、モントリオール議定書によって規制されてい

るものを除くすべての温室効果ガスの発生源による人為的排出〔及び吸収源による強化さ

れた人為的除去〕の数量を推定する国内制度を設定している。

　(b) 4 4 項( a ) に基づく報告書を提出する時点まで及びそれ以降に、〔第７条４項〕〔決議第

D/CP.6 号〕及びそれに基づき決定される指針の必要条件に従って、その割当量のすべての

変化を説明し追跡するためのコンピューター化された国内登録簿を備えている。

　(c) 4 4 項(a ) に基づく報告書を提出する時点までに、第７条４項及びそれに基づき決定さ

れる指針の必要条件に従って、その最初の割当量を設定している。

　(d) 4 4 項( a ) で説明する報告書の中で、〔モントリオール議定書によって規制されている

ものを除く温室効果ガスの発生源による人為的排出 [ 及び吸収源による強 化 さ れ た 人 為 的

除去] 〕 について最新年次の年間目録を、第５条２項と第７条１項及びそれに基づき決定

される指針に含まれる必要条件に従って、提出している。

　(e) その後も、4 4 項( a ) で説明する報告書の提出に続いて、第７条１項及びそれに基づき

決定される指針に含まれる必要条件によるその割当量に関する年次報告書〔情報〕、 及 び

第 ５ 条 ２ 項 と 第 ７ 条 １ 項 及 び そ れ に 基 づ き 決 定 さ れ る 指 針 に 含 ま れ る 必 要 条 件 に よ る 年

間目録を、それぞれ提出している。

　(f) 〔C O P / M O P が採択するいかなる遵守制度にも拘束されている。〕

　(g) 〔義務づけられた最新の定期的国別報告書を提出している。〕
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44．附属書Ⅰに含まれる締約国は、

　(a) 上記 4 3 項( a ) ～( d ) 〔、( f ) 及び( g ) 〕の必要条件を満たしていることを文書化した報告

書を事務局へ提出して〔X X 〕か月（第８条の専門家による検討チームと遵守 [ …]  の遵守

強制部門に問題の有無を確認し判断をする妥当な機会を与えるに十分な期間）が経過して

から、それら必要条件の一又は複数を満たしていないと遵守 [ …]  が判断しない限り、第

３ 条 に 基 づ く そ の 排 出 の 抑 制 と 削 減 に 関 す る 数 量 化 さ れ た 約 束 を 遵 守 す る 一 助 と し て 、

C E R s を使用することができる。（訳注：[ …] は「委員会」と考えられる）

　(b) 遵守〔…〕の執行部門が事務局に対して、上記 4 3 項( a ) ～(d) 〔、( f ) 及び( g ) 〕の必要

条 件 に 関 連 し て 当 該 締 約 国 が 何 ら 実 施 上 の 問 題 に つ い て 処 分 を 受 け て い な い と 通 知 し て

いる場合は、さらに早い時期から第３条に基づくその排出の抑制と削減に関する数量化さ

れた約束を遵守する一助として、C E R s を使用することができる。

　(c) 上記 4 3 項( a ) ～〔( e ) 〕〔( g ) 〕の必要条件の一又は複数を満たしていないと遵守〔…〕

が判断しない限り或いは判断するまで、引き続き参加することができる。遵守〔…〕から

上記の必要条件の一又は複数を満たしていないと判断された締約国は、これら必要条件を

満たしたと遵守 〔…〕が判断した時のみ、再び参加資格を持つものとする。

（注釈 ：選択肢 B は遵守に関する決議に関連している。）

【選択肢 C（45～46 項）：

45．第一約束期間の開始に先立って、第８条に基づき設置される専門家による検討チーム

は、第３条の諸規定に基づく移転と取得に関する下記の適格規準の、附属書Ⅰに含まれる

締約国による遵守状況を検討するものとする。

　(a) 議定書の批准。

　(b) 〔COP/MOP によって採択される [いかなる遵守制度にも拘束されており、] CDM

への参加から、その手続とメカニズム [、特に第２条１項と３項、第３条２項と 14 項、第

６、11、12、17 条に関する諸規定] に従って、除外されていない。〕

　(c) 〔決議第‐/CP.6 号で設定される指針に従って、発生源による人為的排出 [及び吸収

源による人為的除去の強化] を推定するための国内制度の実施。〕

　(d) 決議第 D/CP.6 号で設定される指針に従って、第３条 10、11、12 項の諸規定に基づ

き移転又は取得される割当量の一部、認証排出削減量、排出削減単位を追跡する国内登録

制度の設定。

　(e) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する基準年温室効果ガス排

出目録と温室効果ガス目録報告書の完全性と正確性。

　(f) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する入手可能な最新の年間

温室効果ガス排出目録と温室効果ガス目録報告書の期限までの提出、完全性及び正確性。
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　(g) 決議第 4/CP.5 号で指定された、又はその後の〔COP〕〔及び／又は〕〔COP/MOP〕

の決議によって改訂される指針に従って義務づけられる最新の定期的国別報告書の提出。】

46．〔第一約束期間の開始後、遵守機関は  [決議第‐/CP.6 号 3 で設定される手続規則に従

い、また]  専門家による検討チーム又はいずれかの締約国が [ 決議第‐/ C P . 6 号で設定され

る手続に従って]  提出する情報に基づいて、附属書Ⅰに含まれる締約国による下記の適格

規準の継続的な遵守状況を検討し、それに関する決議を行うものとする。

　(a) COP/MOP が定める期日までに年間温室効果ガス目録と温室効果ガス目録報告書の

提出。

　(b) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する年間温室効果ガス目

録と温室効果ガス目録報告書の完全性と正確性。

　(c) 決議第 D/CP.6 号に含まれる指針に従って国内登録制度の維持。

　(d) 決議第 4/CP.5 号で指定された、又はその後の〔COP〕〔及び／又は〕〔COP/MOP〕

の決議によって改訂される指針に従って定期的国別報告書の提出。

47．〔附属書Ⅰに含まれる締約国の排出量がその割当量に満たない場合、当該締約国は取

得した CERs を次の約束期間に使うか、又は別の附属書Ⅰの締約国が現行の約束期間に使

用できるように移転することができる。 [CERs の取得は当該約束期間の割当量又は第 17

条に基づき移転可能な割当量のいかなる一部も変更するものではない。]〕

48．〔第４条に基づき事業を運営している締約国は、同じ第４条の取決めに基づき運営し

ている他の締約国又は当該締約国が所属しそれ自体が議定書の締約国となっている地域的

な経済統合のための機関が、第５条及び第７条に基づくその義務を履行していない場合、

CDM 事業活動から発生する CERs を [第３条によるその約束を履行する一助として]  [取

得] [ 及び／又は]  [使用] することが [できる] [できない]。〕

49．選択肢１：国際金融機関及び多国間基金を含めて、附属書Ⅰに含まれる或いは含まれ

ない締約国〔の居住者である〕〔の〕 民間の又は公的な組織は、下記の場合にそ れ が 立 地

している又は合法的な居住者である当該締約国の承認を得て C D M 事業活動に参加するこ

とができる。

　(a) 当該締約国が、〔該当する場合に、第３条に基づく排出の抑制と削減に関する数量化

された約束を履行する一助として CERs を使用することができる〕〔C D M への参加から除

外されていない〕。

                                                
3 「決議第‐/ C P . 6 号」は、第 1 8 条 に 基 づ き 遵 守 制 度 を 設 定 す る 決 議 に 関 連 す る も の で あ る 。
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　(b) 当該組織が、C D M について設定された規則と指針 〔及び議定書の関連する諸規定〕

〔を遵守している〕〔に対する不遵守を立証されていない 〕。

　(c) 当該組織が、理事会〔及びその国の政府〕による指導を履行している。

　　選択肢２：国際金融機関及び多国間基金を含めて民間の又は公的な組織は、関与する

締約国の承認を得て C D M 事業活動へ参加することができる。

50．〔CDM は、附属書Ⅰに含まれる締約国と含まれない締約国の CDM 事業活動への参加

をともなうものである。附属書Ⅰに含まれる締約国は、附属書Ⅰに含まれない締約国にお

ける持続可能な開発を支援する事業に資金供与を行うものとする。締約国は、理事会によ

る指導を条件として、その民間の及び／又は公的な組織の CDM 事業活動への関与につい

て責任を負うものとする。〕

51．選択肢１：〔CDM 事業活動へ参加する締約国は、参加する事業活動について及びその

民間の及び／又は公的な組織の関与について、あらゆる段階及びあらゆる局面で責任を負

うものとする〕。C D M 事業活動への民間の及び／又は公的な組織の参加は、議定書及び条

約に基づく附属書Ⅰに含まれる締約国の約束に影響を与えるものではない。〔附属書Ⅰに

含まれない締約国が CDM 事業活動の承認の時点で明確に認めていなかったすべてのコス

ト、リスク或いは責任は、参加する附属書Ⅰに含まれる締約国の責任と見なされるものと

する。〔附属書Ⅰに含まれる締約国或いは [その居住者である]  [その] 組織が関与してい

ない事業では、受入締約国が事業の全責任を負うものとする。〕

　　選択肢２：〔第 1 2 条 3 (a ) 項で言及する活動及び認証排出削減量の取得を含めて、C D M

に基づき〕民間の及び／又は公的な組織の 〔C D M 事業活動への〕参加を認可する締約国

は、議定書及び条約に基づくその義務の履行について引き続き責任を負い、かかる参加が

本附属書と整合性を保つようにするものとする。

52．締約国は、当該締約国及び〔その居住者である〕〔その〕組織またはその管轄区域で

操業する組織による C D M 事業活動への参加について、C D M について設定する規則及び

指針と整合した国内の規則又は指針を立案することができる。締約国はその国内の規則と

指針を公表するものとする。

53．C D M に参加する附属書Ⅰに含まれない締約国は、

　(a) その領土内に立地する C D M 事業活動を承認し、（承認文書を）提出し、また認定、

適格性確認、モニタリング、検証に関する調整作業の中核となる C D M 担当国内当局を指

定するものとする。（訳注：カッコ内の文言は原文にない）

　(b) 〔[ 適格性を確認された]  C D M 事業活動を [ 事業設計文書 に基づいて]  検討及び承認
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するための手続を含めた  [法的] [及び制度的]  [ 又は管理的]  枠組みを立案し発表する。〕

　(c) C D M 事業活動への参加について設定される原則、規則、方法、指針と整合性を持つ

国内の指針を発表する。

　(d) 事業設計文書に基づいてそれぞれの CDM 事業活動を承認し、受入締約国の持続可

能な開発の達成に資することを確認する。

　(e) 指定された C D M 担当の国内当局から事業の参加者へ、受入締約国が 適格性を確認

された 各事業活動を承認したことを立証する正式承認文書を交付する。これには当該事業

活動が受入締約国の持続可能な開発の達成に資するという確認も含まれる。

　(f) ベースラインの設定に必要なデータへのアクセス及び／又はその作成について適宜

事業の参加者と協力する。

　(g) 〔C D M への参加を承認した締約国〔の居住者である〕〔の〕民間の又は公的な組織

に関する公開可能な最新のリストを維持する。このリストは当事務局と公衆に対して公表

されるものとする。〕

　(h) 〔C D M への参加を承認した民間及び公的な組織に、適用される規則と手続を履行さ

せるものとする。〕

　(i) 〔附則 C に従って報告を行う。〕

54．【C D M に参加する附属書Ⅰに含まれる締約国は、

　(a) C D M 事業活動を承認する C D M 担当の国内当局を指定するものとする。

　(b) 事業設計文書に基づいて C D M 事業活動を検討し承認するための手続を含めた〔法

的及び〕制度的枠組みを立案し公表する。

　(c) 指定された C D M 担当の国内当局から事業の参加者へ、〔適格性を確認された〕 各

C D M 事業活動の承認を立証するための正式承認文書を交付する。

　(d) 〔C D M への参加を承認した当該締約国 [の居住者である] [の]  民間の又は公的な組

織に関する公開可能な最新のリストを維持する。このリストは当事務局と公衆に対して公

表されるものとする。〕

　(e) 〔C D M への参加を承認した民間及び公的な組織に、適用される規則と手続を履行さ

せるものとする。〕

　(f) 〔附則 C に従って報告を行う。〕】

55．【｛締約国の適格性の問題を含めて、決議第‐/CP.6 号 4 で規定される遵守制度の対象

とならない不遵守の問題は、C D M 理事会によって解決され、履行に関するその他すべて

の問題は理事会によって決定されるものとする。第 1 2 条の諸規定及び／又は適格性の必

                                                
4 「決議第‐/ C P . 6 号」は、第 1 8 条 に 基 づ き 遵 守 制 度 を 設 定 す る 決 議 に 関 連 す る も の で あ る 。



- 81 -

要条件を含めて、C D M について設定される原則、方法、規則及び指針に対する〔 複 数 締

約国 [ 一締約国又は] 〕〔複数組織 [ 又は一組織] 〕による履行関連の問題は、〔決議第- /CP.6

号 5 に従って〕締約国、運営組織、〔附属書Ⅰに含まれる締約国に関する第８条に基づく検

討プロセス〕或いは〔他の手段によって〕提起することができる。〔可能な場合、〕これら

不遵守の問題及び締約国間で発生するすべての紛争は〔CDM の枠組みの中で理事会が〕

〔[第 18 条] [ 及び第 1 9 条]  に基づく手続きに従って〕解決するものとする。｝｛附属書Ⅰの

締約国が〔C E R s を取得する〕〔遵守の一助として C E R s を使用する〕ために満たさなけれ

ばならない 4 2 ～4 4 項に基づく必要条件を除いて、〔運営組織による本決議諸規定に対す

る〕不遵守の問題は、C D M の枠組みの中で理事会によって解決されるものとする。｝これ

らの問題は迅速に解決するものとする。】

（注釈 ：民間の又は公的な組織が故意に間違った情報を提供した場合に起こり得る結果に

関する項目が必要か？　附属書Ⅰに含まれない締約国が適格性を喪失した場合に、既存の

C D M 事業活動はどういう結末になるか？　不遵守の判定が下された C D M 事業活動から

C E R s を発行できるか？）

56．〔[不遵守の問題が提起された場合]  [かかる不遵守或いは締約国間の紛争の問題が発生

した場合]、影響を受けた C D M 事業活動からの C E R s は引き続き発行〔、移転〕及び取得

することができる。但し、不履行の問題が当該締約国に有利に解決されるまで或いは紛争

が解決されるまで、これら C E R s は附属書Ⅰに含まれる締約国が第３条に基づくその約束

を履行するために使用できないものとする。〕（訳注 ：カッコを追加した）

57．〔締約国による CDM の範囲を超えた不遵守の問題は、第 18 条に基づく手続に従って

対処されるものとする。〕

（注釈 ：5 6 項と 5 7 項は遵守に関する決議と関連する可能性がある。）

F ．資金供与

58．附属書Ⅰに含まれる締約国からの C D M 事業活動に対する〔公的〕資金は、資金的メ

カ ニ ズ ム の 枠 組 み に お け る 条 約 附 属 書 Ⅱ に 含 ま れ る 締 約 国 の 資 金 的 義 務 並 び に 現 在 の 政

府開発援助（O D A ）のフロー〔に明確に追加され〕〔かつ〕〔それらの流用にならない〕も

のとする。附属書Ⅰに含まれる締約国の地球環境ファシリティ（GEF）〔[及び]  [又は] そ

の他資金供与の約束〕、及び政府開発援助（ODA）〔[及び] [又は] 他の協力体制からの資金

供与〕〔の流用であってはならない〕。

                                                
5 「決議第‐/ C P . 6 号」は、第 1 8 条 に 基 づ き 遵 守 制 度 を 設 定 す る 決 議 に 関 連 す る も の で あ る 。
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59．選択肢１：C D M 事業活動への資金供与は、附属書Ⅰに含まれる〔及び／又は含まれ

ない〕締約国及び〔その民間の又は公的な組織〕〔その居住者である C D M への参加を認め

られた 民 間 の 又 は 公 的 な 組 織〕により、個別に又は共同で供与される〔ものとする〕〔こ

とができる〕。CDM 事業活動の資金は、それら締約国〔又は組織〕が個別に又は共同で、

或いは国際的金融機関及び多国間基金を含む他の資金源から供与することができる。〔ク

リーン開発メカニズムで認証されたそれぞれの事業活動には、附属書Ⅰに含まれる締約国

と含まれない締約国の双方が参加しなければならない。〕

　　選択肢２：〔CDM 事業活動への資金は、参加する附属書Ⅰに含まれる締約国から参加

する附属書Ⅰに含まれない締約国に対して供与され、参加する附属書Ⅰに含まれる締約国

への [唯一の] 見返りは、議定書第３条に基づく排出の抑制と削減に関する数量化された

約束の一部を履行するために事業活動から取得できる CERs とする。附属書Ⅰに含まれる

締約国は、この資金供与に民間の及び／又は公的な組織を関与させることができる。CDM

事業の資金は、附属書Ⅰに含まれる参加者が附属書Ⅰに含まれる参加者と含まれない参加

者との間の二か国間の取決めを通じて供与されるものとする。〕

　　選択肢３：〔CDM 事業活動への資金は、附属書Ⅰに含まれる締約国及び〔その民間の

又は公的な組織〕〔その居住者である民間の又は公的な組織〕が供与することができる。ま

た、少なくとも一つの附属書Ⅰに含まれる締約国又は〔その居住者である〕〔その〕民間の

又は公的な組織が含まれている限り、附属書Ⅰに含まれない締約国及び〔その民間の又は

公的な組織〕〔その居住者である民間の又は公的な組織〕との共同資金供与でもよい。また

CDM 事業活動へは、国際的金融機関及び多国間基金が資金供与してもよい。〕

60．〔C D M 事業活動に対しては、COP/MOP が設置し理事会が管理する多国間基金を通じ

て資金供与を行う [ことができる] [ものとする]。この基金は民間及び公的いずれの投資基

金となることもできる。この資金供与による事業活動で生成される CERs は、基金への出

資比率に応じて [附属書Ⅰに含まれる]  締約国へ配分（distribution）されるものとする。

情報交換所の設置により、事業の選定と資源の割当などの実施の促進及び調整を図るもの

とする。この市場は、理事会が認定する地域的組織を通じて運用することができる。〕

61．〔理事会は適格な CDM 事業とその資金供与に関する情報を附属書Ⅰに含まれる締約

国と含まれない締約国へ提供し、純粋に市場的手段だけでは取り残される場合が多い締約

国へ C D M の投資が行われるように、事業の適格性に関する方法と手続を含めた対策を推

進するものとする。必要に応じて、[理事会は CDM 事業活動の資金調達を支援するものと

する] [附属書Ⅰに含まれない締約国は事業提案書を作成して、理事会に対して資金的及び

技術的な支援を申請することができる]。これら事業は適格性が確認された後資金供与の対

象となる。〕
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62．〔理事会は、C O P / M O P の承認が得られれば、C D M 事業活動の地域的分布の不均衡に

対処する必要がある場合に事業活動へ資金的支援を提供するための「C D M 公正配分基金」

を運用するものとする。この基金は、[COP/MOP が定める方式] [ 附則…で規定される方式]

に従って附属書Ⅱに含まれる締約国が拠出する資金による。この基金から資金供与を受け

た CDM 事業活動から生成される CERs は拠出比率に応じて附属書Ⅱに含まれる締約国へ

配分（distribution）されるものとする。附属書Ⅰに含まれない締約国は、個別に又は共

同で、「CDM 公正配分基金」に対して CDM 事業を提案することができる。理事会は、既

存の及び計画されている CDM 事業の地理的分布、持続可能な開発の達成への支援に対す

る各地域又は国の相対的なニーズ、提案される事業の温室効果ガス排出の抑制と削減に対

する貢献度を考慮に入れて、COP/MOP が設定する基準に従って、事業に対して贈与を含

む資金を割り当てるものとする。割り当てられる資金は、必ずしも CDM 事業の全コスト

を賄う必要はない。〕

（注釈 ：以前の F C C C / S B / 2000/4 の 5 2 項にある二つの選択肢を選択肢とはせずに、それ

ぞれ独立の項とした。）

63．〔使用可能な資金の〔ｘ〕％は後発発展途上の締約国へ配分（distribution）されるも

のとする。〕

G ．適格性確認

（注釈 ：一部の締約国は、登録に関する職務を適格性確認に関する職務と合体させるよう

に提案している。）

64．事業設計文書で説明されるそれぞれの事業活動は、C D M に基づく活動として適格性

を確認するために、指定された運営組織によって評価されるものとする。これには、当該

事業に資金を供与した附属書Ⅰに含まれる締約国が、認証された事業活動がない場合でも

発生したであろうもの（当該事業がない場合に発生するであろう G H G 排出量との関係で

定義される当該事業のベースラインに基づいて計算される）に追加される排出削減に基づ

いて、第３条に基づくその約束を履行する一助とするために当該事業活動から発生する認

証排出削減量を使用できる期間に関する規定も含まれる。

65．適格性確認は、指定された運営組織がある事業活動を〔事業設計文書に基づいて、附

則 B で定義される [ U N F C C C の C D M 参照マニュアルに含まれる]  〕C D M の必要条件と

対比して第三者的に評価するプロセスである。事業の適格性確認は、当該事業活動を CDM

事業活動として登録するための前提条件である。
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66．事業の参加者は契約上の取決めに基づき、適格性確認のために事業設計文書を指定さ

れた運営組織へ提出するものとする。事業設計文書には、〔主として提案される事業固有の

又は [標準化された] [複数事業の]  ベースラインとモニタリング計画を含めて、[UNFCCC

の CDM 参照マニュアル]  [附則 B で設定される必要条件]  に従って当該事業活動を CDM

事業活動として適格性の確認に必要な〕〔本決議で指定される CDM 事業活動の登録に必

要な〕すべての情報を含めるものとする。

67．選択肢１：指定された運営組織は、事業設計文書の中で提出される守秘義務のある或

いは特許権を持つ情報について、関与する締約国の国内法によって義務づけられる場合を

除いて 〔[ U N F C C C の C D M 参照マニュアル]  [ 附則 B ]  に含まれる諸規定に従って機密が

保持される〕ように開示しない〔保護する〕ものとする。排出の追加性を判定するために

使われる情報は、守秘義務のあるものとは見なされないものとする。事業設計文書は、業

務上守秘義務のある情報を除いて公開できるようにするものとする。

　　選択肢２：国内法で義務づけられている場合を除いて、運営組織は情報提供者の書面

による同意なしには、通常は公表できない、固有或いは機密と記された C D M 事業参加者

から入手した情報を開示してはならない。排出データ又は排出の追加性の判定に使われる

その他のデータは守秘義務のあるものとは見なされないものとする。

68．事業の参加者が事業活動の〔適格性確認〕〔登録〕のために契 約 上 の 取 決 め に 基 づ い

て選定する指定された運営組織は、下記の必要条件が満たされているか確認するために事

業設計文書及び いかなる 裏付け文書も検討するものとする。

　(a) 【事業設計文書が、正式な承認文書の形で〔受入締約国〕〔関与する各締約国〕によ

って承認されており、〔受入締約国の場合その文書には、受入国自身の優先順位とニーズ

に基づくその経済的、環境的、社会的状況と、持続可能な開発に関する既存の手引きを考

慮に入れて有害な環境的、社会的、経済的影響を最小限に抑える必要性とを勘案して、ア

ジェンダ 2 1 及び関連する多国間環境協定で定められているように、当該事業が持続可能

な開発の達成を [ いかに支援するか]  [ 支援すること]  について述べている〕。】

　　選択肢１：

　(b) 〔事業の参加者が C D M 事業活動に参加する適格性を持つ。〕

　(c) 〔事業の [種類] が CDM に対する適格性を持つ。〕

　(d) 〔受入国で直接影響を受ける市民である利害関係者及び事業の参加者 による  [反対

意見及び／又は提言]  を、[ 関連する国内法による義務に従って ]  考慮に入れている。〕

　(e) 利害関係者が事業の参加者、運営組織又は関与する締約国に対して、事業設計文書

のどの点についてもコメントできる。

　(f) 〔事業が、アジェンダ 2 1 第 3 4 章に記載されている環境上適正な技術に関する基準
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を考慮に入れて社会的影響を含めた環境影響評価を行っている。〕〔事業の参加者は、社会

的影響を含め、受入国の既存の規則、基準及び法制、或いはそれらがない場合は環境影響

評価に関する O E C D - D A C の指針など適切な国際的指針及びグッドプラクティスに従って

行われる独立した正式な「環境影響評価」（E I A ）を委託し資金供与を行う責任を負うもの

とする。〕

　(g) 〔当該事業は 8 9 項で規定される限界基準を満たしている。〕（訳注：8 5 項ではない

かと思われる）

　(h) ベースラインが、本文書 〔1 0 5 項〕〔及び [ U N F C C C の C D M 参照マニュアル]  [ 附

則 B ]  〕で指定する〔新しい〕〔その種のものとしては初めての〕方法或いは承認された方

法に関する方式と手続に準拠している。提案される事業活動が 1 0 5 項で規定されるベース

ラインの基準を満たしている。（訳注：9 3 項ではないかと思われる）

　(i) 〔吸収源による 人為的除去を強化するための事業の場合、事業設計文書は吸収源事

業のクレジットが温室効果ガスの除去の強化及び／又は排出の回避で実質的、測定可能か

つ長期的な便益をもたらすようにするものとする。そのためには、事業設計文書に下記を

含めなければならない。

　　(ⅰ)  炭素が隔離されている期間、及び

　　(ⅱ)  事業で隔離された炭素の一部又は全部が上記( ⅰ) で述べた期間より前に放出され

る可能性に対する対処方法。例えば、一定期間より前に放出される炭素を補給す

るようにする方法、或いは事業の対象期間中に発行する CERs を調整する方法。〕

　(j) 当該事業活動が、それがなくても発生するであろうものに追加する発生源による 人

為的な 排出の削減〔又は吸収源による人為的除去の強化〕〔をもたらし〕〔をもたらすと予

想され〕、本文書〔及び [ U N F C C C の C D M 参照マニュアル]  〕で規定する追加性に従っ

て気候変動の軽減に関連する実質的、測定可能、及び長期的な便益〔に貢献する〕〔をも

たらすであろう〕こと。

　(k) 〔関連する〕事業達成度 〔指標〕のモニタリング、検証及び報告に関する規定が適

切であり、本文書の〔…項〕〔及び [ U N F C C C の C D M 参照マニュアル]  [ 附則 B ] 〕で規定

される 諸規定に準拠している。事業設計文書には…項で規定する必要条件を満たすモニタ

リング計画が含まれている。

　(l) 本文書〔…項〕〔及び [ U N F C C C の C D M 参照マニュアル]  [ 附則 B ]  〕で〔設定され

た〕〔指定された〕必要条件を充足するクレジット期間を使っている。

　(m)  附属書Ⅰに含まれる締約国からの CDM 事業活動に対する〔公的〕資金供与が、〔資

金的メカニズムの枠内並びに現行の政府開発援助（O D A ）のフローにおける条約附属書Ⅱ

に含まれる締約国の資金的な義務〕【GEF〔[及び]  [又は] 附属書Ⅰに含まれる締約国のそ

の他資金供与の約束〕、ODA〔及び〕〔又は〕〔他の協力体制からの資金供与〕】〔に明確に

追加されるものであり〕〔かつ〕〔それらの流用にはならない〕。
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　(n) 【事業が、〔本文書及び [ U N F C C C の C D M 参照マニュアル]  [ 附則 B ]  に含まれる〕

C D M 事業活動に関する他の〔いかなる〕〔すべての〕必要条件とも首尾一貫している。】

　(o) 事業設計文書には、事業の参加者が例えば上記 6 8 項( f ) で述べた（社会的影響を含む）

環境影響評価を通じて、現地の利害関係者と協議し、これら関係者の意見を何時どのよう

に考慮に入れたかについて証拠がある。

　　選択肢２：

　(a) 事業設計文書には、〔主として  [本文書附則 B の附属書で義務づけられるもの]  を含

めて本決議の諸規定に従って〕下記の情報が含まれる。

　　(ⅰ)  事業のベースラインの計算に関する情報、

　　(ⅱ)  事業活動の直接的結果として事業境界の外で行われる活動を説明するための対

策。

　　(ⅲ)  事業の達成度のモニタリング、検証、報告に関する規定。

　(b) 事業設計文書には、事業の参加者が例えば上記 6 8 項( f ) で述べた（社会的影響を含む）

環境影響評価を通じて、現地の利害関係者と協議し、これら関係者の意見を何時どのよう

に考慮に入れたかについて証拠を含む。

69．指定された運営組織は、当該事業活動を登録するか否かの判断に十分かどうか判断す

るために、提供された情報を検討する。情報が十分でなければ、指定された運営組織は適

宜事業の参加者に追加の情報を要求することができ、該当する場合は使用する方法の変更

を勧告することができる。

70．指定された運営組織が、当該事業はこれまで理事会によって承認されていないベース

ライン設定方法又は複数事業のベースラインを使っている、或いは当該事業は吸収源によ

る人為的除去を強化するように設計されており、8 9 項( c ) （訳注：8 5 項( b ) ではないかと思

われる）で規定される期間と方法の計算に、これまで理事会によって承認されていない方

法を使っていると判断した場合、指定された運営組織はこの方法を理事会が検討するよう

に要請しなければならない。理事会は 1 1 9 項に従ってそれら方法を迅速に検討し、承認す

るか否かを判断するものとする。

71．提供された情報が決定を行うのに十分で、適格性確認に関する G 項に従ってその内容

が承認された場合、運営組織は〔8 9 〕項で提供された情報に基づいて当該事業活動を登録

するか否かを決定する。

72．指定された運営組織は〔公衆〕〔締約国及び認定された非政府組織〕〔受入締約国の居

住者〕に対して、環境的追加性に関する問題について XX 日以内にコメントする機会を提
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供するものとする。指定された運営組織は、6 7 項の守秘義務を条件として、ハードコピー

及び電子的手段を通じて事業設計文書を公開するものとする。運営組織は事業設計文書を

公開した日から 6 0 日間、当該文書のあらゆる面について締約国及び利害関係者のコメン

トを受け取るものとする。

73．6 0 日間が過ぎたら、指定された運営組織は締約国と利害関係者から受け取ったコメン

トの要約、及びその適格性確認報告書の中でこれらコメントをどのように考慮に入れたか

の評価を公表するものとする。これらコメントと 6 8 項の情報に基づいて、運営組織は当

該事業活動の適格性を確認すべきか否かについて判断するものとする。締約国或いは理事

会の理事が要求した場合、運営組織は受け取ったすべてのコメントを提供するものとする。

74．選択肢１：【指定された運営組織は、文書化された事業設計が 〔7 3 項による適格性確

認のための必要条件〕〔ベースライン設定方法、モニタリング方法、その他 [UNFCCC の

CDM 参照マニュアル]  [ 附則 B ]  に含まれる基準〕に適合すると判断した場合、或いは該当

する場合に方法及び基準について適正な調整を加えた後、当該事業を C D M 事業活動とし

て登録するように〔事業の参加者へ推奨する〕〔理事会へ勧告する〕ものとする。】

　　選択肢２：指定された運営組織は C D M 事業の登録の〔決定〕〔判断〕を、事業設計文

書及び受け取った全てのコメントとともに理事会へ提出し、公表するものとする。

75．〔指定された運営組織が、事業設計文書には新しいベースライン設定方法又はモニタ

リング方法が含まれていると判断し、かつ事業の参加者がこれらの方法の適格性が確認さ

れることを望んでいる場合、当該運営組織は [UNFCCC の CDM 参照マニュアル]  [附則

B ] に含まれる必要条件に照らしてこれら新しい方法を評価し、該当する場合は事業の参

加者に対してこれら新しい方法を [UNFCCC の CDM 参照マニュアル] [ 附則 B ] に含める

ように推奨するものとする。〕

76．指定された運営組織は、文書化された事業設計が適格性確認の必要条件を満たしてい

ないと判断した場合、それを事業の参加者へ通知して不受理の理由を説明し、該当する場

合は使用する方法の変更を推奨するものとする。適格性を確認されなかった事業活動は、

事業設計文書に適切な改訂が加えられた後、確認を再検討することができる。

77．〔事業の参加者は、C D M に対する適格性を確認された事業活動を [自国政府] [ 関与す

る各締約国の指定された国内当局 ]  へ提出して承認を求めるものとする。[参加する各締約

国の指定された国内当局 ] [参加する締約国の政府] は、C D M の承認について指定された国

内当局からの承認文書を通じて、確認された事業活動 [の承認を]  [を正式に受理するよう
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に] 指示するものとする。受入締約国の場合、この文書では当該事業が受入国の持続可能

な開発を達成 [ する方法]  [ すること]  を記載するものとする。〕（訳注：この項の [   ] は原

文にはなく、訳者が挿入した）

（注釈：上述の 68(a)項では、政府による適格性確認に先立つ承認について規定している。

この 77 項を維持する場合、適格性確認後の政府の承認も必要ということになる。）

（以下の各項では CDM 事業活動の種類を説明する。）

78．【C D M 事業活動は、

　(a) 受入締約国によって、その持続可能な開発を支援すると見なされるものとする。

　(b) 立地場所及び立地国のニーズと優先課題を考慮に入れて、使用可能な最善の、長期

的な、環境上安全かつ適正な選択肢に基づくものとする。

　(c) 条 約 及 び 議 定 書 の 他 の 規 定 で 義 務 づ け ら れ て い る も の に 加 え て 、〔最新の、〕〔 適 切

な〕環境上安全かつ適正な技術の移転をもたらすものとする。

　(d) 議定書の附属書 A に記載された分野／発生源における温室効果ガスの排出削減を含

み、モントリオール議定書によって規制されているものを除くすべての温室効果ガスの発

生源による人為的排出量を推定する方法が、I P C C によって承認され、C O P 第３回会合（決

議第 2 / C P . 3 号）又は第５条２項に従って C O P / M O P の第一回会合で合意されるものであ

る場合、C D M としての適格性を持つものとする。

　(e) 〔2 0 0 8 年以前に、S B S T A がその第〔ｘ〕回会合より前に採択する予定の埋立地ガ

ス を 含 む再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー と 運 輸 部 門 を 中 心 と す る エ ネ ル ギ ー 効 率 化 の 技 術 の ポ ジ テ

ィブ・リストに含められるものとする。〕

　(f) 〔再生可能エネルギー、どこであれ効率化の最先端にあるエネルギー効率化技術、

及び [ 運輸部門]  [ いかなる差別もすることなくすべての部門]  の排出削減を優先するもの

とする。〕

　(g) 〔原子力の利用を [ 支援しない]  [ 含めない]  ものとする。〕

　(h) ｛〔第３条３項及び４項に関する方法論上の作業 の結果が出て、[ 他の多国間環境協

定又はアジェンダ 2 1 及び国連持続可能な開発委員会で合意された原則にそぐわない]  事

業活動に関して C O P / M O P が C D M としての適格性について結論を出すまで、〕温室効果

ガス吸収源による人為的又はそれ以外の除去を強化する活動は含めないものとする。｝

　(i) 【認証、適格性確認及び登録の手続を通じて C E R s が得られる土地利用、土地利用

の変更、植 林 と 再 植 林 を 含 む林業〔及び森林伐採の防止、〕〔吸収源の保全と人為的強化〕

に関する事業活動は、京都議定書第３条３項〔及び４項〕の実施に関する 決議第‐/CP.6

号で設定される条件を満たしている場合、〔2 0 0 0 年から第１約束期間の開始までの間〕の

み適格性を持つものとする。】（訳注：カッコを追加）

　(j) 〔砂漠化防止、生物多様性と流域の保全、及び土地管理の改善の た め の 炭 素 吸 収 を
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優先するものとする。〕

　(k) 〔当該事業の追加性、全体的な環境上の完全性、GHG 排出水準の推定方法、或いは

他の多国間環境協定の対象となっている分野との関連でマイナスの影響を与える可能性な

どに関する懸念のため、C O P / M O P の決議で除外されている種類の事業活動は含めないも

のとする。〕】

79．〔CDM 事業活動には、受入締約国の判断により、また持続可能な開発の達成を支援す

るため、第３条３項と４項の実施に関する決議第 X/CP.6 号に沿って植林と再植林  [ 及び砂

漠化の防止]  [ 吸収源の保全と人為的強化]  の活動並びに農業、土地利用の変更、林業にお

ける追加の活動を、下記に基づいて含めるものとする。

　(a) 事業活動に起因する温室効果ガス排出量及び炭素貯蔵量の変化を測定し報告する方

法が確立又は開発されている。

　(b) 事業のベースラインを事業ごと又は複数事業で決めることができる。

　(c) 土地利用、土地利用の変更、林業に関する事業では、ベースラインの決定で国レベ

ル又は国内地域レベルでの部門別排出の趨勢に対処している。

　(d) 事業活動の説明に、当該事業活動に起因する温室効果ガス排出量及び炭素貯蔵量の

変化が事業のない場合のベースラインに追加されるものであるという判断が含まれている。

　(e) 事業活動に起因する国レベル及び／又は国内地域レベルの漏出の問題が、事業設計

の中で対処されている。

　(f) 事業活動に起因する炭素隔離の逆転の可能性が、事業設計の中で対処されている。

　(g) 事業活動が、受入締約国によって持続可能な開発を支援すると見なされており、こ

の点について受入締約国から認証されている。

（注釈 ：この項の前文は、その前の項目に含められている。これら項目は附則 B に附属す

る事業設計文書に反映されている。）

80．【選択肢１：｛COP/MOP 第一回会合以前に開始された事業活動は、当該事業活動が〔[日

付] [2000 年１月]  以後に開始され〕又は〔共同実施活動パイロットフェーズとして報告さ

れ〕ており、かつ本文書、第 1 2 条 1 0 項〔及び [UNFCCC の CDM 参照マニュアル]〕に

含まれる CDM に関する基準と規定に合致している場合のみ、CDM 事業活動として確認

及び登録される適格性を持つことができる。〔事業活動が確認され登録された後、〔2000

年１月１日以降〕〔受入締約国が議定書を批准した日付又は 2000 年のいずれか遅い方か

ら〕の発生源による人為的排出の削減〔及び／又は吸収源による人為的除去の強化〕は、

CERs の遡及的認証及び発行の適格性を持つ。〕｝

　　選択肢２：事業活動は、それに基づく発生源による人為的排出の削減〔及び／又は吸

収源による人為的除去の強化〕が 2 0 0 0 年１月１日以降又は受入締約国が議定書を批准す
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る日付のいずれか遅い方に始まったか、或いは共同実施活動パイロットフェーズとして報

告されている場合のみ、C D M 事業活動として登録する適格性を持つことができる。事業

活動が共同実施活動パイロットフェーズとして報告されており、C D M 事業活動として登

録される場合、2 0 0 0 年１月１日以降の発生源による人為的排出の削減及び〔吸収源による

人為的除去の強化〕〔及び／又は吸収源による人為的除去の強化〕は遡及的検証及び認証

の対象となる。】

81．〔C D M 事業活動は、事業をベースとして事業ごとに行われるものとし、[ 気候変動以

外の理由で行われる]  より広義の事業に組み込むこともできる。同じ種類の複数の小規模

な事業活動は、適格性の確認、検証及び認証に関する必要条件について個々の事業の独自

性を失うことなく、一括して単一の取引の対象とすることができる。〕

82．C D M 事業活動におけるベースラインは、〔適格性を確認された〕〔承認された又は [ 新

規の]  [ その種のものとしては初めての]  〕ベースライン設定方法を使って計算された、当

該事業活動がない場合に 発生源による G H G の人為的排出〔又は [ 第３条３項及び４項に

関する C O P / M O P の決議に従って]  吸収源による人為的除去〕がどうなるかを説明する将

来のシナリオである。ベースラインは議定書の附属書 A に記載された発生源からの〔並び

に森林伐採による〕排出〔及び吸収源による人為的 除去の強化〕を対象とし、議定書の附

属書 A に記載されたすべての温室効果ガスを含めるものとする。

（以下の各項は追加性の判定に関するものである。）

選択肢１（83 項）：

83．CDM 事業活動は、下記が達成された場合に追加性を認められる。

　(a) 〔排出の追加性：〕〔気候変動軽減の追加性：〕〔適格性を確認された〕登録された

事業〔活動〕がない場合に発生するであろうものにくらべて、排出量が下回る〔或いは吸

収源による人為的除去が上回る〕〔ものとする〕。〔ここで、[適格性を確認された] [承認さ

れた]  ベースラインは、当該事業活動がないとした場合の発生源による人為的 GHG 排出

量〔又は吸収源による人為的除去量〕と定義される。〕

　(b) 【資金的追加性：附属書Ⅰに含まれる締約国による C D M 事業活動への〔公的な〕

資金供与が [ 条約の資金的メカニズムの枠内並びに現行の政府開発援助（O D A ）フローに

おける附属書Ⅱに含まれる締約国の資金的義務]  [GEF [及び]  [又は]  その他附属書Ⅰに含

まれる締約国の資金的約束]、ODA、[[及び] [又は] その他協力体制からの資金供与] [に明

確に追加するもの] [ かつ]  [それらの流用にならないもの] でなければならない。従って、

O D A 及び G E F からの資金は、C E R s の取得用資金として使ってはならない。

　(c) 〔投資の追加性：C E R s の価値は、当該事業がない場合には資金調達ができない事業
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の資金的及び／又は商業的な実行可能性を大幅に改善するものでなければならないか、あ

る い は 活 動 は プ ロ ジ ェ ク ト な し に は 資 金 供 与 が な さ れ な い も の で な け れ ば な ら な い 。

C E R s がなくても商業的に実行可能な事業は、C D M 事業として認定 [ すべきでない]  [ か、

あるいは活動はプロジェクトなしには資金供与がなされない] 。〕

　(d) 意図する事業が、通常の場合は商業的に行われる事業でない。

　(e) 〔技術的追加性：事業に使われる安全かつ適正な技術は [ 受入締約国の状況に照ら

して入手可能かつ実行可能な]  [国際的に実行可能な] 最善のものとする。〕

選択肢 B （8 4 ～8 6 項）：

84．事業活動に起因する発生源による温室効果ガスの人為的排出の削減及び〔吸収源によ

る人為的除去の強化〕は、当該事業活動が 8 5 項で設定される限界基準を満たしており、

排出削減が当該事業活動について承認されたベースラインを越えている場合に、第 1 2 条

(5) 項( c ) との関連で追加性があると見なされるものとする。

（注釈 ：以下の二つの項は、C D M 事業に平均以上の環境的達成度を義務づける新しい限

界基準を設定し、技術的追加性と投資の追加性に関する基準に取って代わるものである。）

85 ．C D M 事業として適格性を持つために、提案される事業活動は発生源による人為的排

出の削減〔又は 吸収源による人為的除去の強化〕について、基準シナリオの中で最近実行

さ れ た 活 動 又 は 施 設 と く ら べ て 平 均 を 大 幅 に 上 回 る 水 準 の 達 成 度 を 示 さ な け れ ば な ら な

い。この限界基準は、下記の場合に満たされるものとする。

　( a )  提案される事業活動が理事会によって承認されている限界値を充足することを立証

する方法を使っており、指定された運営組織がこの方法を当該事業活動の置かれた状況に

適しており、適正に適用されていると判定した場合、又は

　(b )  提案される事業活動が、 発生源による人為的排出の削減〔又は吸収源による 人 為 的

除去の強化〕について、平均を大幅に上回る水準の達成度を示すことを立証する別の方法

を使っており、理事会が運営組織によって提出される当該方法を承認している場合。理事

会がこのベースライン設定方法を承認した場合、指定された運営組織は当該方法が当該事

業活動の置かれた状況に適しており、適正に適用されているかどうか判定する。

86．「基準シナリオ」という用語は、理事会によるあらゆるの指導を勘案して、当該事業

活 動 が な い 場 合 に 関 連 部 門 で 何 が 発 生 す る 可 能 性 が あ る か の 立 証 に 十 分 な 方 法 で 定 義 さ

れる一連の最近の対比可能な活動又は施設を意味する。基準シナリオの地理的広がりは、

通常の場合受入国と定義されるが、状況に応じて理事会による何らかの指導を勘案してさ

らに広い或いはさらに狭い地域を対象として定義することもできる。
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87．事業の参加者は、事業を実施する際に克服する必要のある阻害要因（技術的、経済的、

資金的、制度的、管理的な要因など）を明らかにして説明し、また当該事業をベースライ

ンと見なすことができない理由を説明するものとする。

88．〔理事会は、[ C O P / M O P の指導に基づき、理事会の決議が C O P / M O P に対する異議申

し立ての、或いは C O P / M O P 自身の判断による見直しの対象になることを条件に]  [ この件

に関する C O P / M O P の決議を条件に]  CDM事業活動の追加性を [判定する]  [ 検討する]  最

終的な責任を持つものとする。理事会は指定された運営組織の決定の見直しあるいは検査

を行い、CDM がなくても事業活動が実施されたであろうと判断する程度に応じて却下す

る権限を持つものとする。〕

（注釈：88 項に関連して、113 項は、追加の必要条件が満たされれば、登録手続が COP/MOP

による指導を条件として事業の追加性について判断する最終権限を理事会に与えていると

定めている。）

（以下の各項は、気候変動軽減に関連する実質的で、測定可能な、長期的便益の基準に対

処する。）

89．〔ベースラインが年次中における実際の活動水準の変動を適切に考慮に入れ、 漏 出 を

調 整 し て い れ ば 、発 生 源 に よ る 人 為 的 排 出 の削減 [ 又 は 吸 収 源 に よ る人 為 的除去の強化]

は実質的なものと見なされる。確認された事業境界は、事業参加者による管理の範囲内に

あ り 、 当 該 事 業 活 動 に 起 因 す る も の と 妥 当 に 判 断 で き る 相 当 な 発 生 源 に よ る 人 為 的 排 出

[ 及び／又は吸収源による温室効果ガスの人為的除去の強化]  のすべての発生源 と 定 義 さ

れる。〕漏出は確認された事業境界の外における発生源による人為的排出の削減〔 又 は 吸

収源による人為的除去の強化〕と定義される。〔ベースラインは下記を適切に考慮に入れ

る必要がある〕。

　(a) 事業が実施されてその発生源による人為的排出の削減〔又は吸収源による人為的除

去の強化〕が発生する空間的領域と定義される、適格性を確認された事業の境界線には、

排出量には直接的なものと間接的なもの〔例えば、電力消費の変動に関連するもの〕の双

方を含める必要がある。

　(b) 適格性を確認された事業の境界線の外部における 発 生 源 に よ る 人 為 的排出の増大

〔又は吸収源による人為的除去の減少〕と定義される、当該事業による漏出。〔適格性を

確認された事業の境界線の外部における当該事業活動の排 出 源 に よ る 人 為 的排出の削減

[又は吸収源による人為的除去の強化] は、当該事業活動に対してクレジットできない。〕

漏出は国内レベル又は国内地域レベルでのみ考慮に入れるものとする。漏出は下記の２種

類が考えられる。

　　(ⅳ)  市場の影響：投入財及び／又は産出財の需給均衡状態及び／又は市場価格の変動。
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事業開発者はどの市場境界線（地方、地域、国、世界など）が最も関連性が高い

かを判断する必要がある。

　　(ⅴ)  活動の変化：事業が GHG を排出する活動を縮小し、この活動が（部分的に）他

の場所へ移動した場合。

可能な限り、漏出水準を事後に評価できる指標を定めて監視する必要がある。

(c) 〔当該年次における実際の活動水準の変動。〕

90．発生源による人為的排出の削減〔又は吸収源による人為的除去の強化〕は下記の場合

に測定可能であるとされる。

　(a) 事業が実施された後の実際の発生源による人為的 G H G 排出〔又は吸収源による実

際の人為的除去の強化〕を、本文書及び〔U N F C C C の C D M 参照マニュアル 〕〔附則 B 〕

の諸規定に従って測定し監視することができる。

　(b) 発生源による人為的 G H G 排出〔又は吸収源強化〕〔又は吸収源による人為的 除去〕

のベースラインが、〔登録された〕〔承認された〕方法を使って事後的に計算されている。

91．〔気候変動の軽減に関連する事業活動の便益は、各種 CDM 事業活動の寿命と条約第

２条を考慮に入れて、適切な期間排出削減が持続する場合に、長期的なものと見なされる。〕

（以下の各項はベースラインの設定方法と改訂方法を対象としている。）

選択肢 A （9 2 ～1 0 4 項）：

92．〔ベースラインの設定は、信頼性、透明性、完全性の原則を指針とするものとする。〕

93．〔ベースラインは、承認された方法の使用又は [ 新規の]  [ その種のものとしては最初

の]  方法の承認に関する本文書 [ 及び U N F C C C の C D M ]  参照マニュアルに含まれる諸規

定に従って設定されるものとする。C D M について検討されるベースラインの種類には下

記が含まれる。

　(a) 事業固有のベースライン：当該事業がない場合に起こるであろうものを表す個々の

基準ケースにおける発生源による人為的排出量〔及び／又は吸収源による人為的 除去の強

化〕を設定する 〔当該事業固有の〕ベースライン。但し、このベースラインを計算する方

法及び一部の標準化されたパラメーターは、適切であれば他の事業にも適用することがで

きる。

　(b) 〔複数事業の〕〔標準化された〕ベースライン：これは特定の地理的地域で特定の種

類の事業を対象とし、〔U N F C C C の C D M 参照マニュアル〕〔附則 B 〕に含まれ理事会が

承認する〔達成度基準〕〔一般的方法〕 を使用する。
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94．事業の適格性確認と類似事業の反復を容易にするために、事業の参加者は事業設計文

書の中で事業のベースラインと追加性を判定するための取組、想定、方法、パラメーター、

データ源及び主要な要素の選択について透明度の高い方法で説明するものとする。

95．既存の発生源によって排出を削減する事業のベースラインは、観察されるその傾向を

考慮に入れて、 下記のうち最も低いものとする。

(a) 事業を開始する以前に存在した実際の排出量、

(b) 当該活動にとって最小費用の（最も妥当な）技術で、経済的には当然採用されるも

の。

(c) 受入国又は該当する地域における現在の平均を上回る産業慣行。

(d) 〔可能であれば、附属書〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕の締約国にある既存の発生源の [ 平均値]  [ 上位

X ％]  〕。

96．〔新規の発生源によって排出を削減する事業のベースラインは、観察されるそ の 傾 向

を考慮に入れて、下記のうち最も低いものとする。

(a) この新規発生源にとって最小費用の技術。

(b) この新規発生源について受入国又は該当する地域における現在の産業慣行。

(c) 可能であれば、 附属書〔 Ⅰ 〕〔Ⅱ〕の締約国にある既存の発生源の [ 平均値]  [ 上位

X ％]  〕。

97．〔発生源による人為的 排出を削減する及び／又は 吸収源による人為的除 去 を 強 化 す る

ための土地利用、土地利用の変更、及び林業の事業における事業設計とベースラインの計

算では、下記に対処する〔必要がある〕〔ものとする〕。

(a) 事業の継続期間、

(b) 使用するベースラインの種類（即ち、事業ごとか複数事業か）、

(c) 採用するベースライン設定方法（承認済みか [ 新規の]  [ その種のもので初めての]  も

のか）、

(d) 永続性の問題、

( e )  漏出、及び

(f) [ 環境的]  [ 気候変動軽減の]  [ 社会的]  追加性、

(g) 排 出 が 効 果 的 に 削 減 さ れ な い [ 又は除去が十分な期間維持されない]  場合の責任問

題に関する手続。] 〕

98．〔土地利用、土地利用の変更及び林業の事業における事業設計とベースライン設定に

対処する方法と取組は、 [理事会] [C O P / M O P] によって承認されるものとする。
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99．【[ 標準化された]  [ 複数事業の]  ベースラインは [ 下記に従って設定されなければなら

ない]  [ 省略値と見なされ、従って京都議定書の環境関連の完全性を維持し、該当する場合

はさらに具体的な分析を行う奨励策とするために、控え目に設定されるものとする。これ

は下記に従って設定できる。]

　　[選択肢１：附属書〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕の締約国における、当該種類の事業の平均値。]　（訳

注：「第６条」の 7 0 項の訳注参照）

　　選択肢２：適宜既存の又は新規の発生源 [ 並びに吸収源による人為的除去]  に対する

妥当な、平均を上回る現在の産業慣行 [ 及び傾向] 。分析の結果数値が範囲で示され、変動

性が説明変数（燃料の入手性と価格、具体的なエネルギー政策、数値の正確な特徴、その

他現地の状況）と明確に関連づけられない場合は、平均値ではなく最低排出率を複数事業

のベースラインとして設定する [ 必要がある]  [ するものとする] 。集合のレベル（地理的及

び部門別の）は活動の種類（地方的又は国際的に取引される製品、異なる加工ルートの存

在、地方的生産条件の影響の程度）に従って慎重に定めるものとする。

　　選択肢３：〔同等な、適格性を確認された事業固有のベースラインより〔ｘ〕％下の水

準。〕】（訳注：カッコを追加）

100．〔理事会は、所定の規模を下回る事業で、推定排出削減量が年間 A A A トン又はクレ

ジット期間中に B B B トンを下回るものについては、〔標準化された〕〔複数事業の〕ベー

スラインの設定を優先するものとする。〕

101．〔推定排出削減量が年間 C C C トン又はクレジット期間中に D D D トンを越えるいか

なる事業も、事業固有のベースラインを使用するものとする。〕

102．〔事業のベースラインの設定では、産業部門ごとの改革活動、現地での燃料の入手性、

[ 土地利用と土地利用の変更の傾向] 、電力部門の拡張計画、当該事業分野の経済情勢など

関連する国内政策や国内状況を考慮に入れるものとする。〕

103．〔ベースラインは、事業が国内の [ 条約の最終目標の達成に貢献しない政策]  [ 他の場

合 よ り モ ン ト リ オ ー ル 議 定 書 に よ っ て 規 制 さ れ て い る も の を 除 く 温 室 効 果 ガ ス の 人 為 的

排出水準を大きくする活動を奨励する政策及び慣行]  から恩恵を受けないようにしなけれ

ばならない。一方、ベースライン設定方法は、条約の最終的目標に貢献する政策を阻害し

てはならない。〕

（注釈：締約国では、ベースラインの判定に既存の国内法制及び規則を反映させるべきか、

またどのように反映させるかについて検討願いたい。）
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104．〔後発発展途上の締約国の場合、[「開発について疑わしきは有利に解釈する」とい

う方式]  [最小費用の選択肢] を、たとえ最小費用の選択肢に担保能力がなくても CERs に

価値を与え CDM 事業に担保能力をつけるために、ベースラインと見なすものとする。〕

選択肢 B （1 0 5 ～1 0 6 項）：

105．提案される事業活動は、下の 1 0 6 項に従ってそれがない場合に起こるであろう排出

量又は除去量を妥当に表すベースラインを使わなければならない。

106．ベースラインは、下記の場合のみ、提案される事業活動がない場合に起こるであろ

う排出量又は除去量を妥当に表すと見なすものとする。

　(a )  理事会によって承認されており、指定された運営組織が当該事業活動の置かれた状

況に照らして適切であり、適正に適用されていると判断するベースライン設定方法を使っ

て設定している場合。又は

　(b )  別の方法を使っており、理事会が運営組織によって提出される当該方法を承認して

いる場合。理事会が別のベースライン設定方法を承認したら、指定された運営組織は当該

方法が当該事業活動の置かれた状況に適しており、適正に適用されているかどうか判定す

る。

（以下の項は CDM 事業活動のクレジット期間に関するものである。）

1 0 7 ．選択肢１：事業の参加者は、下記のいずれかの方法を使って提案する事業活動のク

レジット期間を選定しなければならない。

　(a )  事業活動が追加の認証排出削減量に対する適格性を失う可能性のある単一のクレジ

ット期間：ベースラインはクレジット期間中固定される。クレジット期間は下記のいずれ

か短い方と定義される。

　　( ⅰ)  予想される当該事業の寿命、又は

　　( ⅱ)  〔排出削減の事業活動の場合は〕1 5 年、土地利用の変更及び林業の場合は 〔X 〕

年。又は、

　( b )  事業の参加者によって〔[ ５]  年ごとに [ 更新される]  [ 更新可能な]  クレジット期間。

但し、指定された運営組織は、当該事業活動が引き続き最新のデータに基づく限界基準及

びベースライン基準を満たしていると判断することを条件とする。

　　選択肢２：事業のクレジット 期間とは、( a ) 事業の運転寿命、( b ) 〔５〕〔ｘ〕年、( c ) 事

業の参加者が提案する期間のうち最も短いものと定義される、適格性を確認されたベース

ラインの有効期間を意味する。事業のクレジット期間は確認されたベースラインの改訂に

よって延長することができる。クレジット期間終了時に改訂の対象となるベースライン判
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定の諸要素は、当初から明確にしておく必要がある。

108．選択肢１：〔[適格性が確認され] [ 承認され]  登録された事業のベースライン設定方法

は、排出削減を検証する指定された運営組織が要請した場合を除いて、クレジット期間中

に改訂の対象としてはならない。〕

　　 選択肢２：C D M 事業活動のベースライン設定方法は、一旦登録されれば当該事業 活

動のクレジット期間中有効とする。事業活動の運転寿命が当該 C D M 事業活動のクレジッ

ト期間を越える場合は、各クレジット期間の終了時に事業の参加者の要請により新しいベ

ースラインの適格性を確認するものとする。

　　選択肢３：事業のベースラインは下記の場合に改訂され調整される。

(a) 当該事業の諸要素を決定する新しくより正確な情報が入手できるようになる。

　　(b) 事業の立地場所に大規模な自然災害が発生して、ベースラインの想定に大きな影

響を与える。

109．【〔[ U N F C C C] の C D M 参照マニュアルに含まれる〕事業固有の又は [ 標準化された]

[ 複数事業の]  ベースライン設定方法は、いつの時点でも [ 理事会]  [ C O P / M O P ]  の決議に

よって改訂することができる。この改訂は改訂の時点以後に [ 適格性を確認される]  [ 承認

される]  ベースラインだけに関するものであり、従ってクレジット期間中、既存の登録さ

れた事業に影響を与えるものではない。】

H ．登録

（注釈：一部の締約国は、登録の職務と適格性確認の職務を合体させるように提案してい

る。）

110．〔登録は、C D M 事業として適格性を確認された事業の〔関与する各締約国による承

認であり、その後で正式に〕理事会により 〔承認〕〔認知〕される手続である。登録は当

該事業活動の検証、認証、及び C E R s の発行の前提条件となる。〕

選択肢 A（111～114 項）：

111．〔事業の参加者〕〔指定された運営組織〕は理事会に対して、適格性の確認された事

業設計文書及び指定された運営組織の推薦状を含めて、登録のための申請書を提出するも

のとする。

112．理事会は、

　(a) 〔事業の参加者による要請に基づき〕、登録の申請書を公表し、〔決議第 D/CP.6 号〕

で定義された一意の識別番号を事業活動に付与して、CDM として適格性の確認された事
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業を登録するものとする。但し、下記の規定に従って反対意見が提起された場合を除く。

　　(ⅰ)  〔反対意見は、[理事会] が登録申請書と確認された事業設計文書を公表してから

YY 日以内に提出することができる。〕

(ⅱ) 〔[理事会]  は反対意見提出期限から ZZ 日以内に当該事業の登録について結論を

出すものとする。〕

(ⅲ) 〔[理事会]  は事業の参加者に対してその決定を通知し、登録申請を却下又は変更

する場合はその理由も通知するものとする。〕

(ⅳ) 〔反対意見は締約国、[利害関係者]、[UNFCCC によって認定されたオブザーバ

ー] [及び法人] だけが提出できる。〕

（注釈：これは事業設計文書及び確認手続の中で検討されている利害関係者の反対意見に

追加するものである。）

　(b) 〔事業の参加者が指定された運営組織の推薦状をつけて、新しいベースライン設定

又はモニタリングの方法を提出する場合は、〕

　　(ⅰ)  〔申請書を指定された運営組織の推薦状とともに公表し、公衆による YY 日間の

コメントを認めるものとする。〕

(ⅱ) 〔受け取った情報及び適切と判断する第三者の調査に基づいて、公衆によるコメ

ントの締切日から XX 日以内に、提案された新しい方法を承認、変更して承認、

又は却下するものとする。〕

(ⅲ) 〔事業の参加者に対してその決定を通知し、登録申請を却下又は変更する場合は

その理由も通知するものとする。〕

(ⅳ) 〔当該事業を登録し、〔決議第 D/CP.6 号〕で規定する事業の識別番号を付与する

ものとする。〕

　(c)〔[その決議]  [C D M の初期の段階では C O P の、またその後は C O P / M O P の決議]  を

反映させて [UNFCCC の CDM 参照マニュアル]  を改訂するものとする。〕

113．理事会による登録の 〔決議〕〔決定〕は、事業活動に関与している一つの締約国又は

理事会の理事を出している少なくとも〔ｘか国〕の締約国、又は少なくとも〔ｙか国〕の

締約国 が理事会により提案された C D M 事業活動の〔登録〕〔決議〕〔決定〕の見直しを要

求しない限り、理事会が登録の〔申請書〕〔決定〕を受け取った日から〔3 0 〕〔6 0 〕日〔後

に〕〔後から〕最終決定と〔判断される〕〔見なす〕 ものとする。見直しの要求は下記の規

定に従って行われるものとする。

　(a) 見直しの要求は、〔事業設計文書のどの点に関するものでもよい〕〔事業固有のベー

スライン設定方法又は [ 複数事業の]  [ 標準化された]  ベースライン設定方法を 当 該 事 業 に

適用すること、モニタリング計画 の適切性 、環境的追加性と漏出に関するその他の問題、

及び隔離事業の場合は 6 8 項に基づく方法の適切性、に関連する問題に限定されるものと
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する〕。

　(b) 本 項 に 基 づ く 見 直 し の 要 求 を 受 け 取 り 次 第 、 理 事 会 は【〔 本 文 書 の 諸 規 定  [ 及び

U N F C C C のC D M 参照マニュアル]  に従って、この要求に価値があるかどうかを判断する〕

ものとする。】要求に価値がないと判断した場合、理事会は見直しの要求を受け取ってか

ら〔２回目の〕会合までに登録に関する決議を行うものとする。要求に価値があると判断

した場合、理事会は本項に従って見直しを行い、提案された登録を承認すべきか否かにつ

いて〔判断〕〔決定〕するものとする。

　(c) 理事会はこの見直しを迅速に、いずれにしても見直しの要求を受け取った後 〔 ２ 回

目〕の会合までに、完了するものとする。

　(d) 理事会は事業の参加者に対してその〔決定〕〔決議〕を通知し、この〔決定〕〔決議〕

とその理由を公表できるようにするものとする。

選択肢 B（114～117 項）：

114．指定された運営組織は、6 7 項の守秘義務に関する規定を条件として、事業設計文書

を公表できるようにするものとする。運営組織は、事業設計文書が公開された日から〔3 0 〕

〔6 0 〕日間、8 5 項で定義された環境的追加性に関する問題について、締約国と U N F C C C

の認可を得た非政府組織からコメントを受け取るものとする。

115．コメントの受領期限が過ぎたら、1 1 4 項で指定する期間の経過後に、運営組織は 6 8

項で規定される情報に基づき、また 1 1 4 項に基づき受け取ったコメントを勘案して、当該

事業活動を登録すべきか否かを判断する。

116．指定された運営組織は理事会に対して CDM 事業の登録に関する〔決定〕〔判断〕を、

事業設計文書及び受け取ったコメントとともに提出し、また公表可能にするものとする。

117．指定された運営組織が提案された事業活動を適格性があると判断した場合、運 営 組

織は理事会に対して、事業設計文書、締約国と利害関係者から受け取ったコメントの要約、

及びこれらコメントをどのように考慮に入れたかの説明とともに当該 C D M 事業に関する

適格性確認の決定通知書を提出するものとする。運営組織は、その適格性確認報告書をハ

ードコピー及び電子的手段によって公開できるようにするものとする。

118．〔承認されなかった事業 活動案は、適格性確認とその後の登録のために再検討するこ

とができる。事業設計文書に適切な改訂を加えた後、C D M 事業活動として登録されるよ

うに改訂された事業活動は、公衆のコメントに関する手続が遵守されることを条件に、公

衆 の コ メ ン ト に 関 す る も の を 含 め て 適 格 性 確 認 と 登 録 に 関 す る す べ て の 手 続 と 必 要 条 件
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を満たしていなければならない。〕

119．〔理事会は、提案された新しいベースライン計算方法、及び吸収源による人為的除去

の 事 業 に よ る ク レ ジ ッ ト が 吸 収 源 に よ る 人 為 的 除 去 の 強 化 及 び ／ 又 は 温 室 効 果 ガ ス 排 出

の回避において実質的、測定可能かつ長期的な便益をもたらすようにするために提案され

た新しい方法を、それら方法を使う事業の登録の前に検討するものとする。理事会がこれ

ら方法を承認する場合、理事会は常に [ それ]  [ その方法]  を [ U N F C C C の C D M ] 参照マ

ニュアルに [ 類似の特性を持つ他の事業への応用に関する手引きとともに]  含めるものと

する。〕

120．〔理事会は、附則 B に従って事業のベースライン、モニタリング、その他関連事項の

立案を容易にし透明性を高める目的で、参照マニュアルを維持するものとする。この参照

マニュアルには、承認されたベースライン設定方法、第 xx 条に従って承認された複数事

業のベースライン、及び理事会が [適切と判断する]  [事業の立案を容易にし透明性を高め

る]  その他の指針を含めるものとする。

I ．モニタリング

121．事業の参加者は、事業設計文書の一部として、当該事業の発生源による排出の人為

的削減 〔又は吸収源による人為的除去の強化〕を立証する目的で使われるモニタリング計

画を提出するものとする。このモニタリング計画は、下記を行うものとする。

　(a) クレジット期間中に事業の境界内で発生する温室効果ガスの人為的排出〔又は人為

的除去〕を推定又は測定に必要なすべてのデータの収集と保存。

　(b) クレジット期間中の事業の境界内における発生源による人為的排出〔及び／又は吸

収源による人為的除去の強化〕のベースライン判定に必要なすべてのデータの収集と保存。

　(c) 当該事業活動に起因するものと妥当に判断できる〔相当な〕、事業境界外〔だが基準

シナリオの中の関連する地理的地域内〕における発生源による人為的温室効果ガス排出の

増大及び吸収源による人為的除去の強化で可能性あるすべての発生源の明確化。

　(d) 前項で明確化された発生源による人為的温室効果ガス排出の増大及び吸収源による

人 為 的 除 去 の 強 化 に つ い て 測 定 可 能 な あ ら ゆ る 変 化 の 推 定 に 必 要 な す べ て の デ ー タ の 収

集と保存。当該事業活動に起因するものと妥当に判断できる相当な、事業境界外だが基準

シ ナ リ オ の 中 の 関 連 す る 地 理 的 地 域 内 に お け る 排 出 量 と 除 去 量 の 測 定 可 能 な あ ら ゆ る 変

化を、理事会による指導を考慮に入れて監視又は推定する方法。

　(e) 〔当該事業によるその他の影響（環境的、経済的、社会的、文化的な影響）の監視

に必要な関連するすべてのデータの収集と保存。〕

　(f) 品質保証と管理手続。
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　(g) 事業境界内で発生する提案された事業活動に起因する 温室効果ガスの発 生 源 に よ る

人為的排出の削減〔及び吸収源による人為的除去の強化〕を、事業設計文書で説明された

承認済みモニタリング方法に従って定期的に計算するための手続。

　(h) 上記の計算に含まれるすべての段取りの文書化。

122．〔1 2 1 項( g ) の目的に使われるモニタリング方法は、下記の場合に承認される〕〔モニ

タリング計画は下記のモニタリング方法を根拠とする必要がある〕。

　(a) 指定された運営組織が当該方法を、提案された事業活動の置かれた状況に適してお

り、適正に適用されていると判断しているとして、以前から理事会によって承認されてい

る。

(b) 特定の事業活動に使用するために提案された別の方法。但し、

　　　(ⅰ) 当該方法が提案された事業活動の置かれた状況に適しており、適正に適用され

ていると、指定された運営組織が判断する場合、及び

　　　(ⅱ) 指定された運営組織による登録申請に基づき理事会が当該方法を承認し、その

承認に基づいて、当該方法が提案された事業活動の置かれた状況に適しており、

適正に適用されていると、指定された運営組織が判断する場合。

　(c) 提案された C D M 事業活動の登録を決定する一環として、理事会が〔新しい〕〔その

種のものとしては初めての〕モニタリング方法及び C E R s 生成との関係を承認する場合。

この承認された方法は、その後事業の参加者によりその事業提案文書の中で使われる。承

認されたこの方法を使用しない道を選んだ事業参加者は、理事会の承認が必要となる別の

モニタリング方法の使用を裏付けるに十分な情報を提出しなければならない。

　(d) モニタリングのグッドプラクティスを反映している場合。即ち、置かれた状況に合

わせて最も費用効果的な、実用化されたモニタリング方法と少なくとも性能が同等な場合。

123．事業の参加者は、適格性が確認され登録された〔理事会によって登録された〕事業

設計文書に含まれる〔登録された〕モニタリング計画を実施するものとする。当該事業の

実施と達成度に関連する体系的な監視と測定は、発生源による人為的な排出の削減〔及び

吸収源による除去の強化〕を測定し計算できるに十分なものでなければならない。〔モニ

タリングの方法は標準化するものとする。〕事業の参加者は、収集されたすべてのデータを、

適格性の検証を目的として発生源による人為的な排出の削減 〔及び吸収源による除去の強

化〕の検証を請け負っている指定された運営組織へ報告するものとする。

124．事業の参加者が登録されたモニタリング計画を実施するに当たり、第三者がこれを

支援することができる。この第三者は事業参加者の責任において作業を行い、事業の適格

性確認、検証又は認証に関与する指定された運営組織とは別の組織とする。
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125．モニタリングには下記が含まれる。

　(a) 登録された CDM 事業活動に関連する温室効果ガスの発生源による人為的排出〔及

び／又は吸収源による人為的除去〕。

　(b) ベースラインの発生源による人為的排出量〔及び／又は吸収源による人為的除去量〕

の決定に関するパラメーター。〔これには [国内又は国内地域レベルにおける]  漏出効果

を捕捉するための事業境界の外部におけるモニタリング・パラメーターを含めることがで

きる。〕

　(c) 〔その他当該事業に関連する影響（環境的、経済的、社会的、文化的な影響）。〕

126．モニタリング計画の改訂は、事業の参加者による正当化が義務づけられ、〔理事会に

よる何らかの指導を条件として〕、指定された運営組織によって確認されるものとする。

モニタリング方法の変更に関する提案は、〔理事会による指導を条件として、指定された運

営組織によって〕及び〔理事会の決議によって〕承認されるものとする。（ 訳 注 ： 原 文 で

は新語句の挿入に混乱がある）

（以下の各項はモニタリング方法の質的基準に関するものである。）

127．CDM に関するモニタリングは、正確な、整合した、比較可能な、完全な、透明性の

高い、的確なもので、グッドプラクティスに基づくものとする。これに関連して、

　正確度とは、達成度指標の正しい数値を監視し又は決定できる精密さの相対的尺度であ

る。推定値と監視される達成度指標は、判断の可能な範囲内で真の数値を上回ったり下回

ったりせず、また不確実性が可能な限り回避されているという意味で、正確なものでなけ

ればならない。

　整合性とは、モニタリング計画がそのすべての要素及びその達成度指標の点で長期間に

わたって内部的に整合していることを意味する。モニタリングは、長期間にわたって同じ

達成度指標が使われ、これら指標の監視に同じ前提条件と同じ方法が適用される場合に整

合していると言える。整合性を理由として、正確度及び／又は完全性を向上させるように

モニタリング方法を変更することを怠ってはならない。

　比較可能性とは、発生源による人為的排出量〔及び吸収源による人為的除去量〕の推定

値がベースラインと事業の間、及び各事業の間で比較できることを意味する。〔この目的の

ために、事業の参加者は〔[UNFCCC] の CDM 参照マニュアル〕〔附則 B 〕に記載されて

いる方法とフォーマットを使用する〔か、その種のものとしては初めての方法又はフォー

マットについては理事会の許可を得る〕必要がある。

　完全性とは、事業のベースラインと実際の発生源による人為的排出量〔及び／又は吸収

源による人為的除去量〕に関するモニタリングが、議定書の附属書 A に記載されているす
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べての GHG、部門、発生源分類〔並びに吸収源〕をカバーしていることを意味する。ま

た、完全性は事業境界の内外におけるすべての達成度指標を対象とすることも意味する。

更にモニタリング作業は、当該活動の持続可能な開発に対する貢献度を評価する適正な基

盤とならなければならない。〕

　透明性とは、整合した反復可能なモニタリング活動並びに報告された情報の評価を容易

にするために、前提条件、算定式、方法、データ源が明確に説明され文書化されているこ

とを意味する。達成された結果について信用度の高い検証とその結果の認証を行い、また

CERs を発行するためには、モニタリング・データとその方法の透明性が不可欠である。

　的確性とは、達成度指標が、達成された結果の実際の尺度となることを意味する。従っ

て、モニタリングは、事業の達成度に関する測定可能な実像を描き出す指標に基づくもの

とする。

　グッドプラクティスとは、最も費用効果の高い商業化されたモニタリング方法と少なく

とも同等の達成度を意味する。これらモニタリング方法は〔UNFCCC の CDM 参照マニ

ュアル〕〔附則 B 〕に記載され、技術〔とベストプラクティス〕の変化を考慮に入れて〔C O P /

M O P によって〕〔継続的に〕〔定期的に〕更新されるものとする。

128．モニタリングの基準は、発展途上国の資源的及び技術的制約要因を考慮に入れつつ

も、条約の目標が達成されるに十分な厳格さを持ったものでなければならない。〔参加する

附属書Ⅰに含まれる締約国は事業のモニタリングのために、参加する附属書Ⅰに含まれな

い締約国に対して必要な資金的及び技術的支援を提供するものとする。〕

129．登録されたモニタリング計画の実施、及び該当する場合にその〔適格性を確認され

た〕〔承認された〕 改訂は、検証、認証及び C E R s の発行の条件となるものとする。

J ．検証

130．検証は、登録された事業活動の結果として検証期間中に発生しモニターされた発生

源による人為的排出の削減〔及び吸収源による人為的除去の強化〕に関する指定された運

営組織による定期的かつ独立した検討と事後の判定である。

131．〔事業の参加者 [によって選定された]  [が契約した]〕〔理事会によって任命された〕

検証を行う指定された運営組織は、

　(a) 提 出 さ れ た 事 業 文 書 が 、 登 録 さ れ た 事 業 設 計 文 書 の 必 要 条 件 及 び 本 文 書〔 と

U N F C C C の C D M 参照マニュアル〕で定められた関連諸規定に従っているかどうかを判

定するものとする。

　(b)達成度記録の検討、事業の参加者及び利害関係者との面談、測定結果の収集、設定さ
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れた慣行の観察、モニタリング機器の精度の試験などからなる現場検査を適宜行うものと

する。

　(c) 適切な場合、他の出所からの追加データを使用するものとする。

　(d) モニタリング結果を検討し、登録された事業設計文書に含まれるものと整合した計

算手順を使い、適宜上記( a ) で使われた或いは上記( b ) 及び／又は( c ) で得られたデータと情

報に基づいて、 発生源による人為的排出の削減〔及び／又は吸収源による人為的 除去の強

化〕を判定するものとする。

132．事業の文書を検討し、適宜現場検査を行う際に、指定された運営組織は発生源によ

る人為的排出の削減〔又は吸収源による人為的除去の強化〕を推定するモニタリング方法

が正しく適用されたか、またその文書が完全かつ透明なものか検証するものとする。

　(a) 実際の事業とその操業が、登録された事業設計文書に準拠しているかどうかについ

て懸念がある場合は、それを特定する。指定された運営組織は、懸念があればそれを事業

の参加者へ通知するものとする。事業の参加者はそれら懸念に対処して、追加の情報を提

出することができる。

　(b) 事業の参加者に対してモニタリング方法の適切な変更を勧告する。

　(c) 検証報告書を、事業の参加者、関与する締約国〔、事業の適格性確認を担当する指

定された運営組織〕及び理事会へ提出する。決議第 D/CP.6 号に従い、この報告書は公表

されるものとする。

133．選択肢１：〔[吸収事業の場合を除いて、]  ある年次における C D M 事業活動による排

出削減量は、ベースラインの排出量から当該年次における当該ＣＤＭ事業活動に起因する

実際の 発生源による人為的排出量と漏出量を差し引いて [ 又は実際の吸収源による人為的

除去量からベースラインの吸収源による除去量と漏出]  [ 及び／又は炭素貯蔵量]  を差し引

いて事後的に計算される。〕

　　選択肢２：事業の参加者は運営組織に対して、一定期間にわたる事業活動に関連して

生じた発生源による人為的排出の削減〔及び／又は吸収源による人為的除去の強化〕の認

証を求める申請を提出するものとする。事業の参加者はこの申請の一部として下記の計算

と文書を含めるものとする。

　(a) 事業境界内で当該事業活動に起因するものと妥当に判断できる相当な排出量〔及び

除去量〕。

　(b) 事業境界の外だが基準シナリオの地理的地域内で、当該事業活動に起因するものと

妥当に判断できる相当な排出量〔及び除去量〕。

　(c) 上記(a)と(b)の合計排出量〔及び除去量〕。

　(d) 基準シナリオの地理的地域内の合計排出量〔及び除去量〕と該当するベースライン
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との比較。及び

　(e) 当該事業活動に起因するものと妥当に判断できるが、基準シナリオの地理的地域の

外で相当な排出量〔及び除去量〕の変動を説明する、理事会によって義務づけられた追加

の要因。

K ．認証

（注釈：一部の締約国は認証の職務を検証の職務と合体させるように提案している。）

134．認証は、一定期間に事業活動が その発生源による人為的排出の削減〔及び／又は吸

収源による人為的除去の強化〕並びに検証対象となったその他の必要な 達成度指標を達成

した、 又は妥当な確度でそれを達成するであろうという、〔当該事業を検証した〕〔事業の

参加者から請け負った〕 指定された運営組織の書面による保証である。

135．〔事業の参加者は指定された運営組織に対して、主として登録された事業設計文書及

び一定期間に対する検証報告書を添付して、当該期間に対する認証申請書を提出するもの

とする。〕

136．事業の参加者から請け負った指定された運営組織は、〔他の指定された運営組織によ

る〕検証報告書に基づいて、一定期間に当該事業活動が検証対象となった発生源による人

為的排出の削減〔及び／又は吸収源による 人為的除去〕を達成した（又は達成する見込み

である）ことを書面によって認証するものとする。運営組織は事業の参加者〔及び理事会〕

に対し、認証手続きが終了次第書面によってその〔決定〕〔勧告〕を通知し、決議第D / C P . 6

号に従ってその決定は公表される ものとする。

137．登録された事業活動に起因する、登録されたベースラインを下回る水準への排出の

削減は、下記の場合のみ発生した後で認証されるものとする。

　(a) 〔事業に起因する一定期間の排出削減の認証を [事業の（複数の）参加者が申請] [事

業の（一つの）参加者が申請] している場合、〕

　(b) 〔排出削減 [及びその他の達成度指標] が検証されており、検証報告書が提出されて

いる場合。〕

　(c) 関与するすべての締約国〔及び民間の又は公的な組織〕が検証期間中に C D M に参

加する適格性を持っていた場合。

L ．認証排出削減量の発行

（注釈：一部の締約国は、この段階で明らかになる運営組織の不正行為、背任行為或いは

不適格の問題に対処する必要があるかも知れないと示唆している。）
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138．〔C E R s は移転 [ できない]  [ できる] 。〕〔一旦発行された C E R s は他の附属書Ⅰの締約

国又は組織へその指定された排出削減の約束を遵守するために移転することができる。〕

139．〔C E R s と附 属 書 Ⅰ に 含 ま れ る 締 約 国 の 割 当 量 と の 間 に は フ ァ ン ジ ビ リ テ ィ が  [ な

い]  [ ある] 。CERs と割当量とは異なる概念である。CERs と割当量とは互いに混ぜ合わせ

ることも同化させることもできない。〕〔締約国は、それらの実質的な環境的等価を確保す

るために C O P / M O P に よ っ て 設 定 さ れ る 規 則 と 手 続 に 従 っ て E R U s 、C E R s 、[AAUs]

[PAAs]  を取引することができる。〕

選択肢 A（140～142 項）：　（訳注：原文は （111 ～1 1 3 項））

140．〔事業の参加者（又はその代理者として指定された運営組織）は理事会に対して、指

定された運営組織による認証通知を添付して CERs 発行の申請を提出するものとする。〕

141．理事会は、〔CDM 事業活動に関与している締約国 [、UNFCCC によって認定された

オブザーバー ]  [及び民間の及び／又は公的な組織] によって異議申し立てが提起されてい

ないことを条件として〕、

　(a) 登録された事業に起因する一定期間の〔人為的排出削減〕〔発生源による人為的排出

の削減〕〔及び／又は吸収源による人為的除去の強化〕について、CERs を発行するものと

する。

　(b) CERs に一意のシリアル番号を付与するものとする。

　(c) 〔[附則 D に従って決定され配分（distribution）される] 運営経費に充当するため、

また気候変動の有害な影響を特に受けやすい発展途上の締約国の適応努力に資金援助を行

うための〕収益の一部を差し引いた CERs を、〔事業の参加者〕〔関与する締約国〕の指定

する、〔事業の参加者〕〔附属書Ⅰに含まれる [及び含まれない] 締約国〕の登録簿口座へ

配分（distribution）するものとする。

142．〔CERs は遵守のためだけに使うことができ、〔バンキング〕することも他の締約国

へ販売又は移転することもできない。〕〔C E R s は、附属書 B の締約国が現行約束期間又は

その後の約束期間における遵守のために使うか、附属書 B の別の締約国へ移転して、当該

締約国がその排出抑制の約束の履行に使うことができる。〕

選択肢 B（143 項）：　（訳注：原文は （1 1 4 項））

143．理事会の権限に基づいて作業するこの制度の管理者は、C D M 事業活動に基づくC E R s

の数量の認証を確認する最終認証報告書を 指定された運営組織から受け取り次第、
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　(a) それぞれの C E R に一意のシリアル番号を付与する（ものとする）。

　(b) 第 1 2 条８項に従って運営経費に充当するため、及び適応努力に資金援助を行うため

の収益の一部を附則 D に従って評価、徴収し、それを該当する口座へ移転する（ものとす

る）。

　(c) CERs を〔附属書Ⅰに含まれる締約国から〕（認証報告書に記載されている参加者間

の配分（distribution）取決めに基づいて）事業参加者の該当する登録簿へ移転する。関

与する締約国が承認した配分（distr ibut ion ）取決めの規定に基づき、C E R s を事業参加者

の登録簿口座へ移転する。

　(d) 「収益の一部」を保有する登録簿へ CERs を移転する。
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附則 X （クリーン開発メカニズムに関する決議第 B/CP.6 号附属書に対する）

[ 「の一部」／補足性

取得に対する制限

１．選択肢１：「の一部」という用語を定義しない。

　　 選択肢２1 ：附属書Ⅰに含まれる締約国は、第３条に基づく義務を主として領土外の

手段によって履行してはならない。第２条に基づく政策と措置及び第３条２項に基づく立

証可能な進展という枠組みの中で、議定書における報告、詳細レビュー、不遵守の手続の

対象となり、排出の抑制及び削減に関する数量化された約束を達成する主要な手段が国内

での努力であることを立証できなかった締約国には第６、1 2 、1 7 条に基づくメカニズムへ

ア ク セ ス す る 権 利 を 停 止 で き る 権 限 を 付 与 す る 定 量 的 ま た は 定 性 的 な 規 則 と 指 針 を 立 案

するものとする。

　　 選択肢３2 ( ⅰ) ：附属書Ⅰに含まれる締約国は、第６、1 2 、1 7 条に基づく三つのメカ

ニズムを合わせた純取得量について、下記のいずれか高い方を越えてはならない。即ち、

　　　　　　   基準年の排出量×５＋割当量
( a )  ５％ × ――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　２

　　（ここで、「基準年の排出量」は「 第 ３ 条 ５ 項 で 規 定 す る 基 準 期 間 に お け る 年 間 平 均

排出量」と置き換えることができる。）

( b )  1994 年から 2 0 0 2 年までのいずれかの年次における実際の年間排出量の５倍と割当

量の差の 5 0 ％。

　但し、附属書Ⅰに含まれる締約国が 1 9 9 3 年以降に行われた国内での対策を通じて約束

期間の上限より大きな排出削減を達成し、それが当該締約国により検証可能な方法で、ま

た第８条に基づく専門家のレビューを経て立証されれば、その範囲内で純取得量の上限を

引き上げることができる。

　　 選択肢３(ⅱ)：第 6、12、17 条に基づく三つのメカニズムを使用する場合の全体的な

「上限」は、25～30％を越えてはならない。

　　 選択肢３(ⅲ)：附属書Ⅰに含まれる締約国が第３条に基づく履行のために使える

CERs の全体量は、総割当量の 25％までに限定されるものとする。

　　 選択肢４3 ：C D M 事業活動は、先進締約国が排出の抑制及び削減に関する数量化さ

れた約束の一部を達成するために、当該締約国による国内活動を補足するものでなければ

ならない。先進締約国の C D M 事業活動への参加は、第３条に基づく約束の履行において、

[ 指定された国内努力を満たすこと] [40％は国内の対策によって達成すること] を条件とす
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る。第 6 、1 2 、1 7 条に基づくメカニズムを通じて抑制及び削減される排出量の上限を定め

るものとする。附属書Ⅰに含まれる締約国による CERs の取得の上限は、35％に固定され

るものとする。同一基準による不履行処理規程を定める必要がある。

　　 選択肢５：附属書Ⅰに含まれる締約国が抑制と削減の約束を満たすために使用する

CERs に、短期的制限を課すことができるが、長期的には CERs は自由に利用できる。

[ 第４条に関連する問題点]

２．[第 12 条に基づく CERs の移転又は取得に関するいかなる制限も、第４条に基づく排

出水準の割当に適用されるものとする。]

３．[第 1 2 条に基づく C E R s の純移転又は取得に関するいかなる制限も、第４条に基づき

運営するそれぞれの締約国に適用されるものとする。]

４．[第４条に基づく再割当は、上記…項で述べた制限を考慮して行われるものとする。]]
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附則 A （クリーン開発メカニズムに関する決議第 B/CP.6 号附属書に対する）

運営組織認定の基準と手続

（注釈 ：この附則に含まれる以外の基準を更に検討する必要があるかも知れない。）

１．認定基準は主として下記の問題に対処するものとする。

　　(a) 認証手続に関する良好な専門知識、

　　(b) 認証手続の適用を立証するための手順の実施、

　　(c) 適格性の確認、検証、認証に関連するすべての文書の管理システム、

　　(d) 職業的行動規範、異議申し立て、訴訟手続、

　　(e) 指定された運営組織の専門知識と適格性、

　　(f) 指定された運営組織の独立性と利害対立のないこと、

　　(g) ［指定された運営組織の保険付保。］

２．運営組織は、下記の組織上の必要条件を満たすものとする。

　　(a) 法人（国内法人でも国際法人でもよい）であり、その身分を立証する文書を［認

定機関へ］提出できる。

　　(b) 責任能力を持つ上級管理者のもとで、［適格性の確認］［登録］、検証、認証に関連

する作業の種類、範囲、量について必要とされる能力を持つ人員を十分に雇用している。

　　(c) その活動に必要とされる資金的安定性と資源を確保している。

　　(d) その活動に起因する法的及び資金的責任をカバーするに十分な用意がある。

　　(e) 主として組織内における責任分担の手続及び訴訟に対処する手続など、その機能

を遂行するための社内手続を文書化しており、それら手続を公表できる。

　　(f) 本決議及び関連する［C O P ］［C O P / M O P ］の決議で規定される職務を遂行するの

に必要な専門知識を持っており、特に下記に関する知識と理解が十分である。

　　　( ⅰ)  C D M の運営、C O P 及び C O P / M O P の関連決議、及び理事会が発表する関連手

引きの運用に関する規則、方法、手続及び指針。

(ⅱ) C D M 事業としての ［適格性の確認］［登録］、検証、認証に関連する環境問題。

(ⅲ) ベースラインの設定、排出のモニタリング、その他の環境影響に関する専門知

識を含む環境問題に関連するＣＤＭ事業の技術的状況。

(ⅳ) 関連する環境検査の必要条件と方法論。

(ⅴ) ［持続可能な開発の規準と実施。］

(ⅵ) 発生源による G H G 排出量及び／又は吸収源による人為的除去の強化の計算方

法。

(ⅶ) …

　　(g) ［適格性の確認］［登録］、検証、認証に関する経営の見直しと判断を含めて、組
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織の機能の達成度と実施について全体的な責任を負う経営構造がある。運営組織の候補者

は［認定機関］へ下記を提出するものとする。

(ⅰ) 上級管理者、重役、上級役員、その他人員の氏名、資格、経験、権限。

(ⅱ) 権限、責任、職務の割当について上級管理者からのラインを示す組織図。

(ⅲ) 経営の見直しに関する方針と手続。

(ⅳ) 文書管理を含む運営手続。

(ⅴ) 適格性の確認、検証、認証の職務に関する能力を確保し、その達成度を監視す

るための、運営組織の人員の訓練と育成に関する方針と手続。

(ⅵ) 訴訟、異議申し立て、紛争に対処するための手続。

３．指定された運営組織としての職務にそぐわない違法行為、不正行為及び／又はその他

について未解決の問題はない。

４．運営組織の候補者は、下記の 運営上の 必要条件を満たすものとする。

( a )  国内当局の監督のもとで、下記を含めて信憑性が高く、偏らず、非差別的で、透

明性の高い方法で作業する。

(ⅰ) 作業の不偏性を確保する規定を含めて、不偏性を保護するための文書化された

仕組み。この仕組みは、C D M 事業の立案に大きな関心を持つすべての利害関

係者が有意義に参加できるものでなければならない。

(ⅱ) [ より大きな組織の一部となっており、当該組織の別の部分が C D M 事業の発掘、

立案又は資金供与に関与している又は関与する可能性がある場合、運営組織の

候補者は、

‐　認 定 機 関 に 対 し て 当 該 組 織 が 実 施 し て い る 或 い は 実 施 す る 可 能 性 の あ る

すべての C D M 活動について報告し、当該組織のどの部分がどの C D M 活

動に関与しているかを示すものとする。

‐　［認定機関］に対して当該組織の他の部分との関連性を明確に示し、利害

の対立がないことを明確に立証するものとする。

‐　［認定機関］に対して、運営組織としてのその職務と他の職務との間に現

在も将来も利害の対立がないことを明確に 立証し、また不偏性を犯す危険

性 を 最 小 限 に す る た め に ど の よ う に 事 業 を 管 理 し て い る か を 立 証 す る も

のとする。この立証は、運営組織の内部に起因するものであれ、関連組織

の活動に起因するものであれ、考えられるあらゆる利害対立の発生源を対

象とするものとする。

‐　［認定機関］に対して、運営組織もその上級管理者とスタッフも、その判

断 に 影 響 を 与 え る 或 い は そ の 活 動 に 関 連 す る 判 断 の 不 偏 性 と 完 全 性 に 対
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する信頼感を損なうような取引関連、資金関連、その他の訴訟と無関係で

あり、またこの点について適用されるいかなる規則も遵守していることを

立証するものとする。

‐　[ [ 認定機関]  に対して、その活動の運営について N G O を含む組織体又は他

の当事者による訴訟、異議申し立て、紛争を解決する方針と手続を持って

いることを立証するものとする。] ]

　　(b) C D M 事業への参加者から入手する情報の機密性を保護し、この点について C O P /

M O P が設定する手続に準拠するための適切な取組をしている。C O P / M O P の決議に含ま

れる手続又は法律によって義務づけられるものを除いて、C D M 事業への参加者から入手

し、特許又は機密と記されている、他の場合であれば公表されない情報を、情報提供者の

書面による同意なしに開示しないものとする。排出の追加性を判定するために使われる排

出データ或いはその他のデータは機密とは見なされないものとする。

　　(c) ［適格性の確認 ］［登録］、検証又は認証の作業を外部の組織又は人物へ下請けに

出す場合、運営組織は、

(ⅰ) これら下請け作業について全面的に責任を負い、確認／認証の付与又は撤回に

対するその責任を維持するものとする。

(ⅱ) 下請け作業について適正に文書化された取決めを作成するものとする。

(ⅲ) 下請けの組織又は人物に対して、特に守秘義務と利害の対立について十分な能

力を持たせ、本決議の該当する諸規定を遵守させるようにするものとする。

(ⅳ) 下請け業者を使用することを理事会へ報告するものとする。
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附則 B （クリーン開発メカニズムに関する決議第 B/CP.6 号附属書に対する）

［[ U N F C C C ]  クリーン開発メカニズム参照マニュアル］

１．　選択肢１ ：【[UNFCCC] の CDM 参照マニュアルは、本文書に含まれる規定と指針

を [反映させ] [ 含め]、また COP/MOP［及び理事会］による決議を考慮して理事会が継続

的に更新するものとする。このマニュアルは下記を考慮に入れるものとする。

　　(a) 事業の提出物と他の組織から提出された運営組織の勧告に対応する、新規の及び

改訂されたベースラインとモニタリング方法の承認。

　　(b) ［適宜専門知識を持つ組織を利用する理事会による研究開発。］

　　(c) 他の情報源からのインプット。】

　　　選択肢２ ：この附則 B とその附属書には、決議第‐/ ［C M P . 1 ］号の附属書で規定

される 「クリーン開発メカニズムに関する方法と手続」の管理を容易にするための諸規定

が含まれる。

２．［理事会は、主として下記に関連する C O P / M O P 及び理事会の決議に基づく電子書式

及び印刷物による [ U N F C C C ]  の C D M 参照マニュアルを発行し、維持し、公表するもの

とする。］［理事会は下記に関する決議を C O P / M O P へ定期的に勧告することができる。］

選択肢 A （( a ) ～( f ) 項）：

(a) ベースライン設定方法

 (ⅰ) ［新規の］［その種のものとしては初めての］ベースライン設定方法に関す

る C O P / M O P の必要条件、

 (ⅱ) 承認されたベースライン設定方法。

(b) 適格性の規準

 (ⅰ) 追加性、

 (ⅱ) 「事業の種類」、

 (ⅲ) その他。

　　(c) モニタリング

 (ⅰ) ［新規の］［ そ の 種 の も の と し て は 初 め て の ］ モ ニ タ リ ン グ 方 法 に 関 す る

C O P / M O P の必要条件、

 　　　　(ⅱ) 承認されたモニタリング方法。

　　(d) 事業設計文書（本附則 B の附属書も参照のこと）

　　(e) ［認定機関］の必要条件

　　(f) 運営組織の必要条件



- 114 -

選択肢 B（(a)～(j)項）：

　　(a) 事業固有のベースライン計算方法を裏付けるために必要な情報。

　　(b) ［標準化された］［複数事業の］ベースラインに関するそれぞれの承認された設定

方法或いは下記を含むベースライン設定方法に関する情報、

(ⅰ) 事業が該当する場合に［標準化された］［複数事業の］ベースラインを使用す

る適格性を満たすための規準（例えば、技術、所属分野、地理的地域）、

(ⅱ) クレジット期間、

(ⅲ) 承認されたベースライン計算方法、

(ⅳ) ベースライン設定方法が事業境界について起こり得る問題に対処する方法。こ

れには［可能であれば標準的な漏出補正係数とその適用ルール］［漏出による

予想排出削減の変化を測定、対処及び／又は計算するために適用される措置］

を含める。

　　(c) 事業設計文書のフォーマット（本附則の附属書参照）、

　　(d) 承認されたベースライン設定方法を適用するのに必要な他の情報、

　　(e) ［各種事業に関するモニタリングの指針、及び各モニタリング方法に関するグッ

ドプラクティスの基準、］

　　(f) ［…項に基づき、事業の継続期間を判定するため、及び事業を通じて隔離された

炭素の一部又は全部が放出される可能性に対処するための承認された方法、］

　　(g) ［事業の種類ごとの統一報告フォーマット。必要に応じてデータと報告方法に関

する個々の必要条件を加える、］

　　(h) ［事業が附属書Ⅰに含まれない締約国の持続可能な開発の達成を支援するかどう

かの判断規準、］

　　(i) ［[感度分析の使い方に関する手引き、]］

(j) 事業の種類ごとの、ベースライン決定のためのベストプラクティスの例。

３．［事業の開発者と指定された運営組織は、決議 [ 第 B/CP.6 号]  に従って、[ U N F C C C

参照マニュアル]  に含まれるベースライン設定に関する指針を使用するものとする。この

指針に従って、事業の開発者と指定された運営組織は当該指針に含まれる各種の方法を使

うことができ、入手可能なデータ次第で最も正確な推定値を生成すると判断される方法を

優先的に選べる。また、事業の開発者はこの指針に従って、事業の状況をもっとよく反映

できると判断される別の方法を使うこともできる。但し、その方法はこの指針と整合性を

持ち、適切に文書化されていなければならない。］
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附則 B （U N F C C C の C D M 参照マニュアル）の附属書

事業設計文書

１．［適格性の確認を受ける］［登録される］事業活動は、［関与する各締約国］［ホスト締

約国］によって承認され、指定された運営組織へ提出される事業設計文書の中で詳細に説

明されるものとする。

（注釈 ：この１項は３項を合体できる。）

２．事業設計文書の中のベースラインに関する部分によって、事業の［適格性確認者］［登

録者］は選択されたベースラインについて完全に理解できるものとする。

３．事業設計文書の内容と仕組みには下記を含めるものとする事業活動は事業設計文書の

中で詳細に説明され、下記を含めるものとする。

　　(a) ［関与する各締約国］［ホスト締約国］の指定された C D M 担当国内当局からの、

持続可能な開発との関連を含めて提案された事業活動を正式に受け入れる旨の書状。ホス

ト締約国の書状では、当該事業が当該受入国の持続可能な開発の達成［をどのように支援

するか］［を支援すること］を述べるものとする。

　　(b) 事業の目的と枠組みに関する簡単な、客観的で技術に偏らない 要約。

　　(c) 事業の説明、

(ⅰ) 事業の目的、

(ⅱ) ［政策的及び制度的枠組み、

　　‐　関連部門に関する受入国の政策的基準に言及すること、

　　‐　ホスト国の法的枠組みと その実施の程度に言及すること、

　　‐　事業の設計と実施に関与する社会的行為者、］

(ⅲ) 事業の技術的説明、及び技術選択の実行可能性を含めた技術移転の説明、

(ⅳ) 事業の立地場所とその地域に関する情報、

(ⅴ) 事業の境界に関する簡単な説明（地理的に）、

(ⅵ) ベースライン並びに C D M 事業活動の将来の推移に影響を与える主要なパラメ

ーター、

(ⅶ) ［任意：社会経済的観点、

　　‐　事 業 が ホ ス ト 締 約 国 及 び ／ 又 は 事 業 が 実 施 さ れ る 特 定 の 地 域 の 社 会 経 済

的状況に与える影響、

　　‐　事業がその境界外の影響地域へ与える社会経済的影響、

　　‐　事業の実施と職務が与える追加的な（間接的な）影響。］

　　(d) アジェンダ 2 1 及び関連する多国間環境取決めで定義される持続可能な開発への

貢献度、
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　　(e) 提案されるベースライン設定方法、

(ⅰ) 選定されたベースライン計算方法の説明。（［標準化された］［複数事業の］ベ

ースラインの場合は UNFCCC の CDM 参照マニュアルの該当する項を示す）、

(ⅱ) 提案されるベースライン設定方法の適切性の正当化、

(ⅲ) 提案されるクレジット期間の正当化、

(ⅳ) 事業の推定運営寿命、

(ⅴ) 承認された ［標準化された］［複数事業の］ベースラインの特定事業への適用

を完全に透明にするのに必要な他のあらゆる情報、

(ⅵ) ベースラインの推定で使われた主要なパラメーターと仮定の説明、

(ⅶ) 事業の参加者は国内政策（特にエネルギー補助金、森林伐採に対する補助金な

ど歪曲的な政策）がどの程度ベースラインの決定に影響を与えているかを論議

する必要がある。ベースラインの決定に使われるデータは、入手可能な最高の

品質のものでなければらない。

(ⅷ) 排出［及び／又は除去］に関する歴史的データの変数、使用したパラメーター

などベースライン排出量 ［及び／又は除去量］を計算するのに使用したデータ

ソース、

(ⅸ) 該当する場合は、 当該活動の過去の排出量［及び／又は除去量］、

(ⅹ) 事業の寿命期間中における年間ベースライン排出量と排出削減量の予測、

(xi) ［感度分析、］

(xii) 不確実性［（該当する場合は 数量的問題など）］：

　　‐　データ、

　　‐　仮定、

　　‐　主要な要素、

　　‐　その他、

(xiii) ［事業の境界線］［ベースライン設定方法が潜在的な事業境界の問題をどのよ

うに扱っているか］。国内及び国内地域内における損失及び漏出の計算方法と

その責任の評価、

(xiv) ［新しい］［その種のものとしては初めての］ベースライン設定方法の場合は、

提案するベースライン設定方法の長所と欠点を説明する、

(xv) 事業に関連するその他の環境的影響。

　　(f) 6 9 項に基づいて要求されている社会的影響を含めて環境影響評価の要約に関する

すべての情報。

　　(g) 提案するベースライン設定方法に関する結論、

　　(h) ［［隔離に関する事業]  [ に加えて、土地利用、土地利用の変化及び林業の事業の場

合は]  事業の参加者が吸収源事業によるクレジットをどのように確保するかの説明が、温
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室効果ガスの除去の強化及び／又は排出の回避に実質的、測定可能かつ長期的な便益に反

映されることになる。この目的のために、事業設計文書には下記を含めるものとする。

　　　(ⅰ) 炭素が隔離されているであろう期間の提案。

　　　(ⅱ) 事業によって隔離された炭素の一部又は全部が、上記( ⅰ) による期間より前に

放出される可能性への対処方法。例えば、指定された期間より前に放出される

炭素を埋め合わせる方法、或いは当該事業の継続期間中に C E R s の発行率を調

整する方法など、及び

　　　(ⅲ) 炭素隔離の潜在的可逆性に対処する方法。］

　　(i) ［経済及び資金に関する情報：

　　　(ⅰ) 資金供与の出所と、資金供与が追加的なものであるという証拠、

　　　(ⅱ) [財務分析と経済分析（内部収益率、積立準備金、資金のフロー） ]、

　　　(ⅲ) [事業の実施と寿命期間中のメンテナンスに関するコストの推定]、］

　　(j) 選択肢１：追加性：当該事業活動が C D M の追加性の資格 をどのように満たすかの

説明。

　　　 選択肢２：事業の追加性

　　　( ⅰ)  国際的及び公的資金を含む財源。

　　　( ⅱ)  経済的及び資金的評価、

　　  ( ⅲ)  技術的評価、

　　(k) ［必要な場合に、資金確保への支援の要請、］

(l) その他の情報：

      (ⅰ) 現地の利害関係者による観測及び／又は提案に関するコメント、及びそれら利

害関係者の関与に関する説明。（訳注：原文は( ⅳ) ）

      (ⅱ) 該当する場合は、他の環境関連取決めへの貢献（例えば、生物多様性や砂漠化

に関するものなど）、（訳注：原文は( ⅴ) ）

　　(m) モニタリング計画：

　　　(ⅰ) 事業境界線の内と外における事業の達成度指標、

　　　(ⅱ) 事業の達成度指標とデータの質の評価に必要なデータ、

　　　(ⅲ) データの収集とモニタリングで使われる方法、

　　　(ⅳ) 提案されるモニタリング方法の精度、比較可能性、完全性、有効性の評価、

　　　(ⅴ) モニタリング方法、記録、報告に関する品質保証と品質管理の規定、

　　　(ⅵ) 排出削減量［又は除去量］を計算するためのモニタリング・データの使用方法

に関する説明、

　　(n) ［ベースライン、監視された排出量及び／又は除去量、及びその他関連パラメー

タ ー を 含 む 、 事 業 境 界 内 で 発 生 す る 追 加 的 削 減 及 び ／ 又 は 除 去 を 定 期 的 に 計 算 す る 方 式

案］［削減された [ 又は除去された]  排出量の計算と下記の文書化］：



- 118 -

(ⅰ) 事業境界内で当該事業活動による、有意かつ妥当に判断できる排出量［及び除

去量］、

(ⅱ) 事業境界の外だが参照シナリオの地理的地域内における、当該事業活動による

ものと妥当に判断できる ［有意な］排出量 ［及び除去量］。

(ⅲ) 上記( a ) と(b ) の合計排出量と除去量。

(ⅳ) 参照シナリオの地理的地域内で、承認された方法を使って計算される、当該事

業活動によるものと妥当に判断できる合計排出量［及び除去量］と該当するベ

ースライン設定方法による排出量 との比較。

(ⅴ) 基準シナリオの地理的地域の外だが、当該事業活動によるものと妥当に判断で

きる［有意な］排出量及び除去量の変化を説明するために、事務局が要求する

追加の要素。

　　　(ⅵ) 一定期間中に削減された排出量。

　　(o) 参考事項 。

（注釈：［標準化された］［複数事業の］ベースラインを使う事業に特有の要素を明らかに

するには、さらなる検討が必要である。）

４．理事会は主として下記の規定を含めて、事業設計文書の情報を完全なものとするため

の指針を承認するものとする。

　　(p) ベースライン排出量と実際の排出量、［人為的吸収源によるベースライン除去量

と人為的吸収源による実際の除去量、］漏出量及び排出削減量は、決議第 2/CP.3 号によっ

て定められ、その後第５条に従って改訂される地球温暖化ポテンシャル（GWP）の数値を

使って計算される CO2 換算排出量１トンの単位で表すものとする。

　　(q) ベースライン推定値の排出［又は除去］水準は、使用される方法に従って個別の

活動に仕分けられるものとする。事業設計文書は、ベースラインの推定で使われた集合化

の水準に従って事業のベースライン推定値に含まれる個々の削減活動について、分解され

た活動データと排出［及び／又は除去］係数を提示するものとする。

　　(r) 事業の参加者は、国内政策（特にエネルギー補助金、森林伐採に対する補助金な

ど歪曲的な政策）がどの程度ベースラインの決定に影響を与えているかを論議する必要が

ある。ベースラインの決定に使われるデータは、入手可能な最高の品質のものでなければ

ならない。



- 119 -

附則 C （クリーン開発メカニズムに関する決議第 B/CP.6 号附属書に対する）

締約国による報告

（注釈：この附則はすべてのメカニズムに関するものであり、従って各メカニズムの決議

で反復される。これは第７条に基づいて採択される指針に組み込むこともできる。）

１．第７条［及び第５条２項］に基づく指針に従って、附属書Ⅰに含まれる各締約国は発

生源による人為的排出量及び吸収源による人為的除去量の年間目録に下記の情報を組み

込むものとする。

　　(a) 当該年次の［開始時］［終了時］のその登録簿における ERUs7、CERs,、及び［AAUs］

［PAAs］8 の保有状況（シリアル番号で示す）、

(b) 当該年次の登録簿における最初の ERUs の移転及び CERs と［AAUs］［PAAs］

の発行（シリアル番号と取引番号によって示す）、

(c) 当該年次の登録簿における ERUs［、CERs］及び［AAUs］［PAAs］の移転と取

得（シリアル番号と取引番号によって示す）、

(d) 当該年次における登録簿からの ERUs、CERs 及び［AAUs］［PAAs］の償却（シ

リアル番号と取引番号によって示す）、

(e) 以後の約束期間のためにバンキングされる ERUs、CERs 及び［AAUs］［PAAs］

（シリアル番号で示す）、

(f) 第６、12、17 条に基づくメカニズムへの参加を認可又は承認されている、当該締

約国の管轄区域内の居住者である法人、民間の及び公的な組織の名称と連絡先について最

新の情報をダウンロードできるインターネットの URL。

２．［第７条の指針に従って、附属書Ⅰに含まれる各締約国は下記に関する情報をその国別

報告書に組み込むものとする。

(a) 第６条と第 12 条に基づく事業活動、

(b) その CDM 事業活動が、附属書Ⅰに含まれない締約国が持続可能な開発を達成し、

条約の最終的目標に貢献するのをどの程度支援しているか、］

　　(c) 取得した CERs が第３条に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束

の達成に対して予想される貢献度及び国内対策の予想される貢献度に関する推定。

３．附属書Ⅰに含まれない締約国は、受け入れている CDM 事業活動について条約第 12

                                                
7 「排出削減単位」（ERU）は決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
8 ［「割当量単位（AAU）」］［「割当量の一部（PAA）」］は決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
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条に基づく報告の約束の枠内で報告するものとする。［この報告には附属書Ⅰに含まれる

締約国が第３条に基づく約束を達成するのを、どのように支援したかを含めるものとす

る。］
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附則 D （クリーン開発メカニズムに関する決議第 B/CP.6 号附属書に対する）

「収益の一部」の決定と配分（distr ibut ion ）

１．運営経費に充当するために使われる「収益の一部」は理事会がこの目的のために保有

するものとする。収益の一部の残る金額は附属書の附則 D で定義される「適応基金」へ割

り当てられ、気候変動の有害な影響を特に受けやすい発展途上の締約国の適応化努力に資

金援助を行うために使われるものとする。収益の一部は下記の諸規定又は COP/MOP によ

って採択されるそれらの後継規定に従って定義されるものとする。即ち、

　　(a) 「収益の一部」は下記のように定義される。

　　　選択肢１：ある事業活動に対して発行される CERs の［件数］［金額］の一定比率。

　　　選択肢２1 ：ある事業活動に参加している附属書Ⅰに含まれる締約国へ発行される

C E R s の［件数］［金額］ の［一定比率］［ｘ％］。

　　　選択肢３：当該 CDM 事業［活動］の価値の［一定比率］［＿％］。［これによって、

運営経費と適応基金への拠出金は初めから確保される。］

　　　選択肢４2 ：附属書Ⅰに含まれる締約国が附属書Ⅰに含まれない締約国における事

業活動を通じて温室効果ガスの排出を削減する際に発生するコストと、当該事業活動へ資

金 供 与 を 行 う 附 属 書 Ⅰ に 含 ま れ る 締 約 国 自 体 で 温 室 効 果 ガ ス 排 出 削 減 活 動 を 行 う と し た

場合に 附属書Ⅰに含まれる当該締約国で発生するであろうコストとの差 ［のｘ％］。

　　　選択肢５：ある CDM 事業に参加している附属書Ⅰに含まれる締約国が取得する当

該事業の CERs の金額を根拠に賦課され、附属書Ⅰに含まれる当該締約国が支払わなけれ

ばならない課徴金。

　　(b) 「収益の一部」の水準は＿％とする。

２．選択肢１：運営経費に充当するために使われる収益の一部は、その金額の［1 0 ］［ｙ］％

を上回らないものとし、この目的のために理事会事務局が保持している口座へ移転される

ものとする。収益の一部の［2 0 ％］［残る金額］は、気候変動の有害な影響を特に受けや

すい発展途上の締約国の適応化のコストの支払援助 のために使われ、C O P /  M O P が設置す

る適応基金によってこの目的のために保持される口座 へ移転されるものとする。［3 0 ％は、

当 該 事 業 活 動 の ホ ス ト 締 約 国 が 持 続 可 能 な 開 発 の 目 標 を 達 成 す る の を 支 援 す る た め に 提

供されるものとする。］

　　　選択肢２：「収益の一部」の金額の 10％は運営経費に、20％は適応基金に、30％は

当該事業活動のホスト締約国がその持続可能な開発の目標達成を支援するために、それぞ

れ使われるものとする。

３．C O P / M O P は本附則に含まれる収益の一部に関する決定及び／又は配分（distr ibut ion ）

の改訂を決議できる。



- 122 -

［附則 E （クリーン開発メカニズムに関する決議第 B/CP.6 号附属書に対する）

適応基金に関する決議第 X/CP.6 号

締約国会議は、

条約第４条 1 項( e ) と４項及び第 1 0 条 1 項 b を念頭に置き、

また、決議第 11/CP.1 号及び第 2/CP.4 号の諸規定も 念頭に置き 、

１．選択肢１：［第６条 9 及び］クリーン開発メカニズムに基づく事業活動から［及び第

17 条に基づく取引から］の収益の一部を、気候変動の有害な影響を特に受けやすい発展途

上の締約国 1 0 の適応化のコストの支払援助のために使えるように、適応化の事業と対策へ

資金的支援を配分（distr ibut ion ）するための適応基金を設置することを決議する。

　　選択肢２：条約第４条８項に記載されているように、特に脆弱な発展途上の締約国が

適応化のコストの支払援助ための適応基金を設置することを決議する。この適応基金は、

第６条に基づく事業活動、第 12 条に基づき認証された事業活動、及び第 17 条に基づく割

当量の一部の移転と取得、による収益の一部を根拠にするものとする。

２．更に、この適応基金は［[京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議

が定める] 既存の機関］［条約の資金的メカニズムの運営を委任される組織］によって管理

されることを決議する。

３．選択肢１：また、附属書Ⅰに含まれない締約国は、資金援助を必要とするその適応化

の事業と対策について適応基金へ提案書を提出すべきことを決議する。

　　選択肢２：また、附属書Ⅰに含まれない締約国は、［適応化事業明確化プロセスに従

って］資金供与を必要とする適応化事業を明確にし、適応基金へ資金援助の申請書を提出

すべきことを決議する。

４．［更に、適応基金から適応化事業への資金供与は、条約に基づいて行われている適応

化に関する作業と整合性を持たせるべきことを決議する。］附属書Ⅰに含まれない締約国

は、これら活動を実行できるようにあらゆる段階で能力向上の支援を受けるものとする。

５．また、適応基金から資金援助を受ける適応化の事業と対策は、

　　(a) ある地域における脆弱な国に共通の必要性及びその地域の各事業間で必要とされ

る相互補完関係を考慮して、国が推進し、

　　(b) 関係締約国の持続可能な開発のための国家戦略及び優先課題と適合性を持ち、締

約国の国別報告書で見いだされた具体的な脆弱性に対して［、条約に基づく適応化関連作

業と整合した方法で］対処し、

                                                
9 「条」とは、別途指定しない限り京都議定書の条項を意味する。
10 「締約国」とは、別途指定しない限り京都議定書の締約国を意味する。
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　　(c) 持続可能な開発のための国際的取決め及び国際的に合意された行動計画と整合性

を保ち、

　　(d) 社会的及び環境的影響評価の対象となり、

　　(e) 決議第 11/CP.1 号 1(d) ( ⅰ) 項及び( ⅱ) 項（FCCC/CP/1995 /7 /Add.1 ）を考慮に入れ

て立案され、

　　(f) 費用効果的な方法で実施され、

(g) クリーン開発メカニズムの事業と同じ水準のモニタリングと報告の対象となる

ものとすることを決議する。

６．また、森林に炭素貯蔵庫を維持することを目標とする適応化事業も適応基金から資金

援助を受けることができることを決議する。これら事業は高い優先順位を与えられ、附属

書Ⅰに含まれない締約国の国別報告書の情報を手引きとし、下記の活動に限定されるもの

とする。

( a )  自然林の保全、及び

( b )  危機に瀕した保護地区の保護。

７．更に、適応基金が資金援助を行う適応化の事業と対策は、主として京都議定書の締約

国の会合としての役割を果たす締約国会議によって設定され管理され、［ 適 応 化 の 事 業 と

対策］［気候変動の有害な影響を特に受けやすい附属書Ⅰに含まれない締約国］に優先権

を与える「脆弱性指標」に従い、また［気候変動の有害な影響を特に受けやすいことに加

えて、クリーン開発メカニズムに基づく認証排出削減量を生み出している附属書Ⅰに含ま

れない締約国を更に優先して］、選定することを 決議する 。

（注釈：適応基金の管理と配分（distribution）については更に洗練化が必要であり、ま

た京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議による追加の決議を必要と

する。）】
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【Ⅲ．決議第 B/CP.6 号に対する附属書１

京都議定書第 1 2 条で定義されたクリーン開発メカニズム

に関する方法と手続

A ． ベースラインに関する指針設定のための参照事項

１．［I P C C ］［理事会の指導を受ける専門家］は、C D M 事業に関するベースライン設定の

ための指針を作成するに当たって、主として下記の参照事項を手引きとするものとする。

目的：

２．ベースライン設定に関する指針の目的は、下記のために事業ベースの活動に関するベ

ースライン設定方法について手引きを提供することにある。

( a )  理事会によって承認され、クリーン開発基金のための方法と手続に関する決議案［第

‐/ C M P . 1 号］附属書のベースラインに関するあらゆる項目に含まれている、すべてのベ

ースライン設定方法を調和させ、更に推敲し、拡張し、整合性を持たせる。

( b )  事業の開発者が客観的で透明性の高い、また信頼性の高い方法で、ベースラインを

立案できるようにする。また、

( c )  O E s がベースラインを整合性のある透明性の高い方法でチェックするための指針と

なる。

内容：

３．手引きは下記の分野を対象とする。

( a )  相互に明確に区別でき、ベースライン設定方法について共通の特徴を示す事業分類

（例えば、部門、技術、地理的分野による）の定義。

  (b)   最も正確なベースラインを設定できる可能性の高い方法。方法に関する手引きは、

区別された事業分類について、データの入手性を考慮した集合化の水準、地理的分野及び

データの入手性に関する手引きを含めて、事業固有の及び複数事業のベースラインを対象

とする必要がある。

  (c) 　　将来の動的変化を考慮に入れた上で、最も現実的かつ最も可能性の高いシナリオ

を実現するため、方法の選択の手引きとなる意思決定系統図及びその他の方法論的手段。

　( d )    良好な正確度を保てる手法の標準化の可能性範囲。可能かつ適切であれば、常に

標準化されたパラメーターを作成する必要がある。高度に標準化されたベースラインを採

用している事業からの排出削減を過大評価しないように、標準化は控え目に行う必要があ

る。
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　( e )    事業境界内に含めるべき温室効果ガスを勘案した事業境界の決定。漏出との関

連性、及び漏出水準の事後的評価を可能とする適切な事業境界と指標の設定に関する勧

告。

　( f )    事業のクレジット寿命。

　( g )    データの選択（国際的、省略時、国内的）及び測定すべき指標を含むデータ収

集。推定と不確実性の扱いに関する助言。

　( h )    部門別改革活動、現地の燃料の入手性、電力部門の拡張計画、事業分野の経済

情勢を中心として、関連する国内政策、国又は地域に固有の状況を組み込むこと。】

………………
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第三部 ：京都議定書第 1 7 条

Ⅰ．［決議案［第 C/CP.6 号］：排出量取引に関する原則、方法、規則、指針

締約国会議は、

京都議定書第 17 条を想起し、

決議第 1/CP.3 号、特にその 5 項( b ) を想起し、

また、主として京都議定書第 17 条に基づく排出量取引の検証、報告及び説明責任に関す

る原則、方法、規則、指針について、適宜「京都議定書の締約国の会合としての役割を果

たす締約国会議」第１回会合に対する勧告も含めて、その第６回会合において京都議定書

第６、12、17 条に基づくすべてのメカニズムについて決議を行えるように、クリーン開発

メカニズムを中心とするこれらメカニズムに関して実施される作業計画を定めたその決議

第 7/CP.4 号も想起し、

また、その決議第 8/CP.4 号も想起し 、

更に、その決議第 14/CP.5 号も想起し、

京都議定書第３条と第 1 7 条に含まれる諸規定を考慮に入れ 、［また、本決議附属書の附則

X に含まれる諸規定も反映し］、

第 17 条 1 に従って、附属書 B に含まれる締約国 2 が第３条に基づくその約束を履行する目

的で排出量取引に参加できること、及びこれらいかなる取引も第３条に基づき［また本決

議附属書に対する附則 X に含まれる諸規定を反映して］、排出の抑制及び削減に関する数

量化された約束を達成することを目的とする国内の行動を補足するものであることを念頭

に置き、

また、［第３条 10 項及び 11 項］［京都議定書第３条 10 項に従って、一の締約国が他の締

約国から第６条又は第 17 条の規定に基づき取得するいかなる排出削減単位又はいかなる

割当量の一部も、取得する締約国の割当量に追加されること、及び京都議定書第３条 11

項に従って、一の締約国が他の締約国に対して第６条又は第 17 条の規定に基づき移転す

るいかなる排出削減単位又はいかなる割当量の一部も、移転する締約国の割当量から差し

引かれること］を念頭に置き、

　更に、京都議定書第３条と第 17 条に含まれる諸規定は、それに従って一の締約国が他

の締約国へ移転するいかなる割当量の一部も移転する締約国の割当量から差し引かれ、一

の締約国が他の締約国から取得するいかなる割当量の一部も取得する締約国の割当量に追

加されるが、これらいかなる移転或いは取得も締約国が附属書 B に登録された排出の抑制

                                                
1 「条」とは、別途指定しない限り京都議定書の条項を意味する。
2 「締約国」とは、別途指定しない限り京都議定書の締約国を意味する。
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及び削減に関する数量化された約束に従ってその割当量を変更することなく、第３条によ

る排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の遵守に寄与させる目的でのみ行われる

と規定していることを念頭に置き、

　この議定書は附属書 B に含まれる締約国に対して第６、12、17 条に基づくいかなる種

類の排出についても何の権利、所有権、又は資格も作り出す或いは付与するものではなく、

また第 17 条に基づく排出量取引は第３条に基づく約束の達成を目的として割当量の一部

の移転及び取得を計上するためだけであることを認識して、

排出量取引の目的を達成するための行動において、締約国は条約第３条、特に下記の事

項を指針とすることを確認し、即ち、

　［衡平性：先進締約国と発展途上の締約国との間の衡平性には、発展途上の締約国の人

口一人当たりの温室効果ガス排出量に関する衡平性が含まれ、発展途上国の人口一人当た

りの排出量が依然として相対的に少ないこと、及び世界の排出量に占める発展途上国のシ

ェアがその社会的及び開発的ニーズを満たすために増大するであろうことを考慮し、また

これら締約国の最大かつ最重要の優先課題は経済的及び社会的開発と貧困の根絶であるこ

とを十分勘案し、一方附属書 B に含まれる締約国は先進締約国と発展途上の締約国との間

の人口一人当たり排出量の不衡平性を軽減する観点から、国内における政策と措置を通じ

て排出水準を引き下げることを目標として、引き続きその排出量を抑制し削減することを

確認するものである。］

　先進国と発展途上国の間の衡平性は、発展途上の締約国の人口一人当たり排出量に関す

る公正な権利についての衡平性で、発展途上国の人口一人当たりの排出量が依然として相

対的に少ないこと、及び世界の排出量に占める発展途上国のシェアがその社会的及び開発

的ニーズを満たすために増大するであろうことを考慮し、またこれら締約国の最大かつ最

重要の優先課題は経済的及び社会的開発と貧困の根絶であることを十分勘案し、一方先進

締約国は先進締約国と発展途上の締約国との間の人口一人当たり排出量の不衡平性を軽減

する観点から、国内における政策と措置を通じて排出水準を引き下げることを目標として、

引き続きその排出量を抑制し削減することを確認するものである。

［議定書は条約附属書Ⅰ及び附属書 B に含まれる締約国に対していかなる権利、所有

権又は資格も作り出し或いは付与しておらず、また国際的な市場制度又は市場体制も作り

出していないことを認識して、］

［排出量取引は、附属書 B に含まれる締約国が第３条に基づくその約束を達成するた

めに、それら締約国の間で割当量の一部の移転と取得を計上するためだけのものである。］

透明性。

［気候変動への有効性：気候変動の緩和に関連する実質的、測定可能かつ長期的な利

益を達成するものとする。］［全体的な排出削減量は、他の場合より少なくてはならない。］

ファンジビリティ／ノンファンジビリティ：締約国は排出削減単位［、認証排出削減
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量］及び［割当量単位］を［同等な環境的有効性を確保する目的で京都議定書の締約国の

会合としての役割を果たす締約国会議が設定する規則と手続きに従って］取引すること［が

できる］［はできない］。

１．上記の諸原則及び本決議の附属書に含まれる［京都議定書第 17 条に基づく］排出量

取引に関する［検証、報告及び説明責任を中心とする］方法、規則及び指針を採択するこ

とを決議する。

２．［更に、京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、排出量取引に

参加している締約国が報告した割当量の一部の取得及び移転を承認又は却下する権限を持

つことを決議する。］

３．関係締約国に対して、附属書Ⅰに含まれる移行期経済の締約国の排出量取引への参加

を容易にするように要請する。

４．［第 12 条８項に従って使われる「収益の一部」は第 17 条の取引にも適用されて［y

の x％］とし、そのうち運営経費に割り当てられるのは［z％未満］、適応基金 3 に割り当

てられるのは［100-z％以上］とすることを決議する。適応化コストの支払援助を行うため

の「収益の一部」は、条約及び議定書の他の規定に基づく適応化活動に対する附属書Ⅰに

含まれる締約国による資金供与に追加されるものでなければならない。］

５．［また、京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議に代わって理事的

職務を行う権限を付与される機関は、（締約国会議のビューローなど）締約国の慣行によっ

て設定された独自の代表制のバランスを反映させた理事構成にするものとすることを決議

する。］

６．下記を念頭に置いて、［排出量取引制度］  ［第 17 条に基づく排出量取引］の運営の

基準となる方法、規則及び指針を見直すこと、［及び締約国の関連する経験を考慮に入れて、

将来これら方法、規則及び指針の改訂を検討できること］［ 及 び 附 属 書 に 含 ま れ る 方 法 、

規則、指針を将来改訂する場合は、コンセンサスを得た上で、締約国の関連する経験を考

慮に入れて行うこと］を決議する。即ち、

　　(a) 最初のレビューは第一回調整期間終了から１年後の［2 0 0 5 年］［2 0 1 2 年］［2 0 1 3

年］［2 0 1 6 年］以前に行われるものとする。

　　(b) その後の改訂は［それ以降定期的に］［３年間隔又は…の要請があり次第］行われ

るものとする。

　　(c) ［方法、規則、指針の変更は、それらが採択された約束期間の次の期間に発効 [す

るものとする ] [させることができる]。］

                                                
3 適応基金は、気候変動の有害な影響及び／又は第６条と第 17 条に基づく対応策実施の影響を特に受け
やすい発展途上の締約国の適応化コストの支払援助を行うために設置されるものとする。
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７．［条約の事務局に対して］本決議の附属書に含まれる、それに割り当てられた職務を

遂行し 4 、特に第 17 条に基づく排出量取引に参加する適格性を［持たない］［持たないと

判定された］締約国の公表可能なリストを維持することを要請する。

８．［締約国会議が  [その第＿回会合で]下記の決議を行うように要請する。即ち、

　　(a) 民間部門の組織を含む検証組織及び検査組織の役割を定める。

　　(b) 法人を対象とする国内の割当と説明責任の手続に関する指針を発表する。

　　(c) 競争の歪曲の可能性を追跡し、指針に標準的検査を含める。］］

                                                
4   運 用 に 関 す る こ の 項 の 資 源 関 係 へ の 影 響 を 明 確 に す る 必 要 が あ る 。
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Ⅱ．附属書：排出量取引に関する方法、規則及び指針

〔選択肢１：

定義

１．本附属書において、

( a )  「締約国」とは、別途指定がない限り本議定書の締約国を意味する。

( b )  「議定書」とは、国連気候変動枠組条約の京都議定書を意味する。

( c )  「条」とは、別途指定がない限り議定書の条項を意味する。

( d )  「割当量」には、A A U s 、C E R s 、及び E R U s が含まれる。

( e )  「割当量単位」（A A U s ）は、第３条７、８項〔第３条３、４項〕に基づいて算定

される単位で、各単位は決議第 2 /CP.3 号で定義された、又はその後第５条に従って改訂さ

れる地球温暖化ポテンシャルを使って算定される、二酸化炭素相当量１メートルトンに等

しい。

　　( f )  「排出削減単位」（E R U ）は、決議第 2/CP.3 号で定義された又はその後第５条に

従って改訂される地球温暖化ポテンシャルを使って算定される、二酸化炭素相当量１メー

トルトンに等しい。

　　( g )  「認証排出削減量」（C E R ）は、第 1 2 条とそれに基づく必要条件に従い発行され

る単位で、決議第 2/CP.3 号で定義された又はその後第５条に従って改訂される地球温暖化

ポテンシャルを使って算定される、二酸化炭素相当量１メートルトンに等しい。

選択肢２：　（注釈：本項は必要がない。）

（注釈 ：以下の段落は参加に関するものである。）

選択肢 A （２～４段落）：

２．条約の附属書Ⅰ及び議定書の附属書 B に含まれる締約国は、下記の場合に第 1 7 条に

基づく排出量取引に参加することができる。

　　(a) 議定書を批准している。附属書 B に含まれる締約国は約束の達成において、国内

の 政 策 及 び 措 置 を 通 じ て 排 出 量 を 抑 制 及 び 削 減 に 関 す る 約 束 を 越 え て 抑 制 又 は 削 減 し て

おり、そのために使用しなかった割当量の一部を、割当量を超える国内の排出量分を相殺

するために割当量の一部を取得しようとしている別の附属書 B に含まれる締約国に移転で

きる場合、当該割当量の一部を当該締約国へ移転することができる。

　　(b) 〔[排出目録と割当量の説明に関する]  議定書第 [３、] ５、７条 [と条約第 12 条]

に基づく約束 [ 並びに排出量取引について設定される規則と指針及び議定書のその他関 連

規定]  に [ 準拠している]  [ 対する不遵守を立証されていない] 。〕

　　(c) 選択肢１：〔[ C O P / M O P によって採択される遵守制度に拘束されており] 、第 17
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条に基づく排出量取引への参加から、その手続とメカニズム [、特に第２条１項及び３項、

第３条２項及び 14 項、第６、11、12、17 条に関する諸規定] に従って、除外されていな

い。〕

　　　 選択肢２ ：条約第４条３、５、８、９項の諸規定及びそれに基づく C O P の決議、

並びに議定書第２条１項と３項、第３条２項と 1 4 項、第４、５、７、1 1 、1 7 条の諸規定

及びそれに基づく C O P 又は C O P / M O P の決議を遵守している。

　　(d) 決議第 D/CP.6 号に含まれる登録簿に関する諸規定〔に準拠している〕〔に対する

不遵守を立証されていない〕〔を遵守している 〕。

　　(e) 〔COP/MOP で合意された国際的基準に従って、その目録が認定された独立機関

によって認証されている。〕

　　(f) 〔附則 X に従って、国内的な [ 行動]  [ 政策及び措置]  を通じて十分な排出削減を達

成している。〕

　　(g) 当該締約国が、条約第 1 2 条又は議定書第７条によって義務づけられるすべての情

報及び補足的情報、並びに排出量取引の方法、規則、指針に関する本附属書の附則 B で義

務づけられるすべての情報を含めて、条約第 1 2 条及び議定書第７条によって締約国に義

務づけられるすべての国別報告書 （これら義務は C O P 又は C O P / M O P がそれぞれ適宜作

成することができる）を提出しており、当該締約国が [AAUs] / [PAAs]  の移転又は取得を

提案する年次の直前年次に関する国別報告書の提出が、それに適用される提出期限を厳格

に遵守して行われている 5 。

３．第一約束期間の開始 〔に先立ち〕〔及びそれ以後〕、第８条に基づき設置される専門家

による検討チームは、上記２項に記載された適格規準に対する 附属書Ⅰ及び附属書 B に含

まれる 締約国の遵守状況を検討するものとする。

４．附属書Ⅰ及び附属書 B に含まれる締約国について、上記２項の規定の遵守について決

議…に従って問題が提起された場合 6 、

( a )  当該問題は決議…に従って解決されるものとする 7 。

(b)  締約国は、その問題が提起された後でも [AAUs] / [PAAs]  を取得又は移転できるが、

問題が提起された後で取得した [AAUs] / [PAAs]  は、上記２項のいずれかの規定に対する

                                                
5 この 2 項(g)は、COP が第 17 条に関する規則と指針に関するその決議を採択すると同時に、附属書Ⅰ
の各締約国に、条約第４条３、５、８、９項の諸規定とそれに基づく COP の決議、及び議定書第２条１
項と３項、第３条２項と 14 項、第４、５、６、７、11 条の諸規定とそれに基づく COP/MOP の決議（議

定書のこれら条項について COP が COP/MOP へ勧告した決議を含む）を遵守していることを立証する

ための詳細な情報を国別報告書に含めるように義務づける適切な決議を採択することを想定したもので
である。
6 「 決 議 … 」 は 、 第 1 8 条 に 従 っ て 遵 守 制 度 を 設 定 す る 決 議 を 意 味 す る 。
7 「 決 議 … 」 は 、 第 1 8 条 に 従 っ て 遵 守 制 度 を 設 定 す る 決 議 を 意 味 す る 。
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遵守の問題が最終的に解決されるまで、取得した締約国が議定書第３条１項に基づくその

約束を満たすために使用することはできない。

　　( c )  附属書Ⅰ及び附属書 B に含まれる締約国が、第 1 7 条に基づき [AAUs] / [PAAS]  を

取得した時点で、上記２項のいずれかの規定を遵守していないと判定された場合、この取

得を理由とする第３条 1 0 項に基づく当該締約国の割当量へのこれら [AAUs] / [PAAs]  の

追加は、決議…により不遵守の最終決定が行われた時点でキャンセルされるものとし、そ

れ以降当該締約国の割当量の一部とは見なされないものとする。

選択肢 B （５～８項）：

５．第 1 7 条に基づき割当量の一部を移転又は取得するためには、締約国は

　　( a )  ３項に基づく報告書を提出する時点まで及びそれ以降に、第５条１項及びそれに

基づき決定される指針の必要条件に従って、モントリオール議定書によって規制されてい

る も の を 除 く す べ て の 温 室 効 果 ガ ス の 発 生 源 に よ る 人 為 的 排 出 及 び 吸 収 源 に よ る 除 去 の

見積りを行うための国内制度を設定しなければならない。

　　( b )  ６項に基づく報告書を提出する時点まで及びそれ以降に、第７条４項及びそれに

基づき決定される指針の必要条件に従って、その割当量のすべての変化を説明し追跡する

ためのコンピューター化された国内登録簿を備えなければならない 8 。

　　( c )  ６項に基づく報告書を提出する時点までに、第７条４項及びそれに基づき決定さ

れる指針の必要条件に従って、その最初の割当量を設定していなければならない。

　　( d )  ６項で説明する報告書の中で、〔 モ ン ト リ オ ー ル 議 定 書 に よ っ て 規 制 さ れ て い る

ものを除く温室効果ガスの発生源による人為的排出及び吸収源による除去〕について最新

年次の年間目録を、第５条２項と第７条１項及びそれに基づき決定される指針に含まれる

必要条件に従って、提出していなければならない 9 。

　　( e )  その後も、６項で説明する報告書の提出に続いて、第７条１項及びそれに基づき

決定される指針に含まれる必要条件によるその割当量に関する年次報告書〔と情報〕、及

び 第 ５ 条 ２ 項 と 第 ７ 条 １ 項 及 び そ れ に 基 づ き 決 定 さ れ る 指 針 に 含 ま れ る 必 要 条 件 に よ る

年間目録を、それぞれ提出していなければならない 1 0 。

　　( f )  C O P / M O P が採択するいかなる遵守制度にも拘束されていなければならない。

　　( g )  義務づけられた最新の定期的国別報告書を提出していなければならない。

６．締約国は、上記５項( a ) ～( d ) 〔、( f ) 及び( g ) 〕の必要条件を満たしていることを文書化

                                                
8 こ の 項 は 、 国 内 登 録 簿 に 関 す る 指 針 が 第 ７ 条 ４ 項 に 基 づ い て 決 め ら れ る と 想 定 し て い る 。 指 針 が 京 都
議 定 書 の 別 の 条 項 に 基 づ い て 合 意 さ れ る 場 合 は 、 訂 正 が 必 要 と な る 。
9 これは L U L U C F に 関 す る 目 録 の 作 成 と 報 告 義 務 と は 無 関 係 で あ る 。
10 これは L U L U C F に関する目録の作成と報告義務とは無関係である。
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した報告書を事務局へ提出して〔X 〕か月（第８条の専門家による検討チームと遵守〔…〕

の執行部門に問題の有無を確認し判断をする妥当な機会を与えるに十分な期間）が経過し

てから、それら必要条件の一又は複数を満たしていないと遵守 〔…〕が判断しない限り、

第 1 7 条に基づく割当量の一部を移転或いは取得することができる。

７．締約国は、遵守〔…〕の執行部門が事務局に対して、上記５項( a ) ～(d) 〔、( f ) 及び( g ) 〕

の 必 要 条 件 に 関 連 し て 当 該 締 約 国 が 何 ら 実 施 上 の 問 題 に つ い て 処 分 を 受 け て い な い と 通

知している場合は、より早い時期から第 1 7 条に基づく割当量の一部を移転或いは取得す

ることができる。

８．締約国は、上記５項( a ) ～〔( e ) 〕〔( g ) 〕の必要条件の一又は複数を満たしていないと遵

守〔…〕が判断しない限り或いは判断するまで、引き続き参加できる。遵守〔…〕から上

記の必要条件の一又は複数を満たしていないと判断された締約国は、これら必要条件を満

たしたと遵守〔…〕が判断した時のみ、再び参加資格をもつものとする。

選択肢 C（９～10 項）：

９．第一約束期間の開始に先立ち、第８条に基づき設置される専門家による検討チームは、

第３条の諸規定に基づく移転と取得に関する下記の適格規準に対する附 属 書 Ⅰ 及 び 附 属

書 B に含まれる締約国による遵守状況を検討するものとする。

　(a) 議定書の批准

(b) 選択肢１：〔[COP/MOP によって採択される遵守制度に拘束されており、] 第 17

条に基づく排出量取引への参加から、その手続とメカニズム [、特に第２条１項と３項、

第３条２項と 14 項、第６、11、12、17 条に関する諸規定]  に従って、除外されていない〕。〕

　　　　選択肢２：当該締約国は条約第４条３、５、８、９項の諸規定とそれに基づく C O P

の決議及び議定書第２条１項と３項、第３条２項と 1 4 項、第４、５、７、1 1 、1 7 条、及

びそれに基づく C O P 又は C O P / M O P の決議を遵守している。

(c) 決議第-/CP.6 号で設定される指針に従って、発生源による人為的な排出量及び吸

収源による除去量の見積りを行うための国内制度の実施。

(d) 決議第 D/CP.6 号で設定される指針に従って、第３条 10、11、12 項の諸規定に基

づき移転又は取得される割当量の一部、認証排出削減量、排出削減単位を追跡する国内登

録制度の設定。

(e) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する基準年温室効果ガス

排出目録と温室効果ガス目録報告書の完全性と正確性。

　(f) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する入手可能な最新の年間

温室効果ガス排出目録と温室効果ガス目録報告書の期限までの提出、完全性及び正確性。
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　(g) 選択肢１：〔決議第 4/CP.5 号で指定された、又はその後の〔COP〕〔及び／又は〕

〔COP/MOP〕の決議によって改訂される指針に従って義務づけられる最新の定期的国別

報告書の提出。〕

　　　選択肢２ ：条約第 1 2 条又は議定書第７条によって義務づけられるすべての情報及

び補足的情報、並びに排出量取引の方法、規則、指針に関する本附属書の附則 B で義務づ

けられるすべての情報を含めて、条約第 1 2 条及び議定書第７条によって締約国に義務づ

けられるすべての国別報告書（これら義務は C O P 又は C O P / M O P がそれぞれ適宜作成す

ることができる）を提出しており、当該締約国が [AAUs] / [PAAs]  の移転又は取得を提案

する年次の直前年次に関する国別報告書の提出が、それに適用される提出期限を厳格に遵

守して行われていること 1 1 。

10．第一約束期間の開始後、遵守機関は決議…で設定される手続規則に従って、また専門

家による検討チーム又 は い ず れ か の 締 約 国 が 決 議 … で 設 定 さ れ る 手 続 に 従 っ て提出する

情報に基づいて、下記の適格規準の継続的な遵守状況を検討し、それに関する決議を行う

ものとする 12。

　(a) COP/MOP が定める期日までに年間温室効果ガス目録と温室効果ガス目録報告書の

提出。

(b) COP/MOP の決議によって設定される〔予定の〕基準に対する年間温室効果ガス目

録と温室効果ガス目録報告書の完全性と正確性。

(c) 決議第 D/CP.6 号に含まれる指針に従って国内登録制度の維持。

(d) 選択肢１：決議第 4/CP.5 号で指定された、又はその後の〔COP〕〔及び／又は〕

〔COP/MOP〕の決議によって改訂される指針に従って定期的国別報告書の提出。

　　　選択肢２ ：条約第 1 2 条又は議定書第７条によって義務づけられるすべての情報及

び補足的情報、並びに排出量取引の方法、規則、指針に関する本附属書の附則 B で義務づ

けられるすべての情報を含めて、条約第 1 2 条及び議定書第７条によって締約国に義務づ

けられるすべての国別報告書（これら義務は C O P 又は C O P / M O P がそれぞれ適宜作成す

ることができる）を提出しており、当該締約国が [AAUs] / [PAAs]  の移転又は取得を提案

する年次の直前年次に関する国別報告書の提出が、それに適用される提出期限を厳格に遵

守して行われていること。

                                                
11 この 9 項(g)は、COP が第 17 条に関する方法、規則及び指針に関するその決議を採択すると同時に、
附属書Ⅰ及び附属書 B の各締約国に対して、条約第４条５、８、９項の諸規定とそれに基づく COP の

決議、及び議定書第２条１項と３項、第３条２項と 14 項、第４、５、７、11、17 条の諸規定とそれに
基づく COP 又は COP/MOP の決議（議定書のこれら条項について COP が COP/MOP へ勧告した決議含

む）を遵守していることをを立証するための詳細な情報を国別報告書に含めるように義務づける適切な

決議を採択することを想定したものである。
12 「決議…」は、第 18 条に従って遵守制度を設定する決議を意味する。
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　(e) 条約第４条３、５、８、９項の諸規定とそれに基づく C O P の決議及び議定書第２条

１項と３項、第３条２項と 1 4 項、第４、５、７、1 1 、1 7 条、及びそれに基づく C O P 又

は C O P / M O P の決議の遵守。

11．〔第４条に基づき事業を運営している締約国は、同じ第４条の取決めに基づき運営し

ている他の締約国又は当該締約国が所属しそれ自体が議定書の締約国となっている地域的

な経済統合のための機関が、第５条及び第７条に基づくその義務を履行していない場合、

第 17 条に基づく割当量の一部を  [第３条によるその約束を履行する一助として]  [取得]

[移転] [使用]  することが  [できる] [できない]〕。

12．〔地域的経済統合のための機関内部を含めて、第３条の約束の遵守及び排出量取引に

関する一部の締約国間の取決めは、COP/MOP による監督とそれに対する説明責任の対象

になるものとする。〕

13．締約国の排出量取引への参加に関する適格性の変更〔、又は適格基準に合致する新規

参入者に関する変更〕は、その時点の約束期間中に行うことができる。

14．排出量取引に参加する適格性を持つ〔附属書Ⅰ及び〕附属書 B に含まれる締約国は、

〔当該締約国が附則 A に従って正確な監視、検証、説明責任及び法人への[AAUs]  [PAAs]

の割当、並びに取引が当該締約国の割当量に与える影響の管理に関する国内制度を設定し

維持していれば、〕その法人に対して第 1 7 条に基づく E R U s 1 3 〔、C E R s 1 4 〕及び〔A A U s 〕

〔P A A s 〕1 5 の移転又は取得を承認することができる。

15．法人が第 1 7 条に基づく排出量取引へ参加することを承認する締約国は、第 17 条に基

づく排出量取引へ参加することを承認された当該締約国の居住者である〔、又はそこで運

営している〕 法人に関する最新のリストを維持し、〔その国内登録簿を通じて〕当事務局

及び一般が入手できるようにするものとする。

16．法人が第 1 7 条に基づく排出量取引へ参加することを承認する締約国は、議定書に基

づくその義務の履行に対する責任を負い、〔これら移転及び取得が  [各締約国へ適用され

る排出量取引に関する原則、方法、規則及び指針] [法人に対する国際的指針] 〕〔かかる参

加が本附属書〕と整合性を持つようにするものとする。承認する締約国が上記６～８項の

                                                
13 「排出削減単位」（ERU）は、決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
14 「認証排出削減量」（CER）は、決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
15 〔「割当量単位」（AAU）〕、〔「割当量の一部」（PAA）〕は、決議第 D/CP.6 号に従って定義される。
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規定に従って不適格になっている間、法人は第 1 7 条に基づく排出量取引に参加できない 。

17．排出量取引に参加している締約国は、〔附則 B〕〔第７条〕に従って報告を行うものと

する。

（注釈：以下の各段落は運営方法に関するものである。）

18．選択肢１：ERUs〔、CERs〕及び〔AAUs〕〔PAAs〕の移転と取得は、〔附属書Ⅰに

含まれる締約国の間の二国間及び多国間取決め〕〔二国間と多国間の取決め及び市場取引〕

〔取引〕を通じて行〔われるものとする〕〔うことができる〕。〔ERUs [、CERs] 及び

[AAUs] [PAAs] の移転又は取得を希望する締約国 [又は法人 ] は、移転の前に移転される

べき数量を公表するものとする。〕

　　選択肢２： 締 約 国 又 は 法 人 が 実 施 す る 、 内 登 録 簿 向 け に 発 行 さ れ て い る〔A A U s 〕

〔P A A s 〕の最初の移転は、移転又は取得の申し出を価格に基づいて匿名でマッチさせる

開かれた透明性ある取引を通じて行うものとする。その後の〔A A U s 〕〔P A A s 〕の移転と

取得並びに E R U s と C E R s の移転と取得は、二国間又は多国間の取決め或いは市場取引を

通じて行うことができる。

19．E R U s 、C E R s 及び〔A A U s 〕〔P A A s 〕の移転と取得は、唯一のシリアル番号によって

識 別 さ れ る 単 位 を 移 転 す る 締 約 国 の 登 録 簿 か ら 取 得 す る 締 約 国 の 登 録 簿 へ 移 す こ と に よ

って行われるものとする。

20．〔移転と取得は、[COP] [COP/MOP] によって採択される規則、方法及び指針に従っ

て、[COP] [COP/MOP] の指定する独立機関によって認証されるものとする。〕

21．選択肢１：〔各約束期間の終了時から履行期限終了までの＿[日間][か月間]の〕〔約束期

間の最後の年次について専門家による検討チームが最後の締約国の目録に関する最終報告

書を発表してから＿日後に終了する〕〔調整〕期間を設定し、その間に締約国は割当量を上

回る排出量を消去する目的で ERUs〔、CERs〕及び〔AAUs〕〔PAAs〕を取得できるもの

とする。第３条に従って計算される ERUs〔、CERs〕及び〔AAUs〕〔PAAs〕の移転と取

得を考慮に入れても、約束期間の終了時に排出量がその割当量を超過する締約国又は法人

は、ERUs〔、CERs〕及び〔AAUs〕〔PAAs〕を移転〔することはできない〕〔してはなら

ないものとする〕。

　　選択肢２：〔約束期間の最後の年次について専門家による検討チームが最後の締約国

の目録に関する最終報告書を発表してから〕〔約束期間の最後の年次について専門家によ

る検討チームが行う目録検討の終了日として COP/MOP が定める日付から〕〔１か〕月間、
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各締約国は当該期間に対する第３条１項に基づくその約束を履行するために、当該約束期

間の終了以前に発行された〔A A U s 〕〔P A A s 〕及び当該約束期間の終了以前に達成された

削減に対して発行された E R U s と C E R s を取得又は移転できる。

（以下の各項は「収益の一部」に関するものである。）

22．【〔移転される [AAUs] [PAAs]〕〔各排出量の取引高〕の一定比率と定義される「収益

の一部」は、運営経費を支弁するため及び気候変動の悪影響を特に受けやすい開発途上締

約国が適応するための費用の支払いを支援するために、附則 C に基づく口座へ〔移転する〕

〔取得する〕締約国によって移転されるものとする。】

23．〔選択肢１：運営経費を支弁するために用いられる収益の一部の金額は [YYY] によっ

て評価され、 [ZZZ] によって保有されるものとする。気候変動の悪影響を特に受けやすい

開発途上締約国が適応するための費用の支払いを支援するために用いられる収益の一部の

[残る] 金額は、[COP] [COP/MOP] が設置する適応基金へ移転されるものとする。〕

24．〔選択肢２：適応するための費用の支払いを支援するために用いられる収益の一部の

比率は、第 12 条８項のものと同じとする。〕

（注釈：以下の段落は遵守の問題に関するものである。）

25．選択肢１：発生締約国の責任：〔遵守期限〕〔上記 2 1 項で述べた調整期間〕を過ぎた

約 束 期 間 に お け る 実 際 の 排 出 量 が 、第３条に従って算定される遵 守 の 目 的 で 償 却 さ れ た

E R U s〔、C E R s 〕及び〔A A U s 〕〔P A A s 〕の移転と取得を考慮に入れても、その割当量を

越える締約国は、C O P / M O P が採択する遵守制度に関する諸規定の対象になるものとする。

　　選択肢２：共同責任：一締約国が第３条に基づく約束につき不遵守を起こした場合、

第 17 条の規定に基づき他の締約国へ移転されたその〔AAUs〕〔PAAs〕は無効とされ、第

３条に基づく約束を履行する目的で使用することも、更に取引の対象とすることもできな

いものとする。無効とされる部分は不遵守の率の倍数とする。不遵守の率とは、第３条に

従って算定される ERUs〔、CERs〕及び〔AAUs〕〔PAAs〕の移転と取得を考慮に入れた、

約束期間の排出量と割当量との差の比率である。

　　選択肢３：取得締約国の責任：附属書Ⅰの締約国が第３条に基づく約束につき不遵守

を起こした場合、それに該当する、第 17 条に従って移転された割当量の一部は無効とさ

れるものとする。

　　選択肢４：「誘因」：第３条に基づく約束に対する締約国の遵守状況について疑念が提

起され、その後当該締約国の不遵守が判明した場合、疑念が提起された時点以後に第 17

条の規定に基づき他の締約国へ移転された〔AAUs〕〔PAAs〕は無効とし、第３条に基づ
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く約束を満たす目的で使うことも、更に取引の対象とすることもできないものとする。か

かる疑念は、追って定義する特定の状況でのみ提起できる。

　　選択肢５：遵守用留保：第 17 条に基づく〔AAUs〕〔PAAs〕の移転の都度、その一部

〔ｘ％〕を遵守用留保口座に組み入れるものとする。これら〔AAUs〕〔PAAs〕は使用す

ることも取引することもできない。約束期間の終了時に、これら〔AAUs〕〔PAAs〕は、

その発生締約国が第３条に基づく約束を履行している場合、発生締約国へ返却され、この

場合に当該〔AAUs〕〔PAAs〕は移転或いは将来の約束期間のためにバンキングできる。

約束期間の終了時に、締約国が第３条に基づくその約束を履行していなかった場合、留保

口座に供託された単位のうち該当する件数は無効とされ、この場合はそれ以後使用も取引

もできないものとする。

　　選択肢６：約束期間の留保：附属書Ⅰの各締約国の割当量の〔X 〕〔9 8 〕％を越えない

部分を 当該締約国の国内登録簿に設定する 約束期間留保口座に組み入れるものとする。こ

の部分は、

選択肢( ⅰ) ：第５条と第８条に基づく検討と検証による 2 0 0 0 ～2 0 0 6 年の排出量

〔をベースに〕〔に最小二乗回帰分析で調整した直線を使って〕附属書 B に含まれる

各締約国の 2 0 0 8 ～2 0 1 2 年の排出量を予測することによって決定される。附属書 B に

含まれる各 締 約 国 が 約 束 期 間 の 留 保 口 座 に 組 み 入 れ る 割 当 量 の こ の 部 分 は 、2008～

2012 年の予想排出量に等しいものとし、使用も取引もできないものとする。約束期間

の終了時に、第３条に基づくその約束を遵守した締約国は、約束期間の留保口座にあ

る〔A A U s 〕〔P A A s 〕を移転或いはバンキングできる。

選択肢( ⅱ) ：当該締約国の５年間の排出量を推定する排出データ （ 最 新 の 排 出 デ

ータを最優先）を使って算定される。具体的に言えば、2 0 0 9 年の排出データが得られ

るまで、この留保は〔専門家による検討チームが検討した〕排出量が得られる最新年

次の排出量の５倍に等しいものとする。当該締約国の 2 0 0 9 年の排出データが得られ

た後の留保は 2 0 0 8 年以降の年次における実際の排出量の合計とし、必要に応じて５

年間の合計値を得るために最終年次の数値を何倍かする 1 6 。

留保の算定方法の改訂によって留保の規模が減少した場合は、当該締約国の約束期

間の留保口座から該当する数量の〔A A U s 〕〔P A A s 〕を移転することができる。留保

の算定方法の改訂によって留保の規模が増大した場合、当該締約国はそのいずれかの

口座から〔A A U s 〕〔P A A s 〕、E R U s 又は C E R s を移転する前に、その約束期間の留保

口座が義務づけられた合計数量となるに十分な〔A A U s 〕〔P A A s 〕、E R U s 又は C E R s

を移転しなければならない。

                                                
16 例えば、2 0 1 0 年 の 排 出 デ ー タ が 得 ら れ た 時 点 で 、 留 保 は 2 0 0 8 年の排出量、2 0 0 9 年の排出量、及び

2010 年の排出量の３倍を合計したものとして計算される。
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約束期間の留保の算定方法とその改訂は、第７条に従って報告されるものとする。

　　選択肢７：割当計画で余剰となる単位：第 17 条に基づく排出量取引は、締約国の割

当計画で余剰と判定される〔AAUs〕〔PAAs〕に限定された年間ベースの検証後取引制度

である。第 17 条に基づいて移転を行おうとする各締約国は、その合計割当量を約束期間

の５年間に割り振り、約束期間の始まる前に事務局へそれを通知するものとする。締約国

はいつの時点でも、約束期間の残る年次に対する年間割当量を調整することができ、対象

年次が始まる前にそれを事務局へ通知するものとする。ある年次へ割り振る割当量は、合

計割当量を５で割ったものの±５ 20％を越えてはならない。

　ある年次の超過〔AAUs〕〔PAAs〕は下記によって計算される。即ち、

(a) 約束期間の開始から当該年次までの累計割当量、

(b) マイナス）2006 年から約束期間の開始から当該年次の２年前までの累計排出量、

(c) マイナス）約束期間のそれまでの年次に発行された超過〔AAUs〕〔PAAs〕認証書の

数量及び第６条に基づき移転された ERUs の累計数量（ERUs と CERs の保有量はこの算

定に含めないものとする）。

　事務局は超過〔AAUs〕〔PAAs〕の有無を検証し、それらに対する認証書を発行する。

発行されたすべての認証書は、いかなる責任又は取引に関する遵守規則とも無関係に市場

で有効性を持つものとする。

　　選択肢８：余剰単位 ：第 1 7 条に基づき、超過削減量だけが E R U s と C E R s の移転を

考慮に入れて調整した後、移転或いは取得できる。割当量は先進締約国の排出削減の約束

を意味するものである。条約附属書Ⅰ及び附属書 B の締約国は、第３条に基づく排出の抑

制と削減に関する数量化された約束の達成において、国内的な政策及び措置を通じてその

温 室 効 果 ガ ス の 排 出 を 排 出 の 抑 制 と 削 減 に 関 す る 約 束 を 越 え て 抑 制 又 は 削 減 す る こ と が

でき、排出割当量の一部が使用されなかった場合に、第 1 7 条に基づきその割当量の一部

を別の条約附属書Ⅰ及び附属書 B の締約国へ移転することができる。それ以外のものは第

17 条に基づいて移転も取得もできないものとする。

　　選択肢９：混合責任 ：第 1 7 条の規定に基づき割当量の一部を他の締約国へ移転した

締約国が第３条に基づく約束において不遵守を起こした場合、移転された割当量 の一部の

うち移転締約国 の排出量がその割当量を超過する数量に該当する、元の移転を遡及的に計

算して （後入れ先出し法）決められる部分は一時的に無効とされ、これら割当量の一部が

発 行 さ れ た 期 間 に は 第 ３ 条 １ 項 に 基 づ く 約 束 を 履 行 す る 目 的 で 使 用 す る こ と は で き な い

ものとする。移転締約国は、その超過排出量全体に対して責任を負うものとし、遵守制度

のもとで第３条に基づく約束違反の対象となるものとする。無効とされる割当量の一部は

第３条 1 3 項の規定に基づいて取得締約国がバンキングできるが、移転締約国が上記の約

束違反に起因する義務を履行していると遵守当局が判断するまで、第３条１項に基づく約

束を満たす目的で使用することはできない。　（訳注：原文には網掛けがないが、これは
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前の案文にはない）

　　選択肢 10：各締約国は 2008～2012 年の排出予測を作成して、2007 年の国別報告書

に含めるものとする。締約国が予測削減量の一部（割当量と予測排出量の差による AAUs）

を移転する場合、第 17 条に基づく AAUs の移転の都度、その〔３％〕を遵守留保口座へ

入れるものとする。予測削減量を越える AAUs の移転は、その都度〔20％〕を遵守留保口

座へ入れるものとする。移転締約国が約束期間の終了時点で第３条の約束を履行している

場合、当該締約国が遵守留保口座へ入れた AAUs は当該締約国へ返還され、何の制限もな

く更に移転するか、将来の約束期間のためにバンキングすることができる。約束期間の終

了時点で締約国が第３条に基づくその約束を履行していない場合、当該締約国が遵守留保

口座に供託した、超過排出量に等しい数量の AAUs は無効となるものとする。締約国の留

保口座にこの超過分を埋め合わせるに十分な AAUs がない場合、当該締約国が遵守留保口

座へ供託したすべての AAUs は無効とされ、当該締約国は第 18 条に基づく措置の対象と

なり、更に当該締約国が移転した AAUs は遵守留保口座へ入れられた 20％とともに無効

とされる。（訳注：これも原文には網掛けがないが、前の案文にはない）

26．〔第８条に基づく検討作業により、第 17 条に基づく排出量取引の適格性基準の遵守に

ついてある締約国に疑念が提起された場合、疑念が提起された後も  [AAUs] [PAAs] の移

転及び取得を継続できるが、遵守の問題が当該締約国に有利に解決されるまで、当該締約

国はいかなる単位についても第３条に基づく約束を履行するために使用することはできな

いものとする。この問題は [議定書に適用される一般的な手続を通じて]  [それ専用の手続

を通じて] 迅速に解決されるものとする。〕

27．条約事務局は、締約国が要請する職務を遂行し、特に第 1 7 条に基づく排出量取引に

参加する適格性を持たない締約国 〔及び法人〕の公開可能なリストを維持するものとする。
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附則 X （排出量取引に関する決議第 C / C P . 6 号附属書に対する）

【補足性

（注釈 ：案文を更に統合するために、以前の選択肢３＜現在の選択肢２＞を元の形のまま

以下に表示する。）

取得に対する制限

28．選択肢１：「補足性」という用語についての検討は行わない。

　　選択肢２1 ：附属書Ⅰに含まれる締約国は、第３条に基づくその義務を主として領土

外の手段によって履行してはならない。第２条に基づく政策及び措置及び第３条２項に基

づく立証可能な前進という枠組みの中で、議定書における報告、詳細見直し、不遵守の手

続の対象となり、排出の抑制と削減に関する数量化された約束を達成する主要な手段が国

内での努力であることを立証できなかった締約国には第６、1 2 、1 7 条に基づくメカニズム

へ ア ク セ ス す る 権 利 を 停 止 で き る 権 限 を 付 与 す る 数 量 的 又 は 質 的 な 規 則 と 指 針 を 立 案 す

るものとする。

　　選択肢３2 ( ⅰ) ：附属書Ⅰの締約国の純取得量は、第６、1 2 、1 7 条に基づく三つのメ

カニズムを合わせて下記のいずれか高い方を越えてはならない。即ち、

　　　　　　   基準年の排出量×５＋割当量
( a )  ５％ × ――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　２

　　　 （ここで、「基準年の排出量」は 「 第 ３ 条 ５ 項 で 規 定 す る 基 準 期 間 に お け る 年 間 平

均排出量」と置き換えることができる。）

( b )  1994 年から 2 0 0 2 年までのいずれかの年次における実際の年間排出量の５倍と割当

量の差の 5 0 ％。

　但し、附属書Ⅰの締約国が 1 9 9 3 年以降に行われた国内での対策を通じて約束期間の上

限より大きな排出削減を達成し、それが当該締約国により検証可能な方法で、また第８条

に基づく専門家の見直しを経て立証されれば、その範囲内で純取得量の上限を引き上げる

ことができる。

　　選択肢２ (ⅰ)：第６、1 2 、1 7 条に基づく三つのメカニズムのすべてを使用する場合の

附属書Ⅰの締約国の純移転量は下記を越えてはならない。即ち、

　　　　　　   基準年の排出量×５＋割当量
　　　５％ × ――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　２

　　　 （ここで、「基準年の排出量」は 「 第 ３ 条 ５ 項 で 規 定 す る 基 準 期 間 に お け る 年 間 平

均排出量」と置き換えることができる。）
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　但し、附属書Ⅰの締約国が 1 9 9 3 年以降に行われた国内での対策を通じて約束期間の上

限より大きな排出削減を達成し、それが当該締約国により検証可能な方法で、また第８条

に基づく専門家の見直しを経て立証されれば、その範囲内で純取得量の上限を引き上げる

ことができる。

　　選択肢３ (ⅱ)：第６、12、17 条に基づく三つのメカニズムを使用する場合の全体的な

「上限」は、25～30％を越えてはならない。

　　選択肢４3 ：附属書Ⅰに含まれる締約国の第 1 7 条へのアクセスは、第３条に基づき〔約

束の履行のために指定された国内努力を達成すること〕〔排出の抑制と削減に関する数量

化された約束を履行する主要な手段が国内的な政策及び措置であること〕を条件とする。

〔第 1 7 条に基づく排出量取引から取得できる合計割当量の具体的な上限は、公正な基準

に基づいて数量的及び質的に定めるものとする〕〔第６、12、17 条に基づくメカニズムを

通じて抑制及び削減される排出量に関する数量化された上限を定めるものとする。同一基

準による不遵守処理規程を定める必要がある。〕

　第 1 7 条に基づき、附属書 B に含まれる締約国はその割当量の一部を他の附属書 B に含

まれる締約国へ移転することができ、それは、移転を行う締約国が第３条に基づく排出の

抑制と削減に関する数量化された約束の履行において、その温室効果ガスの排出量を国内

的 な 政 策 及 び 措 置 を 通 じ て 排 出 の 抑 制 と 削 減 に 関 す る 約 束 を 越 え る 規 模 で 抑 制 又 は 削 減

することができ、それによって割当量の一部が使われなくなった場合である。排出量が排

出割当量を下回る水準へ抑制或いは削減されたために使わなかった割当量の一部は、当該

締約国の割当量と国内排出量の差である。第 17 条の「排出量取引」に基づく移転と取得

は、排出量が排出割当量を下回る水準へ抑制或いは削減されたために使用されなかった割

当量の一部のみを対象としている。附属書 B に含まれる締約国の排出の抑制と削減によっ

て、排出割当量の一部が使用されなかった場合に、その未使用分のみが第 17 条に基づく

移転と取得の対象となり、それ以外のものを第 1 7 条に基づく移転及び取得の対象とする

ことはできない。

　　選択肢５：第一約束期間の排出目標を達成するための第６、12、17 条に基づくメカニ

ズムの使用には、制限を設ける必要がある。但し、ホットエアを防止するための客観的な

基準が設定されれば、第二及び第三約束期間には制限を撤廃するのが妥当であろう。

〔移転に対する制限

29．選択肢１：附属書Ⅰに含まれる締約国は、第３条に基づくその義務を主として領土外

の手段によって履行してはならない。第２条に基づく政策と措置及び第３条２項に基づく

立証可能な前進という枠組みの中で、議定書における報告、詳細見直し、不遵守の手続の

対象となり、排出の抑制と削減に関する数量化された約束を履行する主要な手段が国内で

の努力であることを立証できなかった締約国には第６、12、17 条に基づくメカニズムへア
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クセスする権利を停止できる権限を付与する数量的又は質的な規則と指針を立案するもの

とする。

　　選択肢２ (ⅰ)：附属書Ⅰに含まれる締約国の純移転量は、第６、12、17 条に基づく三

つのメカニズムを合わせて下記を越えてはならない。即ち、

　　　　　　   基準年の排出量×５＋割当量
　　　５％ ×――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　２

　　　（ここで、「基準年の排出量」は「第３条５項で規定する基準期間における年間平均

排出量」と置き換えることができる。

　但し、附属書ⅰに含まれる締約国が 1993 年以降に行われた国内的な行動を通じて約束

期間の上限より大きな排出削減を達成し、それが当該締約国により検証可能な方法で、ま

た第８条に基づく専門家の見直しを経て立証されれば、その範囲内で純移転量の上限を引

き上げることができる。

　　選択肢２ (ⅱ)：第６、12、17 条に基づく三つのメカニズムを使用する場合の全体的な

「上限」は、25～30％を越えてはならない。

　　選択肢３：附属書Ⅰに含まれる締約国の第 17 条へのアクセスは、第３条に基づき〔約

束の履行のために指定された国内努力を達成すること〕〔排出の抑制と削減に関する数量

化された約束を履行する主要な手段が国内的な政策及び措置であること〕を条件とする。

第６、12、17 条に基づくメカニズムを通じて抑制及び削減される排出量の数量化された上

限を定めるものとする。同一基準による不遵守処理規程を定める必要がある。

　第 17 条に基づき、附属書 B に含まれる締約国はその割当量の一部を他の附属書 B に含

まれる締約国へ移転することができ、それは、移転を行う締約国が第３条に基づく排出の

抑制と削減に関する数量化された約束の履行において、その温室効果ガスの排出量を国内

的な政策及び措置を通じて排出の抑制と削減に関する約束を越える規模で抑制又は削減す

ることができ、それによって割当量の一部が使われなくなった場合である。排出量が排出

割当量を下回る水準へ抑制或いは削減されたために使わなかった割当量の一部は、当該締

約国の割当量と国内排出量の差である。第 17 条の「排出量取引」に基づく移転と取得は、

排出量が排出割当量を下回る水準へ抑制或いは削減されたために使用されなかった割当量

の一部のみを対象としている。附属書 B に含まれる締約国の排出の抑制と削減によって、

排出割当量の一部が使用されなかった場合に、その未使用分のみが第 17 条に基づく移転

と取得の対象となり、それ以外のものを第 17 条に基づく移転及び取得の対象とすること

はできない。

　　選択肢４：第一約束期間の排出目標を達成するための第６、12、17 条に基づくメカニ

ズムの使用には、制限を設ける必要がある。但し、ホットエアを防止するための客観的な

基準が設定されれば、第二及び第三約束期間には制限を撤廃するのが妥当であろう。
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〔第４条に関連する問題点〕

30．〔第 17 条に基づく割当量の移転又は取得に対するいかなる制限も、第４条に基づく排

出水準の割当に適用されるものとする。〕

31．〔第 1 7 条に基づく割当量の純移転又は 純取得に対するいかなる制限も、第４条に基づ

き運営するそれぞれの締約国に適用されるものとする。〕

32．〔第４条に基づく再割当は、上記 2 8 項で述べた制限を考慮して行われるものとする。〕

（訳注 ：原文は 3 2 でなく 3 3 ）
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附則 A （排出量取引に関する決議第 C/CP.6 号附属書に対する）

国内制度

（空白）



- 146 -

附則 B （排出量取引に関する決議第 C/CP.6 号附属書に対する）

締約国による報告

（注釈：この附則はすべてのメカニズムに関するものであり、従って各メカニズムの決議

で反復される。これは第７条に基づいて採択される指針に組み込むこともできる。）

34．第７条〔及び第５条２項〕に基づく指針に従って、附属書Ⅰに含まれる各締約国は発

生源による人為的な排出量及び吸収源による除去量の年間目録に、下記の情報を組み込む

ものとする。

　　(a) 当該年次の〔開始時〕〔終了時〕のその登録簿における ERUs、CERs 及び〔AAUs〕

〔PAAs〕の保有状況（シリアル番号で示す）、

(b) 当該年次の登録簿における最初の ERUs の移転及び CERs と〔AAUs〕〔PAAs〕

の発行（シリアル番号と取引番号によって示す）、

(c) 当該年次の登録簿における ERUs〔、CERs〕及び〔AAUs〕〔PAAs〕の移転と取

得（シリアル番号と取引番号によって示す）、

(d) 当該年次における登録簿からの ERUs、CERs 及び〔AAUs〕〔PAAs〕の償却（シ

リアル番号と取引番号によって示す）、

(e) 以後の約束期間のためにバンキングされる ERUs、CERs 及び〔AAUs〕〔PAAs〕

（シリアル番号で示す）、

(f) 第６、12、17 条に基づくメカニズムへの参加を認可又は承認されている、当該締

約国の管轄区域内の居住者である法人、民間の及び公的な組織の名称と連絡先について最

新の情報をダウンロードできるインターネットの URL。

35．第７条の指針に従って、附属書Ⅰの各締約国は下記に関する情報をその国別報告書に

組み込むものとする。

　　(a) 第６条と第 12 条に基づく事業活動、

　　(b) その CDM 事業活動が、附属書Ⅰに含まれない締約国が持続可能な開発を達成し、

条約の最終的目標に貢献することをどの程度支援しているか、

　　(c) 選択肢１：〔取得した CERs が第３条に基づく排出の抑制と削減に関する数量化さ

れた約束の履行に対して予想される貢献度、及び国内的な行動の予想される貢献度に関す

る見積り、〕

　　　選択肢２：下記に関する当該締約国の現在における最善の見積り：

(ⅰ) 当該締約国が議定書第３条に基づく排出の抑制と削減の数量化された約束を

履行するために、ERUs、CERs、又は [AAUs] [PAAs] の純取得を考慮に入れない

で第一約束期間に削減、回避、又は隔離を必要とする温室効果ガス排出の合計数量

（二酸化炭素相当のトン数で示す）、及び

(ⅱ) 当該締約国が第一約束期間の各年次に取得（移転分を差し引いたもの）を予定

している ERUs、CERs、及び [AAUs] [PAAs] それぞれの及び合計の数量。
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　　(d) 締約国が 25 項(c)で義務づけられる見積り値を立案するために使用する主要な想

定値と方法。これは見積りの根拠を明確に理解するのに十分な詳細度のものとする。

(e) 条約第４条３、５、８、９項に関連して COP が設置する各基金、及び議定書第２

条３項、第３条 14 項、第 12 条に関連して COP/MOP が設定する各基金に対する締約国の

年間拠出額。各基金の設置以降の各拠出の日付も示す。

(f) 第２条１項及び第２項に基づき実施される政策及び措置及び第３条１項に基づき

排出の抑制と削減の数量化された約束を履行するために実施されるその他の政策及び措置

が、条約第４条８項と９項で言及されるものを中心とする開発途上国に与える影響に関す

る締約国の現在の最善の質的及び数量的見積り値。これには、これら政策及び措置が下記

に関連してこれら開発途上国に与える影響に関する締約国の最善の数量的見積り値を含め

るものとする。即ち、

(ⅰ) 2000～2012 年の間の各年次に開発途上国が当該締約国へ輸出する原料、燃料

及び最終製品の単位数量と金額、

(ⅱ) 2000～2012 年の間の各年次に開発途上国が当該締約国から輸入する最終製品

の金額、

(ⅲ) 2000～2012 の間に開発途上国が対外債務について当該締約国及びその法人へ

支払う金利合計額とその金利率、並びに 25 項(f)で義務づけられるすべての見積り

値の立案で締約国が使用した主要な見積り値と見積り方法。これは見積りの根拠を

明確に理解するのに十分な詳細度のものとする。

(g) 締約国が議定書第２条３項及び第３条 14 項に含まれるその約束を履行するため

に講ずるすべての対策。これには各排出部門の GHGs 含有量を反映した補助金の廃止その

他市場歪曲の除去及び税制再構築の対策、及びそれら対策がこれら情報及び 25 項(f)に従

って提出される情報の中で言及される悪影響を最小限に抑えるのにどのようにまたどの程

度寄与するかに関する詳細な情報、並びに本項(g)で義務づけられる情報を立案するのに締

約国が使用した主要な想定値と見積り方法が含まれる。これは推定の根拠を理解するの十

分な詳細度のものとする。及び

(h) 議定書第３条２項に含まれるその約束を履行するために締約国が取っている及び

取ろうとしているすべての対策。これには、それら対策が議定書に含まれるそれぞれの約

束について、「達成に向けて立証可能な前進」となる又はならないと当該締約国が判断する

理由の詳細な説明を含めるものとする。

36．附属書Ⅰに含まれない締約国は、受け入れている CDM 事業活動について、条約第 12

条に基づく報告の約束の枠内で報告するものとする。〔この報告には、附属書Ⅰに含まれる

締約国が第３条に基づく約束を達成するのを、どのように支援したかを含めるものとす

る。〕
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附則 C （第 1 7 条に関する決議第 C/CP.6 号附属書に対する）

【「収益の一部」の決定と配分 （distr ibut ion ）

37．「収益の一部」は〔下記の通り〕〔下記の諸規定又は COP/MOP によって採択される後

継規定に従って〕定義されるものとする。即ち、

　　選択肢 A

　　発行が記帳された登録簿から最初に移転される [ A A U s ]  [PAAs]  の〔件数〕〔金額〕の

X ％。

　 　 収 益 の 一 部 は 気 候 変 動 の 悪 影 響 を 特 に 受 け や す い 開 発 途 上 締 約 国 が 適 応 す る た め の

費用の支払いを支援するために用いられ、C O P / M O P によって設定される適応基金がその

目的のために維持する口座へ移転されるものとする。

　　選択肢 B

(a) 「収益の一部」は、第 17 条に基づき附属書 B に含まれる締約国の間で移転される

〔AAUs〕〔PAAs〕の移転件数の比率として定義される。

　　(b) 「収益の一部」の水準は＿％とする。

　　(c) 選択肢１：運営経費に充当するために用いられる「収益の一部」は、その金額の

＿％を上回らないものとする。収益の一部の残る金額は、気候変動の悪影響を特に受けや

すい開発途上締約国が適応するための費用の支払いを支援するために用いられ、COP/

MOP が設置する適応基金に移転されるものとする。

　　   選択肢２：「収益の一部」の金額の 10％は運営経費に、20％は適応化基金に、30％

は当該事業活動の受入締約国がその持続可能な開発の目標を達成するのを支援するために、

それぞれ用いられるものとする。】
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第四部 ：登録簿

Ⅰ．【決議案〔第 D/CP.6 号〕：登録簿に関する規則及び指針

締約国会議は、

メカニズムの作業計画に関するその決議第 7/CP.4 号を想起し、

議定書発効後の 「この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議」第１回会

合が〔下記の〕〔添付した〕 決議を採択するように勧告し 。

事務局に対して、S B S T A と S B I の第＿回会合において、添付した決議の必要条件を実施

するための〔 標 準 登 録 簿 ソ フ ト ウ ェ ア 〕〔登録簿指針〕の立案に関する選択肢について、

適宜委任事項と資源の問題も含めて、報告するように要請する。

決議‐／〔CMP.1 〕：登録簿に関する規則及び指針

京都議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は 、

京都議定書第３条３、４、７、1 0 、11 、1 2 、1 3 項〔を念頭に置き〕〔に留意し〕、

また、 その決議第 9/CP.4 号を念頭に置き、

第６、1 2 、1 7 条 1 に基づく活動が正確で検証可能な算定システムの対象にならなければな

らないことを確認し、

決議第 D/CP.6 号を検討し、

１．本決議の附属書に含まれる登録簿に関する規則及び指針を採択することを決議する。

２．〔条約事務局〕に対して、本決議の附属書に含まれる、割り当てられた職務を実行す

るよう に要請する 2 。】

                                                
1  「 条 」 と は 、 別 途 指 定 し な い 限 り 京 都 議 定 書 の 状 況 を 意 味 す る 。
2  運 営 に 関 す る 本 項 に 関 連 す る 資 源 の 問 題 を 明 確 に す る 必 要 が あ る 。
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Ⅱ．附属書：登録簿に関する規則及び指針

１．本附属書において、

( a )  「締約国」とは、別途指定しない限り本議定書の締約国を意味する。

( b )  「議定書」とは、国連気候変動枠組条約の京都議定書を意味する。

( c )  「条」とは、別途指定しない限り議定書の条項を意味する。

( d )  「割当量」には、A A U s 、C E R s 、及び E R U s が含まれる。

( e )  「排出削減単位」（E R U ）は、決議第 2/CP.3 号で定義された又はその後第５条に

従って改訂される地球温暖化ポテンシャルを使って算定される、二酸化炭素相当量の１メ

ートルトンに等しい。

( f )  「認証排出削減量」（C E R ）は、第 1 2 条とそれに基づく必要条件に従って発行さ

れる単位で、決議第 2/CP.3 号で定義された又はその後第５条に従って改訂される地球温暖

化ポテンシャルを使って算定される、二酸化炭素相当量の１メートルトンに等しい。

( g )  選択肢１：「割当量単位」（A A U ）は、二酸化炭素相当量の１トンに等しい割当量

の一部で、決議第 2/CP.3 号で定義された又はその後第５条に従って改訂される地球温暖化

ポテンシャルを使って算定され〔る。〕〔、附属書 B の締約国が、認可した法人へ割り当て

る〕。

　　　　選択肢２：「割当量単位」（A A U s ）は、第３条７、８、〔３、４〕項に従って算定

される単位で、１単位は決議第 2 /CP.3 号で定義された又はその後第５条によって改訂され

る地球温暖化ポテンシャルを使って算定される、二酸化炭素相当量１メートルトンに等し

い。

　　( h )  「割当量の一部」（P A A ）は、第３条〔７項〕で定義される附属書 B の締約国の割

当量の一部で、決議第 2 / C P . 3 号で定義された又はその後第５条によって改訂される地球温

暖化ポテンシャルを使って算定される、二酸化炭素相当量１トンに等しい。

２．〔附属書 B に排出の抑制と削減に関する数量化された約束を登録しており〕、メカニズ

ムに参加している附 属 書 Ⅰ の 各 締 約 国 は、〔 割 当 量 〕〔E R U s  1 、C E R s  2 及び[ A A U s  3]

[PAAs 4] 〕を正確に算定できるように国内登録簿を作成し維持していなければならない。

                                                
1 「排出削減単位（ERU）」は、第６条の事業を通じて削減又は隔離され、決議第 2/CP.3 号で定義され

た又はその後第５条に従って改訂される地球温暖化ポテンシャルを使って計算される、二酸化炭素相
当量１トンに等しいものとする。

2 「認証排出削減量（CER）」は、CDM 事業を通じて削減〔又は隔離〕され、決議第 2/CP.3 号で定義さ
れた又はその後第５条に従って改訂される地球温暖化ポテンシャルを使って計算される、二酸化炭素
相当の１トンに等しいものとする。

3 「割当量単位（AAU）」は、決議第 2/CP.3 号で定義された又はその後第５条に従って改訂される地球
温暖化ポテンシャルを使って計算される、二酸化炭素相当の１トンに等し〔い〕〔く、附属書 B の締
約国がそれの認可した法人へ割り当てる〕割当量の一部を言う。

4「割当量の一部（PAA）」は、第３条〔７項〕で定義される附属書 B に含まれる締約国の割当量の一部
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３．〔[ 事務局は]  すべての国内登録簿と電子的に接続されたシステム登録簿を作成し維持

するものとする。〕

４．【選択肢１：C D M に参加し附属書Ⅰに含まれない各締約国のために、〔[ 当該締約国が

保有する]  C E R s を正確に算定できるように〕〔それが受入国となっている CDM 事業活動

に関連する CERs の発行を記録する目的で〕〔登録簿〕〔データベース〕を 作成し維持する

ものとする。〔かかる締約国はそれら [ 登録簿]  [データベース ] を独自に作成及び維持し、

或いは  [理事会]  [事務局] [ システム登録簿]  に対して代わりにそれを行うように要請する

ことができる。〕】　（訳注：以下＞＜記号が残存しているものは〔〕に変える）

　　選択肢２：理事会は、CERs の生成、〔移転〕及び償却を追跡する目的で、中央登録簿

を作成しなければならない。

５．二又はそれ以上の締約国は、それぞれの国内登録簿を法律的に区別できる形で、自主

的に国内登録簿を統合し、維持することができる。

（注釈：考えられるシステム登録簿の機能については 18 項を参照のこと。）

６．各締約国は、それに代わって国内登録簿を維持し、必要な職務を遂行する組織（登録

簿の「管理者」）を明確にするものとする。

７．〔登録簿は標準化されたコンピューター・データベースの形で維持するものとする。〕

〔登録簿はコンピューター・データベースの形で維持するものとする。登録簿の組立は互

換 性 を 持 つ よ う に し 、 そ の フ ォ ー マ ッ ト は附則Ｗ  { 追って作成する }  に含まれる

C O P / M O P によって採択される指針に準拠するものとする。〕それぞれの E R U 、C E R 及び

〔A A U 〕〔P A A 〕は、ある時点では一つの登録簿における一つの口座のみで保有するよう

にするものとする。

８．〔各締約国は国内登録簿の中に保有者口座を持つものとする。締約国がその責任にお

いて自国の国内登録簿の中で法人が E R U s 、C E R s 及び〔A A U s 〕〔P A A s 〕を保有すること

を承認している場合、そうした E R U s 、C E R s 又は〔A A U s 〕〔P A A s 〕の各保有者は、当該

締約国の国内登録簿の中で別々の保有者口座を持つものとする。口座番号と口座に関する

情報は、本附属書の附則 A 項に従って国内登録簿の各口座に割り振られるものとする。〕

                                                                                                                                                    
で、決議第2/CP.3 号で定義された又はその後第５条に従って改訂される地球温暖化ポテンシャルを使
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９．シリアル番号はそれぞれの E R U 、C E R 及び〔A A U 〕〔P A A 〕が一意であるようにす

るためで、本附属書の附則 B 項に従って組み立てられるものとする。シリアル番号は下記

のように割り当てられる。

　　(a) 〔A A U 〕〔P A A 〕の場合、シリアル番号は第３条３、４、７項に基づき締約国の割

当量がその国内登録簿に記入される時点で割り振られる。この割当量は附則 X  { 追って作

成する}  で詳しく述べる指針に従って登録簿に記入される。

　　(b) E R U の場合、〔別の [国内] 登録簿の別の口座へ〕最初にそれを移転する時点で、

シリアル番号は受入締約国の登録簿管理者が指定する事業識別子を〔A A U 〕〔P A A 〕のシ

リアル番号に追加することによって割り当てられる。

　　(c) C E R の場合、〔[CER を発行する決定がなされる時点で]  [C E R が発行される時点

で]〕〔発行手続の一環として〕シリアル番号は〔理事会の権限に基づいて作業するシステ

ム管理者により〕〔システム登録簿により〕割り当てられる。

10．〔附属書 B に含まれる各締約国の国内登録簿には、当該締約国が保有する認証された

超過 [AAUs] [PAAs] 専用の口座を含めるものとする。超過  [AAUs] [PAAs] の有効性が

検証され、それに対する認証書が事務局によって発行され次第、超過 [AAUs] [PAAs] は

当初の口座からこの超過 [AAUs] [PAAs] 口座へ移転されるものとする。〕

11．第６条に基づく事業に起因する E R U s の最初の移転により、該当する口座の保有状況

は変動する（移転する口座では〔A A U s 〕〔P A A s 〕の借方、取得する口座では E R U s の貸

方）。これは〔A A U s 〕〔P A A s 〕のシリアル番号に事業識別子を追加して〔A A U s 〕〔P A A s 〕

を E R U s へ転換し、事業参加者の間の配分（distr ibut ion ）取決めに基づきその E R U s を

他の口座へ移動することによって行われる。この E R U s の最初の移転は事業の受入締約国

によって開始される。また、受入締約国はどの〔A A U s 〕〔P A A s 〕を E R U s へ転換するか

を指定するものとする。

12．第 1 2 条に基づく事業に起因する C E R s の発行により、取得する口座の保有状況は変

動する（C E R s の貸方）。〔この発行は事業参加者の間の配分（distr ibut ion ）取決めに基づ

いて理事会が直接取得する口座へ行う。〕〔[理事会の権限に基づいて作業するシステム管

理者] [ システム登録簿]  は、ある事業に基づく一定量の C E R s の認証を確認する最終報告

書を受け取り次第、下記を行う [ ものとする] 。

　　(a) それぞれの C E R に一意のシリアル番号を付与する。

　　(b) C E R s を該当する附属書Ⅰに含まれる締約国である事業参加者の登録簿の口座へ

                                                                                                                                                    
って計算される、二酸化炭素相当の１トンに等しいものとする。
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移転する（検証／認証報告書に反映される配分（distr ibut ion ）取決めに基づく）。

　　(c) C E R s を [ 理事会のシステム登録簿で作成され維持される適応基金の口座へ]  [収益

の一部が保有される登録簿へ] 移転する。〕

13．口座間の〔E R U s 、C E R s 及び〕〔A A U s 〕〔P A A s 〕の移転により、該当する口座の保

有状況が変動する（移転する口座では借方、取得する口座では貸方）。 こ れ は そ れ ぞ れ シ

リアル番号を付した〔E R U s 、C E R s 又は〕〔A A U s 〕〔P A A s 〕を一の口座から他の口座へ

移動することによって行われる。〔[ E R U s 、C E R s 及び]  [AAUs]  [PAAs]  の移転は、国内登

録簿の管理者に対して当該 [ E R U s 、C E R s 及び]  [AAUs]  [PAAs]  を別の口座へ移転するよ

うに指示する現在の保有者によって開始される。〕〔事務局は超過 [AAUs] [PAAs] の有無

を検証しそれらの認証書を発行して、その移転を行うものとする。〕

14．〔共同で約束を履行するという第４条に基づく複数締約国間の取決めは、第４条の取

決めに参加している締約国の登録簿間における割当量の移転を通じて実行されるものとす

る。〕

15．取引は〔ほぼリアルタイム（１就労日以内）で行われる〕〔直ちに（１就労日以内）

関連登録簿に記録される〕ものとする。

16．選択肢１：取引番号は附則 C 項に従って〔移転する登録簿の登録簿管理者〕〔システ

ム登録簿〕により各取引に自動的に割り振られるものとする。更にそれぞれの国内登録簿

は、その口座に関連するすべての取引について、附則 C 項で指定する情報を記録するもの

とする。

17．選択肢２：事務局のシステム登録簿は、附則 C 項に従って、それぞれの割当量の発行、

[ 登録簿]  [ 口座]  間の移転、及び償却を記録する各約束期間の番号付き入力の電子式「取引

ログ」を維持するものとする。締約国は、取引の一環として、その [ 登録簿]  [ 口座保有者]

が「取引ログ」に対して  [ 関連するそれぞれの取引の記録]  [それぞれの割当量の発行、登

録簿間の移転と取得、及び償却の記録] を送るようにするものとする。国内 [ 登録簿]  [ 口

座]  間の移転の場合、

　　(a) 移転する [ 締約国]  [ 口座保有者]  は、提案された移転が開始され次第、その記録を

取引ログと取得する [ 登録簿]  [ 口座]  の双方へ送るものとする。

(b) 取引ログは、自動化された電子式チェックに基づき、移転される割当量の一部に

[ ついて]  [関して] 不一致があれば（即ち、以前に償却された単位、重複する単位、以前に

発行したと報告されなかった単位、及び不適格の締約国 [ 及び法人] によるもの）、それを
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移転する側と取得する側双方の [ 登録簿]  [ 口座]  へ通知するものとする。

(c) 取引ログの通知に何の不一致も [なければ] [ ない場合]、取得する [ 締約国]  [ 口座保

有者]  は移転が完了次第その記録を取引ログと移転する [ 登録簿]  [ 口座]  の双方へ送るも

のとする。

（注釈 ：排出量取引における責任規定について行われる決議次第で、国内登録簿に専用の

留保口座を設ける必要があるかも知れない。）

18．附属書 B に排出の抑制と削減に関する約束を登録しており、〔メカニズムに参加して

いる〕附 属 書 Ⅰ に 含 ま れ る 締 約 国 は 、 第 ３ 条 １ 項 に 基 づ く 約 束 の 履 行 を 立 証 す る 目 的 で

E R U s、C E R s 及び〔A A U s 〕〔P A A s 〕を専用の償却口座へ回収するものとする。これら単

位は以後移転も取得もできない。〔附属書Ⅰに含まれる締約国のそれぞれの国内登録簿に

は、それぞれの約束期間についてこの償却口座を含めるものとする〕〔この償却口座は、

それぞれの約束期間について [事務局によって償却登録簿の中で ]  [システム登録簿の中

で] 設定され維持されるものとする。〕

19．〔いかなる口座保有者も E R U s 、C E R s 及び [ A A U s ]  [PAAs]  を専用の取消口座へ移転

することができる。この場合、締約国は第３条に基づくその約束を履行する目的で、これ

ら単位を移転することも使用することもできない。[ 附属書Ⅰに含まれる締約国のそれぞれ

の国内登録簿は、それぞれの約束期間についてこの取消口座を含めるものとする]  [この取

消口座はシステム登録簿の中でそれぞれの約束期間について設定され維持されるものとす

る]。〕

20．それぞれの国内登録簿は、第６条 〔及び第 1 2 条〕に基づきそれが受け入れているす

べての事業について、附則の D 項で指定する情報を記録するものとする。

21．〔システム登録簿を含む〕それぞれの登録簿は、関心を持つ者が登録簿に含まれる守

秘義務のない情報について調査し或いは閲覧できるように、閲覧し易く、一般がアクセス

できるものとする。登録簿は、関心を持つ者が主として下記の情報を含む（それだけに限

定されない）〔報告書〕〔情報〕を検索できるようにするものとする。

(a) 口座番号ごとの口座情報、

(b )  登録簿へ〔A A U s 〕〔P A A s 〕として〔記入された〕〔移転された〕〔記入され移転さ

れた〕 割当量の、シリアル番号によるリスト、

(c)  第６条に基づく事業の結果として登録簿へ〔移転された E R U s〕〔の E R U s の最初

の移転〕の、シリアル番号によるリスト、

(d)  第 1 2 条に基づく事業の結果として登録簿へ〔記入された〕〔移転された〕〔記入さ
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れ移転された〕C E R s の、シリアル番号によるリスト、

(e) 当該締約国が受け入れている事業〔から〕〔の結果として〕〔移転された ERUs [又

は発行された CERs〕〔E R U s の最初の移転及び発行された C E R s 〕の、シリアル番号によ

るリスト、

(f) 登録簿の各口座〔の〕〔における〕E R U s 、C E R s 及び〔A A U s 〕〔P A A s 〕の現在の

口座帳尻と保有状況（シリアル番号による）、

  (g) 登録簿にある償却の対象でない ERUs、CERs 及び〔AAUs〕〔PAAs〕の数量、

(h) 各約束期間における遵守目的で償却された E R U s 、C E R s 及び〔A A U s 〕〔P A A s 〕

の、シリアル番号によるリスト、

(i) 〔ERUs、CERs 及び〔AAUs〕〔PAAs〕の保有状況の変動及び変動の理由に関す

るリスト、〕

(j) 〔[AAUs] [PAAs] の取引価格。〕

22．第８条に基づく専門家による検討では、国内登録簿の完全性を検討するものとする。

国内登録簿の完全性は、本附則の関連諸規定の実施を管理するための措置を通じて達成で

きる。

23．【システム登録簿は下記の機能を遂行するものとする。

(a) 〔C D M へ [参加を希望する] [参加している]  附属書Ⅰに含まれない締約国に代わ

って C E R s を正確に算定するため〕〔CERs の発行を記録するため〕の〔登録簿〕〔データ

ベース〕の設定と維持。

(b) 附属書Ⅰに含まれる各締約国に代わって各約束期間の償却口座の維持。

(c) 各約束期間の取消口座の維持。

(d) 附属書 B に含まれる各締約国に代わって約束期間の留保の維持。

(e) 理事会の要請による C E R s へのシリアル番号の付与。

(f) 取引開始時における取引番号の自動的な付与。

(g) すべての国内登録簿における E R U s 、C E R s 及び [ A A U s ]  [PAAs] の全体的な保有

状況に関する最新の情報の提供。

(h) 適宜事業設計文書、適格性確認報告書、登録通知書、モニタリング報告書、検証

報告書、認証通知書、E R U s と C E R s の発行通知書を含めて、附則 D 項で指定する第６条

の事業又は〔及び〕C D M 事業に関するダウンロード可能な情報の維持。

(i) 国内登録簿を含む全体的な登録簿制度の完全性の監視、及び関連情報に一般がア

クセスできるようにすること。】
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附則（登録簿に関する決議第 D/CP.6 号附属書に対する）

締約国の国内登録簿に含まれる公表可能な情報

A ．口座情報

24．口座番号は下記のように組み立てられるものとする。

(a) 締約国識別子：これは口座がどの締約国の登録簿に維持されているかを識別する

もので、国際標準化機構 （I S O ）が定義し維持している２文字のコード （I S O  3 1 6 6 ）を使

用する。

(b) 〔口座の種類：これは下記のように口座の種類を識別する。

　　(ⅰ)  ‘PTY’は、締約国が保有する口座を示す。

　　(ⅱ)  ‘ENT’は、法人が保有する口座を示す。

　　(ⅲ)  ‘CAN’は、取消口座を示す。

　　(ⅳ)  ‘Rxx’は、償却口座を示し、‘xx’は口座に保有されている単位が使われ

る遵守期間を示す。〕

（注釈：一部の締約国は、口座の種類に関する情報を口座番号に含めるべきでないと提案

している（下記の 23 項(b)と(c)を参照のこと）。）（訳注：2 3 項ではなく 2 5 項）

　　(c) 一意の番号 ：これは登録簿の中の口座に付与される一意の番号を使って、当該口

座を識別する。

25．各口座に付与される口座情報には下記を含めるものとする。

(a) 口座の名称。これは口座の保有者を識別する。

(b) 〔口座の種類。これは口座の種類（締約国、法人、取消口座か償却口座か）を下

記のように識別する。｛ 注 釈：一部の責任規定により専用の留保口座も必要となる可能性

がある。｝

　　(ⅰ)  ‘R’は、償却口座を示す。

　　(ⅱ) [‘C’は、取消口座を示す。]

　　(ⅲ)  ‘O’は、償却  [又は取消] 口座以外の口座を示す。〕

(c) 口座の約束期間。各償却口座はそれに関連する約束期間を識別する。他の口座で

は、これは空白になる。

(d) 代表者名。これは口座の保有者を代表する者を識別し、代表者のフルネームを含

める。

(e) 代表者識別子。これは２文字の ISO 国別コード（ISO 3166）と当該登録簿におけ

る代表者の一意の番号を組み合わせて、口座保有者の代表者を識別する。

(f) 代表者の氏 名 と 連絡先。これは代表者識別子で示される代表者のフルネーム、 並

びに当該口座代表者の郵送宛先住所、電話番号、ファックス番号及び〔／又は〕E メール
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アドレスを識別する。

B ．シリアル番号の情報

26．〔各単位の〕〔各単位ブロックの〕シリアル番号は下記のように組み立てられるものと

する。

(a) 発生国。〔A A U s 〕〔P A A s 〕及び E R U s の場合に、これは当該単位に関連する割当

量をその登録簿へ記入した締約国を識別する。C E R s の場合に、これは事業の受入締約国

を識別する。発生国は２文字の I S O コード（I S O  3 1 6 6 ）を使って識別される。

(b) 約束期間。これは〔単位〕〔単位ブロック〕発行の対象となる約束期間を識別する。

(c) 種類。これは単位が E R U 、C E R 又は〔A A U 〕〔P A A 〕のいずれであるかを識別す

る。

(d) 選択肢１：一意の番号。これはそれぞれの約束期間及びそれぞれの発生国の E R U 、

CER 又は〔A A U 〕〔P A A 〕に一意の番号を使って、個々の単位を識別する。〔 シ リ ア ル 番

号は開始と終了の番号によってブロックで記憶される〕。

　　選択肢２：一意の開始と終了の番号。これらはそれぞれの約束期間及びそれぞれ

の発生国の、ブロックに含まれる E R U s 、C E R s 又は〔A A U s 〕〔P A A s 〕に一意の番号を使

って、E R U s 、C E R s 又は〔A A U s 〕〔P A A s 〕のブロックの最初と最後の番号を識別する。

単一の E R U 、C E R 又は〔A A U 〕〔P A A 〕の場合、開始と終了の番号は同じとなる。

(e) 事業識別子。該当する場合に、これは発生国の第６条の事業又は C D M 事業に一

意の番号を使って、E R U s が最初に移転された又は C E R s が最初に発行された事業を識別

する。〔事業からの移転又は発行には、年次によって異なる事業識別子が付与される。〕

C ．取引情報

27．各取引の取引番号は下記のように組み立てられ、登録簿に記録される。

(a) 〔約束期間。これは取引が行われる約束期間を識別する。〕

(b) 〔取引の種類。これは下記のように取引の種類を識別する。

(ⅰ) ‘IA’は、割当量の登録簿への記入を示す。

(ⅱ)   [‘IS’は、第３条３項と４項の活動に基づく割当量の登録簿への記入を示

す。]

(ⅲ) ‘JI’は、第６条に基づく ERUs の最初の移転を示す。

(ⅳ) ‘IC’は、第 12 条に基づく CERs の発行を示す。

(ⅴ) ‘TR’は、口座間及び／又は登録簿間の単位の移転を示す。

(ⅵ) ‘RT’は、償却口座への移転を示す。

(ⅶ)   [‘CA’は、取消口座への移転を示す。]〕

（注釈：一部の締約国は、取引の種類に関する情報を口座番号に含めるべきでないと提案
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している（下記の 26 項(c)を参照のこと）。）　（訳注：2 6 項( c ) ではなく 2 8 項( b ) ）

(c) 発生国。これは取引を開始する登録簿を識別する。発生国は２文字の ISO コード

（ISO 3166）を使って識別される。

(d) 選択肢１：一意の番号。これはそれぞれの約束期間及び移転する締約国のそれぞ

れの取引に一意の番号を使って、取引を識別する。この一意の番号は移転する締約国によ

って付与される。

　　選択肢２：一意の番号。これはそれぞれの約束期間の取引に一意の番号を使って、

取引を識別する。この一意の番号は専用のデータベースによって連続番号で付与される。

28．各取引番号について取引ログに記録される 取引情報には、下記を含めるものとする。

(a) 開始と終了のシリアル番号。これは取引の対象とするシリアル番号を識別〔する〕

〔し、取引されるブロックの開始と終了のシリアル番号を含む。単一の E R U 、C E R 又は

[AAU] [PAA]  の場合、開始と終了の番号は同じとなる〕。

（注釈：連続的なシリアル番号を使わないと、取引と取引番号を複数の範疇に分ける必要

が生ずる可能性がある。）

(b) 〔取引の種類。これは下記のように取引の種類を識別する。

( ⅰ)  ‘I A ’は、割当量の登録簿への記入を示す。

( ⅱ)   [ ‘I S ’は、第３条３項と４項の活動に基づく割当量の登録簿への記入を示

す。]

( ⅲ)  ‘J I ’は、第６条に基づく E R U s の最初の移転を示す。

( ⅳ)  ‘I C ’は、第 1 2 条に基づく C E R s の発行を示す。

( ⅴ)  ‘T R ’は、口座間及び／又は登録簿間の単位の移転を示す。

( ⅵ)  ‘R T ’は、償却口座への移転を示す。

( ⅶ)   [ ‘C A ’は、取消口座への移転を示す。] 〕

（注釈 ：一部の責任規定により、専用の留保口座への移転を義務づける可能性がある。）

(c) 移転する口座番号と取得する口座番号。これは単位の移転と取得を行う口座を識

別する。

(d) 取引の日時。これは単位が移転される〔及び取得される〕日時を識別する。

(e) 取引の状況。これは下記のように取引の状況を識別する。

　　(ⅰ)  ‘P’は、取引が未決定であることを示す。

　　(ⅱ)  ‘A’は、受取口座が取引を認めたことを示す。

(f) 〔取引価格。これは単位が取引される価格を識別する。〕

D ．事業情報

29．ある締約国が受け入れている、事業識別子で識別される第６条と第 1 2 条に基づく各
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事業に関する事業情報には、下記が含まれる。

(a) 事業の名称。これは一意の名称で事業を識別する。

(b) 事業の立地場所。これは事業の立地する国及び都市または地域を識別する。

(c) 最初の移転／発行の年次。これはある事業の結果として最初に E R U s が移転され

た或いは C E R s が発行された年次を識別する。〔事業からの移転又は発行には、年次によ

って異なる事業識別子が付与される。〕

(d) 報告リンク。これは〔適宜事業設計文書、適格性確認報告書、登録通知書、モニ

タリング報告書、検証報告書、認証通知書、ERUs と CERs の発行通知書を含めて、〕事

業活動に関する報告書をダウンロードできるインターネットの URL を識別する。

(e) 登録年次。これは事業が〔理事会へ〕登録された年次を識別する。

(f) 〔適格性確認を行う〕独立した組織〔／〕〔又は〕運営組織。これは事業の〔適格

性確認〕に従事する独立の又は運営の〔組織（単数）〕〔又は組織（複数）〕を識別する。

(g) 〔検証を行う独立した組織〔／〕〔又は〕運営組織。これは 排出削減事業の検証に

従事する独立の又は運営の〔組織 （単数）〕〔又は組織（複数）〕を識別する。〕

(h) 〔認証を行う独立した組織〔／〕〔又は〕運営組織。これは排出削減事業の認証に

従事する独立の又は運営の〔組織（単数）〕〔又は組織（複数）〕を識別する。〕

……………………


